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第
三
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む
す
び

第
二
章

教
育
の
機
会
均
等
と
差
別

本
章
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
判
例
を
素
材
に
し
て
教
育
の
機
会
均
等
を
妨
げ
る
生
徒
・
学
生
の
人
種
分
離
、
性
差
別
、
年
齢
に
基
づ
く

区
別
、
お
よ
び
能
力
に
基
づ
く
区
別
に
関
す
る
厳
格
審
査
基
準
の
適
用
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
。
本
章
か
ら
登
場
す
る
合
衆
国
憲
法
修
正

第
一
四
条
は
、
州
が
司
法
権
の
お
よ
ぶ
範
囲
に
い
る
あ
ら
ゆ
る
人
へ
の
平
等
な
保
護
を
否
定
し
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
お
り
、
同
条

項
は
、
学
校
区
を
含
む
州
の
下
位
行
政
区
分
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
る
。
今
日
に
至
る
学
校
教
育
に
関
連
す
る
同
条
項
の
問
題
は
、
公
権

力
が
「
容
姿
に
よ
る
区
別
（
facialdiscrim
ination）」
に
基
づ
き
提
供
し
て
き
た
設
備
、
条
件
、
お
よ
び
環
境
に
関
す
る
公
的
サ
ー
ビ
ス

の
格
差
の
是
正
で
あ
る
。
基
本
的
に
こ
の
問
題
は
、
広
く
は
平
等
保
護
条
項
適
用
の
問
題
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
①
厳
格
審
査
基
準
、

②
中
間
審
査
基
準
（
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
）、
③
緩
や
か
な
基
準
（
合
理
性
の
基
準
）
の
い
ず
れ
か
の
基
準
に
従
っ
て
審
査
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
審
査
基
準
に
注
目
し
て
本
章
は
、
ま
ず
第
一
節
が
今
日
に
お
い
て
厳
格
審
査
基
準
の
採
用
に
至
っ
た
人
種
分
離
に
つ
い
て
、
次
に

第
二
節
が
厳
格
審
査
基
準
を
採
用
し
て
い
な
い
人
種
分
離
以
外
の
差
別
に
つ
い
て
、
続
く
第
三
節
が
厳
格
審
査
を
採
用
す
る
場
合
の
あ
る

基
本
的
権
利
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
節
で
若
干
の
検
討
を
行
い
、
最
後
、
第
四
節
に
お
い
て
こ
れ
ら
三
節
の
検
討
の
ま
と
め
を
通
じ
て
憲

法
が
不
当
な
差
別
の
存
在
を
認
め
る
ポ
イ
ン
ト
を
明
ら
か
に
す
る
。

北研 51 (1・96) 96

論 説



第
一
節

教
育
の
機
会
均
等
と
人
種
に
基
づ
く
生
徒
・
学
生
の
分
離

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
公
教
育
の
提
供
、
な
ら
び
に
教
育
の
機
会
均
等
の
法
的
問
題
は
、
人
種
分
離
に
関
連
す
る
事
件
が
も
っ
と
も
古
い
。

具
体
的
に
は
、
た
と
え
同
じ
居
住
地
で
あ
っ
て
も
「
分
離
す
れ
ど
も
平
等
」
の
原
則
の
も
と
で
、
白
人
と
黒
人
（
有
色
人
種
）
に
よ
る
公

共
施
設
の
同
時
か
つ
同
一
の
利
用
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
各
々
を
人
種
分
離
し
た
設
備
に
格
差
の
あ
る
専
用
学
校
に
通
学
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
。
ま
ず
は
、
南
北
戦
争
が
勃
発
す
る
少
し
前
か
ら
み
て
い
こ
う
。

第
一
項

奴
隷
制
度
廃
止
と
人
種
分
離

1

南
北
戦
争
と
奴
隷
解
放
宣
言

独
立
し
た
ア
メ
リ
カ
の
最
大
の
関
心
事
は
、
北
部
と
南
部
の
富
の
格
差
を
背
景
に
持
つ
奴
隷
制
度
の
廃
止
だ
っ
た
（
1
）。

北
部
は
、
工
業
が

発
展
し
裕
福
で
奴
隷
制
度
の
廃
止
が
比
較
的
早
く
か
ら
進
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
南
部
は
、
黒
人
奴
隷
の
労
働
力
に
頼
る
プ
ラ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
農
業
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
た
た
め
に
奴
隷
が
貴
重
な
財
産
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
新
た
に
連
邦
加
盟
を
望
む
州
の
最
大

の
障
壁
で
も
あ
っ
た
。
月
日
が
北
部
と
南
部
の
富
の
格
差
を
さ
ら
に
拡
大
さ
せ
、
奴
隷
制
度
の
廃
止
を
実
現
し
て
い
く
北
部
州
と
、
奴
隷

を
貴
重
な
財
産
と
し
続
け
る
南
部
州
と
で
は
、
黒
人
と
奴
隷
の
扱
い
に
違
い
が
出
来
て
い
た
。
現
実
に
、
一
八
五
七
年
に
ト
ー
ニ
ー
・

コ
ー
ト
（
2
）は

、
北
部
と
南
部
の
複
雑
な
背
景
に
翻
弄
さ
れ
る
原
告
黒
人
の
地
位
の
確
認
を
求
め
た
Scottv.Sandford事
件
判
決
（
3
）に

お
い
て
、

ミ
ズ
ー
リ
州
籍
が
な
い
原
告
は
訴
え
る
権
利
が
な
い
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
奴
隷
所
有
を
禁
止
す
る
州
法
が
修
正
第
五
条
違
反
で
あ
る
こ

と
を
判
示
し
た
。
こ
の
事
件
が
黒
人
の
地
位
に
注
目
し
た
こ
と
は
、
後
に
奴
隷
制
度
を
考
え
る
重
要
な
機
会
を
与
え
た
。

一
八
六
一
年
、
奴
隷
制
度
と
貿
易
政
策
で
対
立
し
て
い
た
南
部
の
一
一
州
は
、
奴
隷
解
放
に
積
極
的
な
エ
イ
ブ
ラ
ハ
ム
・
リ
ン
カ
ー
ン
（
4
）
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が
大
統
領
に
当
選
し
た
こ
と
を
う
け
て
、
連
邦
か
ら
の
分
離
を
宣
言
し
、
ア
メ
リ
カ
南
部
連
合
国
（
ConfederateStatesofA
m
erica）

を
結
成
し
て
南
北
戦
争
が
勃
発
し
た
（
5
）。

戦
局
は
、
連
合
側
が
ワ
シ
ン
ト
ン
D
.C.に
迫
る
勢
い
だ
っ
た
が
、
一
八
六
三
年
に
リ
ン
カ
ー
ン
大

統
領
が
奴
隷
解
放
宣
言
を
唱
え
て
奴
隷
制
度
を
廃
止
し
（
6
）、

工
業
力
に
優
る
連
邦
側
が
一
気
に
盛
り
返
し
て
一
八
六
五
年
に
終
結
し
た
。
翌

年
に
、
連
邦
議
会
は
、
奴
隷
解
放
を
見
据
え
た
公
民
権
法
（
1866ofCivilRightsA
ct）
を
制
定
し
、
公
民
権
法
が
後
の
法
制
定
で
無
効

化
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
三
条
か
ら
第
一
五
条
ま
で
を
追
加
し
た
。
こ
う
し
て
奴
隷
制
度
は
、
合
衆
国
憲

法
上
廃
止
さ
れ
て
、
合
衆
国
憲
法
の
下
の
奴
隷
解
放
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
教
育
面
に
つ
い
て
は
、
一
八
六
七
年
に
連
邦
行
政
機
関
の
ひ
と
つ
に
含
ま
れ
る
形
で
教
育
局
を
設
置
す
る
に
留
ま
っ
た
（
7
）。

2

合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
四
条
の
制
定
と
「
分
離
す
れ
ど
も
平
等
」

修
正
第
一
四
条
は
、
前
述
の
奴
隷
制
度
の
廃
止
を
め
ぐ
る
戦
争
を
経
て
制
定
さ
れ
た
条
項
で
あ
る
（
8
）。

同
条
項
は
、
先
に
制
定
さ
れ
た
公

民
権
法
の
廃
止
を
防
ぐ
と
い
う
目
的
（
9
）、

お
よ
び
修
正
第
五
条
の
適
正
手
続
条
項
の
解
釈
と
峻
別
す
る
と
い
う
目
的
（
10
）を

有
す
る
（
11
）。

そ
の
た
め

に
同
条
項
は
、
黒
人
に
対
す
る
奴
隷
制
度
の
廃
止
、
な
ら
び
に
人
種
差
別
を
認
め
る
公
民
権
法
改
正
を
阻
止
す
る
た
め
の
最
後
の
番
人
と

い
う
性
格
を
与
え
ら
れ
た
た
め
に
、
司
法
権
が
同
条
項
を
解
釈
す
る
際
の
平
等
保
護
と
適
正
手
続
修
正
の
趣
旨
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
一
八
七
二
年
に
チ
ェ
イ
ス
・
コ
ー
ト
（
12
）は

、
T
heSlaughter-H
ouseCases事
件
判
決
（
13
）に

お
い
て
、
全
て
の
人
が
州
の
行
政
上
の

公
正
な
取
り
扱
い
と
保
護
を
受
け
る
こ
と
、
お
よ
び
法
の
前
に
平
等
で
あ
る
こ
と
、
と
い
う
二
つ
の
思
想
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
述
べ
て
（
14
）、

同
条
項
は
「
適
正
手
続
（
dueprocess）」
と
「
平
等
保
護
（
equalprotection）」
の
原
則
を
規
定
し
た
も
の
と
い
う
解
釈
を
示
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
姿
勢
を
継
承
し
た
ウ
ェ
イ
ト
・
コ
ー
ト
（
15
）は

、
一
八
八
〇
年
Strauderv.W
estV
irginia事
件
判
決
（
16
）に

お
い
て
黒
人
に
陪
審

員
の
資
格
を
与
え
な
い
州
法
を
差
別
と
し
て
違
憲
無
効
に
し
、
一
八
八
三
年
CivilRightsCases事
件
判
決
（
17
）に

お
い
て
州
に
適
用
さ
れ
る
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修
正
第
一
四
条
が
私
人
の
権
利
侵
害
に
ま
で
お
よ
ば
な
い
こ
と
を
述
べ
、
一
八
八
六
年
W
ick
Y
o
v.H
opkins事
件
判
決
（
18
）に
お
い
て
サ
ン

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
当
局
が
中
国
系
の
移
民
に
営
業
許
可
を
与
え
な
い
措
置
を
差
別
と
し
て
違
憲
無
効
に
す
る
な
ど
、
積
極
的
に
州
の
人
種

差
別
に
対
し
て
違
憲
を
下
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
一
八
九
六
年
に
フ
ラ
ー
・
コ
ー
ト
（
19
）は

、
Plessy
v.Ferguson事
件
判
決
（
20
）に

お
い
て
、
一
八
四
九
年
Robert
v.City
of

Boston事
件
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
最
高
裁
判
決
（
21
）の
「
分
離
す
れ
ど
も
平
等
」
の
解
釈
を
支
持
し
て
（
22
）、
黒
人
と
白
人
の
両
方
に
座
席
設
備

が
用
意
さ
れ
て
い
れ
ば
、
別
々
で
も
不
平
等
に
な
ら
ず
、
州
法
が
修
正
第
一
四
条
違
反
に
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。
以
後
こ
の

法
理
に
従
い
約
六
〇
年
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
形
式
的
な
平
等
が
整
っ
て
い
れ
ば
よ
い
と
す
る
立
場
で
有
色
人
種
に
対
す
る
実
質
的
な

不
平
等
を
合
憲
と
判
断
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

Plessy事
件
は
、
平
等
な
教
育
の
機
会
な
ら
び
に
統
合
学
校
の
設
置
を
期
待
す
る
多
く
の
人
や
集
団
が
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
種

統
合
設
備
が
設
備
の
人
種
分
離
を
指
示
し
た
制
定
法
に
違
反
す
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を
生
じ
さ
せ
た
た
め
に
、
一
九
世
紀
終
盤
か
ら
二
〇

世
紀
前
半
に
か
け
た
人
種
統
合
学
校
制
度
の
発
達
を
停
滞
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

3

教
育
の
機
会
均
等
と
事
実
上
の
人
種
不
平
等

学
校
人
種
分
離
は
、
学
校
教
育
に
関
連
す
る
設
備
、
条
件
、
環
境
に
お
け
る
「
容
姿
に
よ
る
差
別
（
Facialdiscrim
ination）」
に
適
用

す
る
審
査
基
準
に
よ
っ
て
違
法
性
が
左
右
さ
れ
る
。
根
拠
と
な
る
修
正
第
一
四
条
は
、
修
正
第
一
〇
条
と
同
じ
く
連
邦
の
み
な
ら
ず
州
に

関
し
て
も
ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
て
保
護
す
る
の
か
と
い
う
明
文
を
も
た
な
い
が
（
23
）、

州
が
い
か
な
る
人
の
平
等
な
保
護
も
否
定
し
て
は

な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
お
り
、
学
校
区
を
含
む
州
の
下
位
行
政
区
分
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
。

学
校
教
育
事
件
に
Plessy事
件
判
決
の
法
理
を
初
め
て
適
用
し
た
判
決
は
、
一
八
九
九
年
に
出
さ
れ
た
Cum
m
ing
v.Richm
ond
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County
Bd.ofEduc.事
件
判
決
（
24
）で
あ
る
。
同
判
決
に
お
い
て
フ
ラ
ー
・
コ
ー
ト
は
、
高
校
が
無
償
の
対
象
に
な
ら
な
い
が
（
25
）、
す
べ
て
の

子
ど
も
に
無
償
の
初
等
中
等
の
学
校
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
州
憲
法
が
人
種
分
離
教
育
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
黒

人
学
校
の
復
活
を
認
め
ず
（
26
）、

教
育
が
州
の
専
権
事
項
で
あ
る
こ
と
、
な
ら
び
に
州
の
税
金
で
運
営
さ
れ
る
公
立
学
校
が
合
衆
国
憲
法
を
無

視
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
限
り
、
連
邦
が
公
立
学
校
の
維
持
に
関
与
で
き
ず
州
の
権
限
内
で
判
断
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と

を
判
示
し
た
（
27
）。

こ
の
よ
う
な
法
律
に
基
づ
く
人
種
分
離
は
、
公
立
学
校
に
限
ら
ず
、
私
立
学
校
に
ま
で
及
ぶ
も
の
と
な
り
、
さ
ら
に
は
黒
人
以
外
の
有

色
人
種
に
も
実
施
さ
れ
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
一
九
〇
八
年
に
フ
ラ
ー
・
コ
ー
ト
が
Berea
College
v.Com
m
onw
ealth
of

K
entucky事
件
判
決
（
28
）に

お
い
て
、
州
が
私
立
学
校
に
対
し
て
人
種
分
離
を
要
求
す
る
法
律
は
、
州
の
認
可
す
る
団
体
が
絶
対
的
な
統
制
権

限
を
有
す
る
以
上
は
違
憲
に
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
一
九
二
七
年
に
タ
フ
ト
・
コ
ー
ト
（
29
）が

Gong
Lum
v.Rice事

件
判
決
（
30
）に

お
い
て
、
人
種
ご
と
の
学
校
指
定
は
、
州
が
有
色
人
種
を
分
離
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
様
の
施
設
が
存
在
す

る
限
り
に
お
い
て
平
等
保
護
条
項
に
違
反
し
な
い
と
判
示
し
た
。
こ
の
よ
う
に
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
Plessy事
件
判
決
以
降
の
約
三
〇

年
間
、
人
種
、
換
言
す
れ
ば
肌
の
色
（
color）
に
基
づ
く
公
共
施
設
利
用
の
区
別
を
認
め
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、「
分
離
す
れ
ど
も
平
等
」
は
、
Plessy事
件
に
お
い
て
不
問
に
さ
れ
た
〝
設
備
の
質
〞
の
不
平
等
が
提
訴
さ
れ
続
け
た

結
果
、
不
合
理
な
不
平
等
が
明
ら
か
に
な
り
は
じ
め
る
。
一
九
三
八
年
に
ヒ
ュ
ー
ズ
・
コ
ー
ト
（
31
）は

、
M
issouriex
rel.Gainesv.Canada

事
件
判
決
（
32
）に

お
い
て
、
黒
人
大
学
の
施
設
が
未
整
備
な
ら
ば
、
州
内
の
整
備
さ
れ
た
白
人
大
学
に
入
学
が
許
可
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
を
前
提
に
、
州
の
大
学
施
設
の
未
整
備
を
理
由
に
他
州
の
大
学
に
入
学
さ
せ
る
州
法
を
も
っ
て
州
内
の
白
人
大
学
へ
の
入
学
を
拒

否
す
る
こ
と
は
、
修
正
第
一
四
条
の
平
等
保
護
条
項
に
反
し
て
無
効
と
し
た
。
同
判
決
以
降
の
裁
判
所
は
、
公
教
育
施
設
の
〝
設
備
の
質
〞

が
実
際
に
同
様
の
機
能
と
質
を
有
す
る
設
備
か
ど
う
か
に
つ
い
て
厳
し
い
審
査
を
始
め
る
の
で
あ
る
。
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第
二
項

施
設
・
設
備
の
利
用
と
人
種
分
離
廃
止

1

Plessy事
件
の
法
理
の
見
直
し
と
Brow
n事
件
の
法
理

し
か
し
な
が
ら
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
ま
で
は
、〝
緩
や
か
な
基
準
〞
に
基
づ
き
人
種
分
離
を
認
め
て
き
た
。
特
に
、
戦
時
中
は
、

敵
国
思
想
排
除
が
目
的
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
推
進
す
る
と
同
時
に
、
敵
国
を
祖
と
す
る
移
民
に
対
し
て
母
国
語
の
使
用

を
禁
じ
て
強
制
収
容
所
に
隔
離
す
る
政
策
を
執
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
四
四
年
に
ス
ト
ー
ン
・
コ
ー
ト
（
33
）は
、
K
orem
atsu
v.U
.S.

事
件
判
決
（
34
）に

お
い
て
特
定
の
移
民
に
対
す
る
強
制
収
容
が
「
疑
わ
し
い
分
類
（
asuspectclass）」
に
該
当
す
る
と
し
て
、
人
種
分
離
す
る

政
策
に
厳
し
い
審
査
を
行
う
態
度
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
疑
わ
し
い
分
類
」
と
は
、
人
種
（
race）、
肌
の
色
（
color）、
外
国
人
、

出
身
国
・
民
族
（
nationalorigin）
を
基
準
に
し
て
分
け
る
こ
と
が
憲
法
上
「
疑
わ
し
い
分
類
」
と
い
う
厳
格
審
査
基
準
を
適
用
す
る
グ

ル
ー
プ
に
所
属
す
る
も
の
と
し
て
違
憲
を
疑
い
司
法
審
査
す
る
基
準
で
あ
る
（
35
）。

こ
の
時
に
疑
わ
れ
る
分
離
措
置
あ
る
い
は
分
離
制
度
が
合

憲
・
合
法
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
実
施
者
に
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
政
府
の
利
益
（
acom
pelling
governm
entinterest）」
の
存
在

を
明
白
に
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
該
当
す
る
措
置
や
制
度
が
「
緻
密
に
誂
え
た
も
の
（
narrow
ly
tailored）」
で
あ
る
、
と
い
う
二
段
階
の

証
明
が
要
求
さ
れ
る
。
K
orem
atsu事
件
を
通
じ
て
戦
時
中
に
司
法
権
が
示
し
た
人
種
隔
離
へ
の
態
度
は
、
戦
争
終
結
後
の
厳
し
い
憲
法

審
査
基
準
の
適
用
に
繋
が
り
、
公
教
育
制
度
の
〝
事
実
上
は
不
平
等
〞
を
数
多
く
指
摘
す
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。

こ
の
機
会
は
早
く
に
訪
れ
、
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
・
コ
ー
ト
（
36
）の

時
代
の
高
等
教
育
機
関
の
人
種
分
離
は
、
違
憲
、
違
法
で
あ
る
と
判
示
さ
れ
る
。

ま
ず
一
九
四
八
年
に
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
・
コ
ー
ト
は
、
Sipuelv.Bd.ofRegents事
件
判
決
（
37
）に

お
い
て
、
M
issouriex
rel.Gaines事
件
判
決
（
38
）

を
引
用
す
る
こ
と
で
州
の
提
供
す
る
法
学
教
育
は
修
正
第
一
四
条
の
平
等
保
護
条
項
に
従
っ
て
白
人
に
限
ら
れ
ず
黒
人
に
も
同
様
に
提
供

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
裁
判
所
は
、
司
法
権
が
人
種
に
関
係
な
く
唯
一
の
施
設
へ
の
入
学
を
認
め
る
態

度
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
二
年
後
に
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
・
コ
ー
ト
は
、
Sw
eetv.Painter事
件
判
決
（
39
）に

お
い
て
、
黒
人
の
教
育
の
機
会
に
実
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質
的
な
不
平
等
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
修
正
第
一
四
条
に
よ
る
平
等
保
護
の
要
請
に
照
ら
し
て
白
人
施
設
へ
の
入
学
を
許
可
す
る
べ
き

で
あ
る
と
判
示
し
た
。
こ
う
し
て
高
等
教
育
機
関
入
学
の
平
等
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
入
学
後
の
学
校
内
部
に
お
け
る
学
生
の

取
り
扱
い
に
関
す
る
態
度
を
示
す
必
要
が
で
て
く
る
の
だ
が
、
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
・
コ
ー
ト
は
、
同
日
判
決
の
M
cLaurin
v.O
klahom
aState

Regents
for
H
igher
Educ.事
件
判
決
（
40
）に

お
い
て
、
白
人
用
大
学
院
に
入
学
を
認
め
ら
れ
た
州
民
の
黒
人
学
生
の
就
学
の
条
件
に
つ
い

て
、
人
種
に
基
づ
き
学
生
の
待
遇
に
違
い
を
設
け
て
学
校
内
部
で
差
別
す
る
こ
と
は
、
修
正
第
一
四
条
の
平
等
保
護
の
観
点
か
ら
黒
人
学

生
の
教
育
の
機
会
均
等
の
権
利
を
奪
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
州
立
の
白
人
学
校
に
入
学
を
許
可
さ
れ
た
な
ら
ば
白
人
学
生
と
同
じ
待
遇
と

す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
こ
の
よ
う
に
一
度
で
も
入
学
し
た
者
に
は
、
人
種
に
か
か
わ
ら
ず
純
粋
に
〝
学
生
〞
の
地
位
に
基
づ
き
一
律
平

等
な
扱
い
を
怠
ら
な
い
よ
う
に
釘
を
刺
し
た
の
で
あ
る
（
41
）。

さ
ら
に
四
年
後
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
（
42
）は

、
Brow
n
v.Board
ofEducation
I・
II事
件
判
決
（
43
）に

お
い
て
高
等
教
育
レ
ベ
ル
の
〝
同
品

質
の
学
校
設
備
〞
の
議
論
が
普
通
教
育
レ
ベ
ル
の
「
分
離
す
れ
ど
も
平
等
」
を
見
直
す
機
会
が
訪
れ
た
。
ま
ず
一
九
五
四
年
に
ウ
ォ
ー
レ

ン
・
コ
ー
ト
は
、
Brow
n
I事
件
判
決
と
し
て
、
州
と
地
方
政
府
の
最
も
重
要
な
役
割
に
教
育
を
挙
げ
て
、
人
種
分
離
そ
の
も
の
が
不
平
等

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
に
基
づ
く
分
離
施
設
が
本
質
的
に
不
平
等
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、
全
員
一
致
で
Plessy事
件
の
法
理
を

否
認
し
て
公
立
学
校
に
お
け
る
人
種
分
離
を
違
憲
で
あ
る
と
判
断
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
年
間
履
行
命
令
を
遅
ら
せ
た
。
翌
年
、

Brow
n
II事
件
判
決
と
し
て
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
コ
ー
ト
は
、
人
種
分
離
を
実
現
し
た
公
立
学
校
制
度
へ
移
行
す
る
た
め
に
、
人
種
分
離
廃
止

が
実
現
す
る
ま
で
、
所
管
の
地
方
裁
判
所
が
、
公
益
を
考
慮
し
た
エ
ク
イ
テ
ィ
の
法
理
に
従
っ
て
救
済
命
令
を
作
成
、
実
施
す
る
こ
と
が

で
き
、
ま
た
、
移
行
期
間
中
の
学
校
区
の
教
育
自
治
権
を
監
督
で
き
る
と
し
た
上
で
、
原
告
の
利
益
を
損
な
わ
な
い
為
に
、
最
も
早
い
時

期
に
入
学
で
き
る
よ
う
「
で
き
る
限
り
速
や
か
に
（
w
ith
alldeliberatespeed）」
本
判
決
に
従
っ
た
手
続
き
で
判
決
と
命
令
を
下
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
最
終
的
な
結
論
を
判
示
し
た
の
で
あ
る
（
44
）。

本
判
決
以
降
、合
衆
国
憲
法
に
明
記
の
な
い
教
育
事
項
の
管
轄
権
は
、
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司
法
権
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
、
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

け
れ
ど
も
、
修
正
第
一
四
条
は
、
州
へ
の
適
用
を
前
提
に
し
た
条
項
で
あ
る
以
上
、
連
邦
直
轄
地
に
お
け
る
学
校
人
種
分
離
廃
止
の
憲

法
上
の
根
拠
が
な
か
っ
た
。
実
際
に
Brow
n事
件
判
決
以
前
の
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
一
九
三
八
年
に
ヒ
ュ
ー
ズ
・
コ
ー
ト
が
U
.S.v.

Carolene
ProductsCo.事
件
判
決
（
45
）に

お
い
て
、
合
衆
国
憲
法
修
正
第
五
条
は
平
等
保
護
を
含
ま
ず
、
同
修
正
第
一
四
条
は
州
に
の
み
適

用
さ
れ
る
が
原
則
と
し
て
立
法
者
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
、
生
命
、
自
由
、
も
し
く
は
財
産
を
剥
奪
す
る
法
律
に

合
理
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
適
正
手
続
条
項
に
よ
っ
て
合
憲
性
を
問
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
判
示
し
て
き
た
。
し
か
し
な

が
ら
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
は
、
Brow
n
I事
件
と
同
日
判
決
の
Bolling
v.Sharpe事
件
判
決
（
46
）に
お
い
て
、
修
正
第
五
条
の
適
正
手
続
条

項
の
保
護
す
る
自
由
に
平
等
保
護
を
含
む
と
い
う
解
釈
を
導
き
出
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
D
.C.の
分
離
学
校
教
育
制
度
を
違
憲
と
判
示
し
た
。

そ
し
て
ま
た
、
人
種
分
離
問
題
は
、
あ
く
ま
で
も
旧
移
民
の
白
人
と
有
色
人
種
に
限
ら
れ
た
議
論
で
あ
っ
た
為
に
、
戦
争
賠
償
で
獲
得
し

た
州
、
あ
る
い
は
メ
キ
シ
コ
な
ど
の
隣
国
か
ら
移
住
し
た
人
な
ど
、
該
当
地
域
に
元
々
住
ま
う
人
々
や
同
じ
肌
の
色
の
人
々
と
い
う
旧
移

民
と
新
移
民
の
分
離
問
題
は
取
り
組
み
が
弱
い
状
態
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
平
等
保
護
が
合
衆
国
内
の
す
べ
て
の
人
に
適
用
さ
れ
る
の
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
は
、
Brow
n
I事
件
と
同
日
判
決
の
H
ernandezv.T
exas事
件
判
決
に
お
い
て
（
47
）、

連
邦
に

い
る
メ
キ
シ
コ
系
ア
メ
リ
カ
人
お
よ
び
そ
の
他
全
て
の
人
種
集
団
は
修
正
第
一
四
条
に
基
づ
き
平
等
に
保
護
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
判
示

し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
Brow
n事
件
の
法
理
を
具
体
化
す
る
一
方
で
、
そ
も
そ
も
連
邦
が
州
の
専
権
事
項
の
教
育
に
資
金
提

供
以
外
は
干
渉
し
な
い
、
と
い
う
立
場
を
採
用
し
て
き
た
こ
と
か
ら
州
の
人
種
分
離
廃
止
を
監
督
す
る
役
目
を
担
う
司
法
権
の
権
限
の
所

在
が
問
題
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
九
五
八
年
に
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
（
48
）は

、
前
年
の
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
・
シ
ョ
ッ
ク
（
49
）の

経
験
を
踏
ま
え
て

国
家
防
衛
教
育
法
（
N
ationalD
efenseEducationalA
ct）
を
制
定
し
て
（
50
）、

こ
れ
を
機
に
米
ソ
の
宇
宙
開
発
競
争
が
始
ま
り
、
戦
力
、
科
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学
、
教
育
、
の
強
化
・
再
編
に
取
り
組
ん
だ
。
同
法
は
、
優
れ
た
人
材
を
育
て
確
保
す
る
と
い
う
基
本
方
針
を
目
的
に
掲
げ
た
こ
と
で
、

教
育
と
強
化
さ
れ
た
連
邦
資
金
が
密
接
な
関
係
に
な
り
、
連
邦
政
府
が
、
人
種
分
離
廃
止
を
通
じ
て
積
極
的
に
公
教
育
に
関
与
す
る
法
的

根
拠
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
一
九
五
八
年
に
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
は
、
Cooperv.A
aron事
件
判
決
（
51
）に

お
い
て
、
州
が
連
邦
裁
判

所
判
例
に
従
う
義
務
が
あ
る
こ
と
、
州
が
判
例
に
従
わ
な
く
て
も
所
管
の
裁
判
所
が
強
制
で
き
る
こ
と
、
な
ら
び
に
修
正
第
一
四
条
に
基

づ
く
決
定
が
い
か
な
る
州
憲
法
お
よ
び
州
法
に
優
先
す
る
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
判
所
が
Brow
n事
件
判
決
の
法
理
を
改

め
て
支
持
し
た
こ
と
に
よ
り
、
司
法
権
が
州
の
教
育
権
限
を
監
督
す
る
こ
と
で
不
適
切
な
人
種
分
離
を
行
う
州
お
よ
び
地
方
の
教
育
自
治

権
を
管
轄
裁
判
所
の
管
理
下
に
お
き
、
以
降
の
時
代
は
、
司
法
権
に
管
理
さ
れ
た
教
育
自
治
権
に
基
づ
き
学
校
人
種
分
離
を
廃
止
す
る
た

め
の
積
極
的
是
正
措
置
（
A
ffirm
ative
A
ction）
を
講
じ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

2

教
育
の
機
会
均
等
と
積
極
的
是
正
措
置

一
九
六
一
年
に
就
任
し
た
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
（
52
）が

一
九
六
三
年
の
連
邦
議
会
に
お
け
る
演
説
に
基
づ
き
改
正
公
民
権
法
の
制
定
を
進
め
て

い
た
（
53
）が

、
同
年
一
一
月
に
暗
殺
さ
れ
た
こ
と
で
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
副
大
統
領
（
54
）が

、
職
務
を
引
き
継
ぎ
（
55
）一

九
六
四
年
に
公
民
権
法
を
改
正
し
た
。

改
正
公
民
権
法
第
四
編
は
、
公
立
初
等
中
等
学
校
及
び
高
等
教
育
機
関
に
よ
る
人
種
、
肌
の
色
、
性
別
、
宗
教
、
出
身
国
に
基
づ
く
差
別

を
禁
止
す
る
規
定
で
あ
る
（
56
）。

ま
た
、
同
法
第
六
編
は
、「
合
衆
国
の
人
は
、
人
種
、
肌
の
色
、
お
よ
び
出
身
国
を
根
拠
に
連
邦
資
金
援
助
を

受
け
る
何
ら
か
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
ま
た
は
活
動
に
つ
い
て
、
参
加
さ
せ
な
い
、
恩
恵
を
与
え
な
い
、
な
ら
び
に
差
別
に
さ
ら
さ
れ
る
べ
き

で
な
い
（
57
）」

と
い
う
規
定
で
あ
る
（
58
）。

こ
の
条
文
は
、
連
邦
資
金
に
よ
り
援
助
さ
れ
る
活
動
、
例
え
ば
学
校
区
が
連
邦
資
金
に
基
づ
い
て
実
施

す
る
特
別
教
育
な
ら
ば
、差
別
し
な
い
こ
と
を
そ
の
学
校
区
の
隅
か
ら
隅
ま
で
に
要
求
し
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
強
化
さ
れ
た
第
六
編
は
、

人
種
差
別
を
廃
止
し
て
統
合
を
目
指
す
連
邦
政
府
の
権
限
が
強
化
さ
れ
て
中
央
集
権
化
を
進
め
た
反
面
、
差
別
に
修
正
第
一
四
条
を
適
用
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で
き
な
い
場
面
で
も
修
正
第
一
四
条
と
同
様
の
精
神
を
有
す
る
第
六
編
違
反
に
よ
る
救
済
を
可
能
に
し
た
。
さ
ら
に
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領

は
、
一
九
六
五
年
国
家
防
衛
教
育
法
を
一
九
六
五
年
に
改
定
し
て
初
等
中
等
教
育
法
（
Elem
entaly
and
Secondary
Education
A
ct）

と
高
等
教
育
法
（
H
igher
Education
A
ct）
を
制
定
し
た
。
初
等
中
等
教
育
法
は
、
初
等
中
等
教
育
に
関
わ
る
法
律
で
地
方
学
校
区
当

局
、
教
材
、
教
育
業
務
、
教
育
学
者
の
養
成
、
州
教
育
当
局
の
財
政
支
援
を
規
定
し
て
い
た
。
高
等
教
育
法
は
、
高
等
教
育
に
関
わ
る
財

政
支
援
を
定
め
る
法
律
だ
っ
た
が
、初
等
中
等
学
校
教
師
に
関
す
る
項
目
を
含
む
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
行
政
の
長
た
る
大
統
領
は
、

公
民
権
法
に
基
づ
き
積
極
的
に
立
法
過
程
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
方
で
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
人
種
分
離
廃
止
を
物
理
的
に
防
ぐ
州
当
局
の
取
組
み
（
59
）、
公
立
学
校
閉
鎖
に
よ
る
統
合
（
60
）、
区
画
変
更
後

に
人
種
構
成
が
過
半
数
を
満
た
さ
な
い
場
合
に
再
分
離
し
て
生
徒
を
以
前
に
い
た
学
校
へ
戻
す
選
択
を
認
め
る
政
策
（
61
）、

お
よ
び
一
年
度
に

つ
き
一
学
年
（
飛
び
級
禁
止
）
プ
ラ
ン
（
62
）な

ど
に
憲
法
違
反
を
見
つ
け
て
無
効
に
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
Brow
n事
件
判
決
後
の
約

一
〇
年
間
、
黒
人
奴
隷
制
度
の
形
跡
が
根
強
く
残
る
南
部
州
に
お
い
て
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
が
Brow
n事
件
の
法
理
に
従
っ
て
学
校
人

種
分
離
制
度
廃
止
を
命
じ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
く
つ
か
の
露
骨
な
違
反
が
あ
っ
て
も
こ
れ
を
認
め
ず
に
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判

断
を
無
視
し
て
い
た
。
ま
た
、
下
級
審
レ
ベ
ル
で
は
、
南
部
州
の
人
種
分
離
制
度
の
実
施
に
つ
い
て
、「
で
き
る
限
り
速
や
か
」
な
取
り
組

み
が
弱
い
と
い
う
明
白
な
証
拠
が
見
つ
か
ら
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
Brow
n事
件
の
法
理
を
適
用
せ
ず
憲
法
違
反
に
し
て
こ
な
か
っ
た
（
63
）。

実
際
に
、
多
く
の
下
級
裁
判
所
は
、
仮
に
違
反
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
手
引
き
不
足
を
考
慮
し

て
統
合
政
策
を
妨
げ
る
人
種
分
離
を
排
除
で
き
ず
に
い
た
。

こ
の
よ
う
に
人
種
分
離
廃
止
の
取
り
組
み
が
停
滞
す
る
な
か
、
一
九
六
八
年
に
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
は
、
Green
v.County
Sch.Bd.

事
件
判
決
（
64
）に

お
い
て
、
学
校
区
の
プ
ラ
ン
が
違
憲
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
プ
ラ
ン
が
単
純
に
学
校
統
合
を
達
成
し
て
い
な
い
こ
と

を
理
由
に
主
張
を
退
け
、
現
実
的
か
つ
た
だ
ち
に
効
果
が
及
ぶ
こ
と
を
約
束
し
た
新
し
い
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
改
善
す
る
こ
と
を
命
じ
た
（
65
）。

北研 51 (1・105) 105

アメリカ合衆国における教育の機会均等と言語に基づく差別 ⑵



そ
し
て
こ
の
判
決
の
な
か
で
、
学
校
当
局
は
、
①
生
徒
の
か
ら
だ
、
②
生
徒
の
能
力
、
③
職
員
の
構
成
、
④
輸
送
手
段
、
⑤
課
外
活
動
、

お
よ
び
⑥
設
備
と
い
う
こ
れ
ら
六
つ
の
学
校
人
種
分
離
を
取
り
除
く
責
務
が
あ
る
と
し
た
（
66
）。

こ
れ
ら
六
要
素
は
、「
Green事
件
判
決
の
基

準
」
と
し
て
今
日
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
Green事
件
判
決
は
、
学
校
区
内
の
人
種
構
成
比
率
に
応
じ
て
、
該
当
す
る
学
校
の
人
種
構
成
比
率
を
一
致
さ
せ
な
く
て
は

な
ら
な
い
の
か
、そ
れ
と
も
あ
る
程
度
の
許
容
範
囲
を
認
め
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
と
ま
で
は
い
え
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
七
一
年
に
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
（
67
）

は
、
Green事
件
の
基
準
を
前
提
に
具
体
的
な
数
値
を
示
し
た
Sw
ann
v.

Charlotte-M
ecklenburg
Bd.ofEduc.事
件
判
決
（
68
）に
お
い
て
、
全
員
一
致
で
、
人
種
分
離
廃
止
を
実
現
す
る
た
め
に
一
校
の
人
種
構
成

比
率
を
二
九
％
〜
七
一
％
の
間
に
収
め
る
こ
と
が
可
能
な
ら
ば
、
年
度
ご
と
の
生
徒
の
か
ら
だ
を
基
準
に
し
た
構
成
比
率
の
調
整
は
憲
法

上
許
さ
れ
る
と
し
て
人
種
分
離
が
合
法
に
な
る
合
理
的
な
基
準
値
を
設
け
た
の
で
あ
る
。

Green事
件
、
お
よ
び
Sw
ann事
件
に
よ
り
人
種
分
離
廃
止
に
関
す
る
二
段
基
準
を
成
立
さ
せ
た
こ
と
は
、
一
九
七
〇
年
以
降
に
南
部

州
の
人
種
分
離
廃
止
が
実
現
す
る
よ
う
に
な
り
、
加
え
て
人
種
分
離
廃
止
の
た
め
に
連
邦
裁
判
所
が
広
い
権
限
を
行
使
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
い
っ
た
司
法
の
人
種
分
離
廃
止
へ
の
積
極
的
な
姿
勢
は
、
連
邦
政
府
機
関
が
第
六
編
を
根
拠
に
学
校
区
資
金

を
打
ち
切
る
と
い
う
警
告
を
増
加
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
司
法
権
は
、
監
督
権
が
逸
脱
し
た
可
能
性
の
あ
る
命
令
を
出
し
は

じ
め
る
の
で
あ
る
。

第
三
項

連
邦
レ
ベ
ル
の
教
育
法
規
と
学
校
人
種
分
離
撤
廃

1

教
育
機
会
均
等
法
の
制
定
と
人
口
比
率
の
重
視

学
校
人
種
分
離
廃
止
を
実
現
す
る
方
法
の
一
つ
に
、
学
校
区
と
い
う
教
育
自
治
体
の
境
界
線
を
越
え
て
生
徒
を
や
り
と
り
す
る
と
い
う
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救
済
方
法
が
あ
る
。
こ
の
理
由
は
、
ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
都
市
の
学
校
区
に
お
い
て
白
人
の
郊
外
転
出
と
越
境
入
学
、
な
ら
び
に
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
人
口
の
実
数
と
割
合
の
増
加
を
経
験
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
地
域
間
を
活
用
す
る
統
合
は
、
い
ず
れ
か
の
人
種
が
強
い

存
在
感
を
示
し
た
場
合
に
〝
疑
わ
し
い
区
分
〞
と
な
る
。
こ
の
結
果
、
多
く
の
裁
判
所
は
、
単
一
人
種
の
学
校
区
を
加
え
て
人
種
統
合
が

達
成
で
き
る
な
ら
ば
、
近
接
す
る
学
校
区
は
、
生
徒
を
強
制
的
に
転
校
さ
せ
る
、
ま
た
は
強
制
的
に
バ
ス
で
輸
送
す
る
と
い
う
プ
ラ
ン
を

実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
き
た
。

一
九
七
二
年
、
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
（
69
）は

、
裁
判
所
の
強
制
バ
ス
輸
送
命
令
が
財
政
の
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
、
一
時

的
に
下
級
裁
判
所
命
令
に
基
づ
く
新
し
い
バ
ス
輸
送
へ
の
資
金
援
助
を
停
止
し
て
、
人
種
差
別
撤
廃
を
実
現
す
る
教
育
機
会
均
等
法
の
成

立
を
目
指
し
て
い
た
。
こ
の
法
案
が
、
一
九
七
二
年
の
教
育
修
正
条
項
第
九
編
（
70
）（

T
itleIX
oftheEducation
A
m
endm
entsof1972）、

一
九
七
四
年
の
教
育
機
会
均
等
法
（
EqualEducationalO
pportunitiesA
ctof1974）
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ニ
ク
ソ
ン

大
統
領
が
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
事
件
で
失
脚
し
た
こ
と
を
う
け
て
、
フ
ォ
ー
ド
副
大
統
領
（
71
）が

昇
格
し
て
政
策
を
引
き
継
ぎ
下
級
裁
判
所

命
令
に
よ
る
新
し
い
バ
ス
通
学
の
実
施
を
棚
上
げ
に
し
た
。
そ
し
て
、
フ
ォ
ー
ド
大
統
領
は
、
一
九
七
四
年
に
教
育
機
会
均
等
法
を
施
行

し
て
、
下
級
裁
判
所
命
令
に
よ
る
新
し
い
バ
ス
通
学
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
九
編
は
、
実
施
さ
れ
て
い
る
分
離
措
置
が
事
実
上
の
分
離
か
、
あ
る
い
は
法
律
上
の
分
離
か
と
い
う
区
別
の
基
準

を
定
め
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
、
一
九
七
三
年
に
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
は
、
K
eyesv.D
enverSch.D
st.N
o.1事
件
判
決
（
72
）に

お

い
て
、
原
告
が
制
定
法
に
な
い
「
意
図
的
な
国
家
行
為
を
証
明
す
る
こ
と
（
73
）」

で
違
法
な
分
離
か
ど
う
か
を
見
つ
け
る
方
法
を
提
案
し
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
翌
年
、
M
illiken
v.Bradley（
M
illiken
I）
事
件
判
決
（
74
）で

は
、
原
告
の
意
図
的
な
差
別
の
立
証
を
支
持
せ
ず
に
デ
ト
ロ

イ
ト
の
制
度
に
基
づ
く
学
校
人
種
分
離
を
認
め
な
が
ら
も
、
裁
判
所
が
憲
法
で
保
障
さ
れ
る
よ
り
救
済
の
範
囲
を
広
く
す
べ
き
で
な
い
と

し
て
控
訴
審
に
差
し
戻
し
た
。
さ
ら
に
二
年
後
、
Pasadena
City
Bd.ofEduc.v.Spangler事
件
判
決
（
75
）に

お
い
て
、
地
方
裁
判
所
の
命
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令
は
、
法
律
上
の
分
離
を
審
理
し
て
も
学
校
区
が
地
方
裁
判
所
命
令
に
従
い
統
合
目
的
を
達
成
し
維
持
で
き
て
い
る
な
ら
ば
、
裁
判
所
の

権
限
を
逸
脱
す
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
判
決
で
は
、
具
体
的
な
裁
判
所
の
権
限
の
範
囲
を
示
す
ま
で
に
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
九
七
七
年
に
バ
ー

ガ
ー
・
コ
ー
ト
は
、
M
illiken
v.Bradley（
M
illiken
II）
事
件
判
決
（
76
）に

お
い
て
、
学
校
当
局
の
任
務
の
た
め
に
枠
組
み
基
準
を
明
確
に
し

た
。
こ
の
基
準
は
、
分
離
廃
止
救
済
の
性
質
と
範
囲
に
つ
い
て
、
憲
法
違
反
の
性
質
お
よ
び
範
囲
に
基
づ
き
決
定
さ
れ
る
こ
と
、
差
別
被

害
者
の
学
校
区
に
お
け
る
地
位
が
回
復
す
る
よ
う
に
救
済
さ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
州
と
学
校
当
局
自
身
の
業
務
の
運
営
に
お
い
て
彼
ら
自

身
の
利
益
を
考
慮
す
る
こ
と
を
求
め
、
救
済
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
現
職
者
の
訓
練
と
ガ
イ
ダ
ン
ス
と
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
、
お
よ
び
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
か
か
る
コ
ス
ト
の
半
分
を
州
が
引
き
受
け
る
よ
う
命
令
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
人
種
分
離
廃
止
の
法
理
が
緻
密
に
な
っ
て
ゆ
く
過
程
に
お
い
て
、
翌
年
に
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
は
、
裁
判
官
の
賛
否
が
四

対
四
対
一
に
な
っ
た
Regents
ofU
niv.ofCalifornia
v.Bakke事
件
判
決
（
77
）に

お
い
て
一
つ
の
限
界
を
示
し
た
。
Bakke事
件
は
、
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
立
医
大
へ
の
入
学
を
拒
否
さ
れ
た
白
人
が
、黒
人
の
特
別
入
学
枠
が
平
等
保
護
条
項
違
反
で
あ
る
と
争
っ
た
事
件
で
あ
る
。

違
憲
と
考
え
た
四
人
は
人
種
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
自
体
が
違
憲
と
考
え
、
合
憲
と
考
え
た
四
人
は
白
人
が
多
数
派
で
あ
る
以
上
、
少
数

派
に
適
用
さ
れ
る
厳
格
審
査
を
適
用
で
き
ず
中
間
審
査
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
合
憲
と
考
え
た
の
だ
が
、
残
り
の
一
人
パ
ウ
エ
ル

判
事
は
、
厳
格
審
査
を
適
用
す
る
と
し
な
が
ら
も
、
多
様
性
の
あ
る
学
生
集
団
を
確
保
す
る
と
い
う
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
」
を
認
め

る
こ
と
が
可
能
だ
が
、
こ
の
こ
と
以
上
に
、
特
定
の
人
種
に
対
し
て
明
確
な
数
字
で
特
別
枠
を
割
り
当
て
る
こ
と
が
違
憲
に
な
る
と
述
べ

た
の
で
あ
る
。

人
種
分
離
廃
止
を
実
現
す
る
営
み
は
、
こ
の
Bakke事
件
判
決
を
契
機
に
、
こ
れ
ま
で
に
裁
判
所
が
リ
ー
ド
し
て
き
た
有
色
人
種
と
し

て
括
る
少
数
派
の
為
の
平
等
保
護
の
Brow
n事
件
判
決
の
法
理
に
よ
っ
て
、
多
数
派
の
白
人
が
逆
差
別
を
う
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
人
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口
比
率
の
変
動
に
よ
り
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
内
容
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
、
人
種
多
様
性
の
維
持
と
一
つ
に
纏
ま
る
と
い

う
意
味
の
人
種
統
合
が
衝
突
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
侵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ど
、
人
種
分
離
廃
止
の
為
の
法
理
が
外
見
で
は

判
断
不
可
能
な
新
し
い
タ
イ
プ
の
人
種
分
離
を
生
み
出
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
種
分
離
廃
止
を
実
現
す
る
た
め
の
指
標
に
な
っ

た
。

2

司
法
権
の
学
校
区
監
督
と
教
育
自
治
権
の
返
還

人
種
分
離
廃
止
実
現
の
た
め
と
は
い
え
、
裁
判
所
の
学
校
区
監
督
は
、
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
〇
条
の
解
釈
に
よ
り
導
き
出
さ
れ
た
州

の
専
権
た
る
教
育
権
、
言
い
換
え
れ
ば
教
育
自
治
権
を
、
同
法
修
正
第
一
四
条
の
趣
旨
に
適
合
し
な
い
こ
と
を
理
由
に
半
永
久
的
に
預
か

り
、
司
法
権
が
教
育
権
を
有
し
て
い
る
と
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な
状
況
を
生
み
出
し
て
い
た
。
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
・
シ
ョ
ッ
ク
以
降
、
当
時
も

今
も
貧
し
さ
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
を
願
う
ア
メ
リ
カ
市
民
の
要
求
は
、
画
一
的
な
公
教
育
の
充
実
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
ど

の
時
代
も
大
統
領
は
、
公
約
に
教
育
へ
の
連
邦
資
金
の
投
入
を
組
み
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
七
九
年
に
カ
ー
タ
ー
大
統
領
（
78
）

は
、
教
育
局
、
お
よ
び
健
康
・
教
育
・
福
祉
省
を
分
割
し
て
、
連
邦
教
育
省
（
U
nited
States

D
epartm
entofEducation）
を
設
置
し
た
（
79
）。

カ
ー
タ
ー
大
統
領
は
、
連
邦
教
育
省
の
設
置
に
続
き
、
一
九
八
〇
年
に
ExecutiveO
rder

12250を
発
令
し
た
（
80
）。

こ
の
命
令
は
、法
務
長
官
の
責
務
と
し
て
、一
九
六
四
年
公
民
権
法
第
六
編
、一
九
七
二
年
教
育
修
正
条
項
第
九
編
、

一
九
七
三
年
身
体
障
害
者
法
第
五
〇
四
項
（
81
）（

Section
504oftheRehabilitation
A
ctof1973）
は
も
と
よ
り
、
米
国
に
お
け
る
何
人
も

連
邦
資
金
を
受
け
取
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
お
よ
び
組
織
活
動
に
お
い
て
人
種
、
肌
の
色
、
出
身
国
、
性
別
、
障
害
、
あ
る
い
は
宗
教
に
基
づ
き

差
別
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
あ
ら
ゆ
る
連
邦
法
を
調
和
さ
せ
る
よ
う
に
指
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

カ
ー
タ
ー
大
統
領
の
後
任
の
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
（
82
）は

、
人
種
差
別
の
解
消
に
積
極
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
連
邦
政
策
の
影
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響
で
中
央
集
権
化
が
進
み
財
政
難
を
招
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、
財
政
負
担
を
理
由
に
連
邦
予
算
を
半
減
さ
せ
る
こ
と
で
、
州
と
地
方
レ
ベ

ル
の
裁
量
に
よ
る
実
施
を
奨
励
し
た
（
83
）。

つ
ま
り
、
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
に
よ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
ま
で
は
、
地
方
の
教
育
事
項
に
関
す
る

自
治
権
は
、
連
邦
資
金
の
投
入
を
根
拠
に
連
邦
の
制
限
を
う
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
学
校
区
は
、
大
統
領
が
州
な
ら
び
に
地
方
レ
ベ
ル
の
裁
量
に
よ
る
実
施
を
奨
励
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
の
監
督
下

に
お
か
れ
た
教
育
自
治
権
の
回
復
を
必
要
と
し
て
い
た
た
め
に
、
各
学
校
へ
の
生
徒
の
割
り
当
て
方
法
、
教
師
の
雇
用
に
関
す
る
人
種
差

別
、
お
よ
び
裁
判
所
に
よ
る
学
校
区
の
監
督
の
是
非
が
カ
ギ
に
な
っ
て
い
た
。
一
九
八
二
年
に
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
は
、
Craw
ford
v.

LosA
ngelesBd.ofEduc.事
件
判
決
（
84
）、
な
ら
び
に
同
日
判
決
の
W
ashington
v.SeattleSch.D
ist.N
o.1事
件
判
決
（
85
）に
お
い
て
、
州
憲

法
を
含
む
州
の
法
令
が
修
正
第
一
四
条
の
平
等
保
護
条
項
に
従
っ
て
い
な
け
れ
ば
違
憲
の
判
断
を
下
せ
る
と
判
示
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、

教
育
自
治
権
が
、
連
邦
司
法
権
の
強
力
な
監
督
下
に
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
実
際
に
司
法
権
が
強
力
な
権
限
を
有
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
ま
た
、
一
九
八
六
年
に
レ
ン
キ
ス
ト
・
コ
ー
ト
（
86
）が

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
教
師
の
優
遇
協
約
を
無
効
と
判
示
し
た
W
ygantv.Jackson
Bd.

ofEduc.事
件
判
決
は
（
87
）、

Brow
n事
件
判
決
に
基
づ
い
た
人
種
分
離
廃
止
法
理
の
限
界
を
見
せ
は
じ
め
て
い
た
。

け
れ
ど
も
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
強
化
し
た
地
方
税
を
財
源
の
根
拠
に
州
を
飛
び
越
え
て
直
接
地
方
学
校
区
レ
ベ
ル
に
介
入
し
て
人

種
分
離
廃
止
を
実
現
す
る
方
法
を
見
つ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
、
経
費
削
減
そ
の
も
の
が
不
可
能
、
あ
る
い
は
削
減
し
た

と
し
て
も
目
標
の
達
成
が
不
可
能
と
な
る
場
合
に
は
、
財
源
を
増
や
す
こ
と
が
最
良
か
つ
当
然
の
方
策
と
し
て
実
施
し
て
い
た
。
こ
れ
に

つ
い
て
一
九
九
〇
年
に
レ
ン
キ
ス
ト
・
コ
ー
ト
は
、
M
issouriv.Jenkins（
JenkinsII）
事
件
判
決
（
88
）に

お
い
て
、
裁
判
所
が
資
金
増
加
の

指
示
を
直
接
す
る
よ
う
な
命
令
が
い
け
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
人
種
分
離
廃
止
の
た
め
の
資
金
な
ら
ば
学
校
区
に
増
税
命
令
を
出
す

こ
と
が
で
き
る
と
説
明
し
た
。
こ
れ
は
、裁
判
所
が
当
該
学
校
区
の
関
係
す
る
州
法
を
理
由
に
さ
ら
な
る
増
税
命
令
が
出
せ
な
い
な
ら
ば
、

学
校
区
に
適
用
さ
れ
る
規
定
を
無
効
に
す
る
権
限
を
有
し
て
い
る
、
つ
ま
り
、
裁
判
所
命
令
が
資
金
に
関
す
る
州
制
定
法
よ
り
も
優
先
す
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る
状
態
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
翌
年
、
レ
ン
キ
ス
ト
・
コ
ー
ト
は
、
Bd.ofEduc.v.D
ow
ell事
件
判
決
（
89
）に

お
い
て
、
原
判
決
を
無
効
に
し
た
控
訴
審
の
基
準
が

必
要
以
上
に
厳
格
で
あ
り
、
同
時
に
地
方
学
校
制
度
に
向
け
ら
れ
る
連
邦
の
監
督
が
、
不
公
平
を
救
済
す
る
唯
一
可
能
な
一
時
的
救
済
手

段
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
分
離
廃
止
プ
ラ
ン
の
意
義
を
含
む
学
校
制
度
が
平
等
条
項
に
従
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
か
つ
以
前
の

プ
ラ
ン
に
戻
り
そ
う
に
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
、
教
育
委
員
会
が
誠
実
に
分
離
廃
止
に
取
り
組
み
か
つ
、
こ
れ
ま
で
の
不
公
平
の
形

跡
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
に
限
り
、
裁
判
所
に
よ
る
監
督
を
終
了
さ
せ
る
べ
き
だ
ろ
う
と
結
論
付
け
て
、
Green事
件
判
決
の
六
要
素
に

基
づ
き
評
価
す
る
こ
と
、
お
よ
び
現
実
の
住
所
に
基
づ
く
分
離
が
民
間
決
定
に
基
づ
く
経
済
活
動
の
結
果
な
の
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
こ

れ
ま
で
の
学
校
人
種
分
離
の
形
跡
が
あ
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
こ
れ
ら
を
再
検
討
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
地
裁
に
差
し

戻
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
D
ow
ell事
件
は
、
学
校
区
が
司
法
権
の
監
督
終
了
の
前
に
遵
守
す
べ
き
こ
と
、
お
よ
び
Green事
件
判
決
の
基
準
を

満
た
し
て
い
る
か
と
い
う
評
価
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
多
く
の
学
校
区
は
、
教
育
自
治
権
回
復
を
得
る
立
証
に
難
儀
し
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
一
九
九
二
年
に
レ
ン
キ
ス
ト
・
コ
ー
ト
は
、
Freem
an
v.Pitts事
件
判
決
（
90
）に

お
い
て
、
下
級
裁
判
所
の
た
め
に
、
制
度
が
判
決
に
全
て

あ
る
い
は
十
分
に
従
っ
て
き
た
も
の
か
、
監
督
の
継
続
が
判
決
に
従
わ
せ
る
た
め
に
実
行
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
か
、
学
校
区
が
裁
判
所

の
全
決
定
と
憲
法
以
下
の
関
連
法
令
に
誠
実
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
監
督
が
無
効
に
な
る
三
つ
の
必
要
条
件
を
考

案
し
（
91
）、

監
督
下
に
あ
る
学
校
区
が
こ
れ
ら
の
必
要
条
件
を
満
た
し
た
な
ら
ば
、
地
方
裁
判
所
は
判
例
法
に
従
い
即
座
に
監
督
権
を
放
棄
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
判
示
し
た
。
そ
し
て
三
年
後
、
レ
ン
キ
ス
ト
・
コ
ー
ト
は
、
M
issouriv.Jenkins（
JenkinsIII）
事
件
判
決
（
92
）

に
お
い
て
Freem
an事
件
の
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
で
、
学
校
区
を
監
督
す
る
下
級
裁
判
所
は
、
学
校
区
が
連
邦
最
高
裁
判
所
の
示
し
て

き
た
学
校
人
種
分
離
廃
止
基
準
に
従
っ
て
人
種
分
離
廃
止
を
達
成
し
て
い
る
な
ら
ば
、
州
お
よ
び
学
校
区
に
教
育
自
治
権
を
返
還
し
な
く
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て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
判
示
し
た
の
で
あ
る
（
93
）。

こ
う
し
て
、
学
校
区
監
督
終
了
に
伴
い
教
育
自
治
権
が
復
帰
し
た
こ
と
で
、
ア
メ
リ
カ
全
土
に
お
よ
ぶ
学
校
人
種
分
離
廃
止
は
整
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
Brow
n事
件
の
法
理
は
、
十
分
に
役
目
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
多
く
の
学
校
区
は
、
こ

の
Freem
an事
件
の
基
準
に
従
っ
た
学
校
区
運
営
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
下
級
裁
判
所
は
、
司
法
権
の
監
督
終
了
を
臆
す
る
こ
と
な
く
出

せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
94
）。

第
四
項

Brow
n事
件
の
法
理
の
限
界

二
〇
〇
〇
年
六
月
二
三
日
、
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
は
、
連
邦
の
管
理
す
る
教
育
・
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
、
人
種
、
性
別
、
肌
の

色
、
出
身
国
、
障
害
、
宗
教
、
年
齢
、
性
的
指
向
、
お
よ
び
親
の
地
位
に
基
づ
い
て
差
別
し
な
い
と
す
る
、
ExecutiveO
rder13160を

発
令
し
た
（
95
）。

こ
の
命
令
は
、
連
邦
の
管
理
す
る
す
べ
て
の
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
い
て
平
等
な
機
会
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
、
連
邦
資
金

を
受
け
取
る
州
お
よ
び
地
方
政
府
に
加
え
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
与
す
る
民
間
団
体
を
含
め
て
、
少
な
く
て
も
教
育
機
会
平
等
の
原
則
を
維

持
す
る
よ
う
に
請
け
負
わ
せ
る
命
令
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
年
八
月
一
一
日
、
英
語
能
力
の
乏
し
い
人
（
Lim
ited
English
Proficiency

（
以
下
、
LEP））
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
権
利
を
改
善
す
る
た
め
の
ExecutiveO
rder13166を
発
令
し
た
（
96
）。

こ
の
命
令
は
、
連
邦

資
金
の
受
領
機
関
に
対
し
て
、
連
邦
司
法
省
が
LEPに
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
不
備
を
救
済
す
る
為
に
、
公
民
権
第
六
編
の
‶nationalori-

gin"
の
差
別
禁
止
を
執
行
す
る
旨
を
指
示
す
る
命
令
で
あ
る
。

ま
た
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｗ
・
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
が
着
任
し
た
二
〇
〇
一
年
以
降
は
、
9
・
11
テ
ロ
の
影
響
に
よ
り
米
国
愛
国
者
法
（
T
he

U
SA
PA
T
O
RIO
T
A
ctof2001）
を
制
定
し
、
こ
れ
に
伴
い
、
一
九
六
五
年
初
等
中
等
教
育
法
を
改
正
し
て
落
ち
こ
ぼ
し
の
な
い
教
育

法
（
A
n
A
ctofClose
the
A
chievem
entGap
w
ith
A
ccountability,Flexibility,and
Choice,so
thatN
o
Child
IsLeftBehind
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（
以
下
、
N
CLB））
を
制
定
し
、
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
教
育
法
も
N
CLBに
組
み
込
ま
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
大
統
領
主
導
の
取
り
組
み
を
う
け
て
、
二
〇
〇
三
年
に
レ
ン
キ
ス
ト
・
コ
ー
ト
は
、
Gruttrv.Bollinger事
件
判
決
（
97
）に

お

い
て
、
ミ
シ
ガ
ン
州
立
大
学
の
採
用
す
る
人
種
を
用
い
た
入
学
選
考
基
準
が
多
様
な
学
生
集
団
の
う
み
だ
す
教
育
上
の
利
益
に
と
っ
て
も

非
常
に
重
要
な
利
益
だ
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
し
て
五
対
四
の
合
憲
判
決
を
下
し
て
い
る
。
ま
た
、
Grutter事
件
判
決
と
同
じ
ミ
シ
ガ

ン
大
学
に
お
け
る
事
件
で
か
つ
同
日
判
決
の
Gratz
v.Bollinger事
件
判
決
（
98
）で
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
入
学
試
験
の
加
点
優
遇
措

置
が
多
様
性
確
保
の
た
め
の
限
定
的
手
段
と
は
い
え
ず
違
法
な
選
考
方
法
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
以
降
、
ア
メ
リ
カ
全
土
の
学
校
区
は
、

高
等
教
育
レ
ベ
ル
の
Grutter事
件
判
決
の
基
準
に
従
い
、
一
方
で
割
り
当
て
を
行
う
過
程
で
人
種
を
考
慮
し
な
が
ら
、
も
う
一
方
で
人
種

統
合
の
意
図
を
持
っ
て
調
整
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
Grutter事
件
判
決
、
お
よ
び
Gratz事
件
判
決
は
、
人
種
（
あ
る
い

は
〝
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
〞）
優
遇
措
置
の
限
界
が
現
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
Brow
n事
件
判
決
を
基
準
に
し
た
積
極

的
是
正
措
置
は
、
白
人
へ
の
〝
逆
差
別
〞
が
合
衆
国
憲
法
上
保
障
す
る
平
等
原
則
の
認
め
な
い
領
域
に
踏
み
込
ん
で
い
る
疑
い
が
あ
る
の

で
あ
る
。

こ
れ
は
、
二
〇
〇
七
年
に
ロ
バ
ー
ツ
・
コ
ー
ト
（
99
）が

判
示
し
た
PICS
v.Seattle事
件
判
決
（
100
）に

お
い
て
そ
の
傾
向
を
伺
え
る
。
Seatlle事
件

判
決
は
、
Grutter事
件
判
決
の
統
合
方
法
が
問
わ
れ
た
事
件
で
あ
り
、
控
訴
審
違
憲
の
ワ
シ
ン
ト
ン
州
シ
ア
ト
ル
市
に
お
け
る
同
点
の
入

学
希
望
の
生
徒
の
「
ふ
る
い
が
け
（
racialtibreaker）」
シ
ス
テ
ム
、
お
よ
び
控
訴
審
合
憲
の
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
郡
に

お
け
る
裁
判
所
命
令
に
よ
ら
な
い
学
校
区
の
人
種
統
合
シ
ス
テ
ム
を
同
時
に
取
り
扱
い
、
法
廷
意
見
は
、
五
対
四
で
双
方
の
普
通
教
育
レ

ベ
ル
で
実
施
す
る
人
種
統
合
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
シ
ア
ト
ル
に
お
け
る
白
人
と
非
白
人
、
な
ら
び
に
ジ
ェ
フ
ァ
ー
ソ
ン
郡
に
お
け
る
黒

人
と
〝
そ
の
他
人
種
〞
の
人
種
均
衡
化
に
取
り
組
ん
で
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
も
広
い
基
準
を
要
す
る
と
い
う
生
徒
の
多
様
性
の
達
成

と
い
う
結
果
に
な
る
よ
う
意
図
さ
れ
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
と
い
う
事
を
理
由
に
し
て
、
普
通
教
育
レ
ベ
ル
に
Grutter事
件
判
決
を
適
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用
し
な
い
と
述
べ
、
厳
格
審
査
基
準
を
採
用
し
て
双
方
の
学
校
区
に
違
憲
判
断
を
下
し
た
も
の
で
あ
る
（
101
）。

ロ
バ
ー
ト
・
コ
ー
ト
の
九
人
の
判
事
か
ら
は
、
今
後
の
人
種
差
別
廃
止
基
準
の
動
向
が
み
え
る
。
Seattle事
件
は
、
双
方
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
が
禁
止
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
一
方
で
、
法
廷
意
見
四
人
の
判
事
（
ロ
バ
ー
ツ
、
ア
リ
ト
ー
、
ス
カ
リ
ア
、
ト
ー
マ
ス
）
に
限
っ
て
は
、

人
種
差
別
の
歴
史
が
証
明
さ
れ
な
い
場
合
、配
置
決
定
を
つ
く
る
中
で
人
種
の
使
用
を
前
も
っ
て
処
理
す
る
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
、

特
に
、
ロ
バ
ー
ツ
首
席
裁
判
官
の
意
見
は
、
人
種
分
離
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
と
す
る
重
い
立
証
責
任
が
果
た
せ
る
な
ら
ば
最
高
裁
判
所

が
Brow
n事
件
の
法
理
を
採
用
せ
ず
に
人
権
分
離
を
認
め
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
102
）。

他
方
で
、
法

廷
意
見
五
人
目
ケ
ネ
デ
ィ
判
事
お
よ
び
反
対
意
見
の
判
事
ら
四
人
（
ブ
ラ
イ
ア
、
ギ
ン
ス
バ
ー
グ
、
ス
ー
タ
ー
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ス
）
は
、

Brow
n事
件
判
決
の
法
理
に
基
づ
い
て
多
様
性
と
い
う
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
」
を
取
り
扱
い
、
か
つ
「
緻
密
に
誂
え
た
」
こ
の
よ
う
な

実
施
が
正
し
い
と
考
え
て
い
る
事
実
上
分
離
し
た
学
校
区
に
お
い
て
、
円
滑
な
生
徒
の
割
当
て
を
す
る
た
め
に
学
校
区
の
人
種
利
用
を
検

討
す
る
用
意
が
あ
る
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
103
）。

し
た
が
っ
て
、
学
校
区
が
裁
判
所
命
令
の
分
離
廃
止
プ
ラ
ン
に
追
従
し
な
い
方
法

を
探
り
、
か
つ
多
様
な
生
徒
集
団
か
ら
得
ら
れ
る
教
育
上
の
利
益
の
た
め
に
緻
密
に
誂
え
た
手
段
の
認
定
を
試
み
る
と
き
に
、
普
通
教
育

の
生
徒
割
当
て
事
案
を
通
じ
て
新
た
な
人
種
分
離
の
基
準
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
は
、
Brow
n事
件
が
覆
し

た
Plessy事
件
の
「
分
離
さ
れ
ど
も
平
等
」
の
法
理
の
再
検
討
を
要
求
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
1
）
当
時
の
南
部
の
奴
隷
達
は
、
奴
隷
の
地
位
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
、
逃
げ
出
し
て
ま
で
北
部
に
移
住
す
る
も
の
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

北
部
州
民
籍
を
も
つ
黒
人
が
旅
行
で
南
部
州
に
行
っ
て
も
、黒
人
を
理
由
に
差
別
さ
れ
る
こ
と
は
日
常
茶
飯
事
で
あ
っ
た
。
詳
し
い
歴
史
は
、阿
川
尚
之『
憲

法
で
読
む
ア
メ
リ
カ
史
（
全
）』（
筑
摩
書
房

二
〇
一
三
年
）
参
照
。

（
2
）
第
五
代
首
席
裁
判
官
Roger
Brooke
T
aney,1777-1864.（
任
期
一
八
三
六
―
六
四
年
）
の
時
代
。
彼
は
、
奴
隷
制
擁
護
の
判
事
だ
っ
た
。

（
3
）
60U
.S.(19H
ow
.)393(1857).最
近
の
判
例
解
説
は
、
根
本
猛
「
奴
隷
制
と
合
衆
国
最
高
裁
」
樋
口
範
雄
（
他
）（
編
）『
ア
メ
リ
カ
法
判
例
百
選
』（
有
斐
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閣

二
〇
一
二
年
）
七
四
頁
参
照
。

（
4
）
A
braham
Lincoln,1809-1865.第
一
六
代
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
（
任
期
一
八
六
一
―
六
五
年
）、
弁
護
士
。
リ
ン
カ
ー
ン
は
、「
奴
隷
解
放
の
父
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
対
し
て
は
、
徹
底
排
除
・
民
族
浄
化
を
貫
い
た
。

（
5
）
A
m
erican
CivilW
ar,1861-65.

（
6
）
奴
隷
解
放
宣
言
は
、
開
戦
当
初
か
ら
準
備
さ
れ
て
い
た
。

（
7
）
教
育
局
（
D
epartm
entofEducation）
は
、
一
九
五
三
年
に
保
険
・
教
育
・
福
祉
省
に
な
り
、
後
述
の
一
九
七
九
年
カ
ー
タ
ー
大
統
領
の
署
名
を
経
て
、

一
九
八
〇
年
の
連
邦
教
育
省
組
織
法
に
基
づ
き
、
現
在
の
連
邦
教
育
省
が
設
置
さ
れ
る
。

（
8
）
修
正
第
一
五
条
は
、
一
八
七
〇
年
に
批
准
さ
れ
、
投
票
権
の
差
別
を
禁
じ
て
い
る
。

（
9
）
戸
松
秀
典
「
平
等
保
護
と
司
法
審
査
」『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
九
〇
巻
第
七
・
八
号
（
一
九
七
七
年
）
八
頁
参
照
。

（
10
）
戸
松
・
前
掲
注
（
9
）
一
〇
頁
参
照
。

（
11
）
し
か
し
、
後
述
の
Bollingv.Sharpe,347U
.S.497(1954)事
件
判
決
に
お
い
て
、
修
正
第
五
条
適
正
手
続
条
項
の
保
護
す
る
自
由
に
平
等
保
護
が
含
ま

れ
る
こ
と
、
な
ら
び
に
連
邦
政
府
直
轄
地
の
行
為
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

（
12
）
第
六
代
首
席
裁
判
官
Salm
on
Portland
Chase,1808-73.（
任
期
一
八
六
四
―
七
三
年
）
の
時
代
。
彼
は
奴
隷
解
放
論
者
で
あ
っ
た
。

（
13
）
83U
.S.(16W
all.)36(1872).市
民
の
健
康
維
持
を
目
的
に
屠
殺
場
の
位
置
を
定
め
一
社
独
占
を
定
め
た
州
法
に
対
し
、
①
「
合
衆
国
の
市
民
」
と
「
州
の

市
民
」
の
区
別
を
確
立
し
、
州
の
市
民
の
保
護
を
意
図
し
て
お
ら
ず
、
②
適
正
手
続
条
項
は
人
種
を
理
由
に
差
別
す
る
州
の
行
為
を
禁
止
し
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
解
釈
を
示
し
て
合
憲
判
決
を
下
し
た
。
判
例
解
説
は
、
柿
島
美
子
「
第
一
四
修
正
条
項
の
意
味
」
樋
口
範
雄
（
他
）（
編
）『
ア
メ
リ
カ
法
判
例
百
選
』

（
有
斐
閣

二
〇
一
二
年
）
八
八
頁
、
参
照
。

（
14
）
戸
松
・
前
掲
注
（
9
）
六
頁
参
照
。

（
15
）
第
七
代
首
席
裁
判
官
M
orrison
Rem
ick
W
aite,1816-88.（
任
期
一
八
七
四
―
八
八
年
）
の
時
代
。

（
16
）
100
U
.S.(10
O
tto)303
(1880).

（
17
）
109U
.S.3(1882).判
例
解
説
は
、
勝
田
卓
也
「
私
人
に
よ
る
人
種
差
別
と
連
邦
法
に
よ
る
規
制
権
限
」
樋
口
範
雄
（
他
）（
編
）『
ア
メ
リ
カ
法
判
例
百
選
』

（
有
斐
閣

二
〇
一
二
年
）
五
〇
頁
参
照
。

（
18
）
118
U
.S.356
(1886).

（
19
）
第
八
代
首
席
裁
判
官
M
elville
W
eston
Fuller,1833-1910.（
任
期
一
八
八
八
―
一
〇
年
）
の
時
代
。
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（
20
）
163U
.S.537(1896).判
例
解
説
は
、
紙
谷
雅
子
「
分
離
す
れ
ど
も
平
等
の
法
理
」
樋
口
範
雄
（
他
）（
編
）『
ア
メ
リ
カ
法
判
例
百
選
』（
有
斐
閣

二
〇
一

二
年
）
七
六
頁
参
照
。

（
21
）
59
M
ass.(5
Cush.)198
(1849).

（
22
）
Plessy
v.Ferguson,163
U
.S.at544-45.

（
23
）
田
中
耕
太
郎
『
教
育
基
本
法
の
理
論
』（
有
斐
閣

一
九
六
一
年
）
一
七
三
頁
参
照
。

（
24
）
175U
.S.528(1899).こ
の
事
件
は
、
人
種
分
離
の
合
憲
性
を
直
接
判
断
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
黒
人
た
ち
が
黒
人
用
高
等
学
校
を
廃

校
に
し
た
郡
教
育
委
員
会
に
学
校
の
復
活
を
求
め
る
も
の
だ
っ
た
。

（
25
）
Ibid.at542.

（
26
）
T
he
Constitution
ofGeorgia
of1877,A
rt.8,1.こ
の
条
項
で
は
、
公
立
学
校
の
授
業
を
英
語
で
行
な
う
こ
と
を
明
文
化
し
て
い
る
。

（
27
）
Cum
m
ing,175
U
.S.at545.

（
28
）
211
U
.S.45
(1908).私
立
単
科
大
学
が
人
種
分
離
教
育
を
実
施
し
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
統
合
教
育
禁
止
の
法
律
が
制
定
さ
れ
、
こ
れ
に
従
わ
な
い
私

立
学
校
を
こ
の
禁
止
法
に
基
づ
い
て
起
訴
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
統
合
教
育
禁
止
法
が
修
正
第
一
四
条
に
違
反
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。

（
29
）
第
一
〇
代
首
席
裁
判
官
W
illiam
H
ow
ard
T
aft,1857-1930.（
任
期
一
九
二
一
―
三
〇
年
）
の
時
代
。
彼
は
、
共
和
党
出
身
の
第
二
七
代
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
大
統
領
（
任
期
一
九
〇
九
―
一
三
年
）
だ
っ
た
。

（
30
）
275
U
.S.78
(1927).

（
31
）
第
一
一
代
首
席
裁
判
官
Charles
Evans
H
ughes,1862-1948.（
任
期
一
九
三
〇
―
四
一
年
）
の
時
代
。

（
32
）
305
U
.S.337
(1938).

（
33
）
第
一
二
代
首
席
裁
判
官
H
arlan
Fiske
Stone,1872-1946.（
任
期
一
九
四
一
―
四
六
年
）
の
時
代
。

（
34
）
323U
.S.214(1944).こ
の
事
件
は
、
日
系
人
の
強
制
移
転
命
令
を
争
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ス
ト
ー
ン
・
コ
ー
ト
は
命
令
を
合
憲
と
し
て
い
る
。
判
例
解
説

は
、
萬
澤
洋
子
「
疑
わ
し
き
分
類
と
厳
格
な
審
査
」
樋
口
範
雄
（
他
）（
編
）『
ア
メ
リ
カ
法
判
例
百
選
』（
有
斐
閣

二
〇
一
二
年
）
七
八
頁
以
下
参
照
。

（
35
）
疑
わ
し
き
分
類
（
suspectclass）
は
、
厳
格
審
査
の
基
準
が
適
用
さ
れ
る
。
①
民
族
・
出
身
国
：
K
orem
atsu
v.U
.S.,323U
.S.214(1944)、
②
人
種
：

H
unterv.Erickson,393U
.S.385(1969)、
③
在
留
外
国
人
：
Graham
v.Richardson,403U
.S.365(1971).が
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
と
な
っ
て
い

る
。
但
し
、
外
国
人
に
関
し
て
は
例
外
が
あ
る
。

（
36
）
第
一
三
代
首
席
裁
判
官
Frederick
M
ooreV
inson,1890-1953.（
任
期
一
九
四
六
―
五
三
年
）
の
時
代
。
弁
護
士
、
州
検
事
、
D
.C.巡
回
区
裁
判
所
裁
判
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官
、
合
衆
国
下
院
議
員
、
非
常
事
態
裁
判
所
長
官
、
財
務
長
官
な
ど
を
務
め
た
。
連
邦
最
高
裁
判
事
全
員
が
民
主
党
系
人
物
の
み
で
構
成
さ
れ
る
期
間
が
あ

る
。

（
37
）
332
U
.S.631
(1948).州
の
提
供
す
る
法
学
教
育
を
受
け
る
権
利
を
満
た
し
た
州
唯
一
の
州
立
大
学
の
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
に
出
願
し
た
黒
人
に
対
し
て
有

色
人
種
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
入
学
を
拒
否
し
た
事
案
で
あ
る
。

（
38
）
305
U
.S.337
(1938).

（
39
）
339U
.S.629(1950).ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
へ
の
入
学
資
格
を
有
す
る
黒
人
が
、
白
人
用
と
黒
人
用
そ
れ
ぞ
れ
の
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
が
準
備
さ
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
比
較
す
る
と
は
る
か
に
白
人
用
の
施
設
・
設
備
が
優
れ
て
い
る
た
め
に
、
白
人
用
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
へ
の
入
学
を
認
め
る
よ
う
求
め
た
事
案

で
あ
る
。

（
40
）
339
U
.S.637
(1950).州
立
の
学
校
内
部
に
お
け
る
人
種
分
離
を
問
題
に
し
た
事
案
で
あ
る
。

（
41
）
学
生
と
は
、
人
種
の
枠
を
取
り
払
わ
れ
た
平
等
な
存
在
、
い
い
か
え
れ
ば
新
た
な
人
種
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
え
よ
う
。

（
42
）
第
一
四
代
首
席
裁
判
官
EarlW
arren,1891-1974.（
任
期
一
九
五
三
―
六
九
年
）
の
時
代
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
地
方
検
事
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
知
事

（
一
九
四
三
―
五
三
年
）
な
ど
を
務
め
た
当
時
は
、
積
極
的
な
人
種
隔
離
推
進
論
者
だ
っ
た
。

（
43
）
Brow
n
I,347U
.S.483(1954);Brow
n
II,349U
.S.294(1955).カ
ン
ザ
ス
州
、
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
、
お
よ
び
デ
ラ
ウ
ェ
ア

州
の
四
州
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
件
は
、
各
々
の
事
件
の
条
件
と
事
実
に
違
い
は
あ
っ
た
が
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
子
ど
も
ら
が
、
分
離
さ
れ
な
い
公
立
学
校

へ
の
入
学
を
得
る
た
め
に
修
正
第
一
四
条
の
下
で
裁
判
所
に
救
済
を
も
と
め
た
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
た
。
判
例
解
説
は
、
安
部
圭
介
「
公
立
学
校
に
お

け
る
人
種
別
学
制
度
の
違
憲
性
」
樋
口
範
雄
（
他
）（
編
）『
ア
メ
リ
カ
法
判
例
百
選
』（
有
斐
閣

二
〇
一
二
年
）
八
〇
頁
参
照
。

（
44
）
Brow
n
II,349
U
.S.at301.

（
45
）
304U
.S.144(1938).理
由
は
、
同
条
項
の
適
正
手
続
条
項
が
修
正
第
五
条
の
適
正
手
続
条
項
と
法
の
趣
旨
を
異
に
す
る
目
的
、
特
に
修
正
第
五
条
は
平
等

条
項
を
含
ま
な
い
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
制
定
さ
れ
た
経
緯
が
あ
り
、
棲
み
分
け
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

（
46
）
347
U
.S.497
(1954).

（
47
）
347
U
.S.475
(1954).

（
48
）
D
w
ightD
avid
Eisenhow
er,1890-1969.第
三
四
代
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
。
就
任
期
間
は
一
九
五
三
年
か
ら
一
九
六
一
年
ま
で
。
第
二
次
世
界

大
戦
時
の
欧
州
戦
線
の
連
合
国
遠
征
軍
最
高
司
令
官
、
ア
メ
リ
カ
陸
軍
元
帥
。
一
九
五
三
年
に
保
健
教
育
福
祉
省
を
設
置
し
た
。
一
九
五
七
年
の
ア
ー
カ
ン

ソ
ー
州
に
お
け
る
リ
ト
ル
ロ
ッ
ク
高
校
事
件
（
LittleRock
N
ine）
で
は
、
州
知
事
が
人
種
分
離
学
校
廃
止
実
現
し
た
州
立
の
元
白
人
高
校
に
入
学
を
認
め

北研 51 (1・117) 117

アメリカ合衆国における教育の機会均等と言語に基づく差別 ⑵



ら
れ
た
黒
人
生
徒
九
名
に
向
け
て
州
軍
を
出
動
さ
せ
て
登
校
を
妨
害
し
た
こ
と
に
対
し
、
大
統
領
は
合
衆
国
陸
軍
第
一
〇
一
空
挺
師
団
を
派
遣
し
て
黒
人
生

徒
の
護
衛
に
つ
か
せ
た
。
こ
の
事
件
は
、
後
掲
注
（
51
）
の
Cooper事
件
判
決
に
関
連
し
て
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
W
ILLIA
M
H
.JEY
N
ES,

A
M
ERICA
N
ED
U
CA
T
IO
N
A
L
HIST
O
RY
,288
(SA
GE,2007).を
参
照
し
た
。

（
49
）
一
九
五
七
年
一
〇
月
四
日
、
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
は
、
人
類
で
は
じ
め
て
、
人
工
衛
星
「
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
一
号
」
を
地
球
周
回
軌
道
に
投
入
す
る
こ
と
に
成
功

し
た
。

（
50
）
国
家
防
衛
教
育
法
は
、
政
府
に
対
し
て
、
①
大
学
生
貸
費
・
大
学
院
生
給
付
の
奨
学
金
、
②
理
科
、
数
学
、
外
国
語
教
育
の
振
興
、
③
ガ
イ
ダ
ン
ス
・
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
・
テ
ス
ト
―
英
才
の
発
見
と
奨
励
、
④
特
定
分
野
の
専
門
家
・
教
員
の
養
成
、
⑤
メ
デ
ィ
ア
等
の
活
用
の
研
究
、
⑥
学
術
情
報
活
用
、
⑦
州

の
教
育
統
制
調
査
事
務
の
助
成
、
な
ど
を
行
う
要
請
を
し
た
も
の
で
あ
る
（
上
原
貞
雄
『
ア
メ
リ
カ
教
育
行
政
の
研
究
―
そ
の
中
央
集
権
化
の
傾
向
―
』（
東

海
大
学
出
版
会

一
九
七
一
年
）
一
五
六
―
六
五
頁
参
照
）。

（
51
）
358
U
.S.1
(1958).

（
52
）
John
Fitzgerald
K
ennedy,1917-1963.第
三
五
代
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
。（
任
期
一
九
六
一
―
六
三
年
）。
公
民
権
法
以
外
で
は
、
人
頭
税
を
利

用
し
た
合
衆
国
市
民
の
連
邦
選
挙
権
の
制
限
を
禁
止
し
た
合
衆
国
憲
法
修
正
第
二
四
条
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
州
選
挙
権
に
お
け
る
人
頭
税
に
つ
い
て
は
、

一
九
六
六
年
に
H
arper
v.V
irginia
State
Bd.ofE
lections,383.U
.S.663
(1966)事
件
判
決
に
お
い
て
修
正
第
一
四
条
違
反
と
判
示
さ
れ
た
。

（
53
）
H
.R.D
oc.N
o.124,88th
Cong.,1stSess.(1963).「
純
真
な
正
義
は
、
納
税
者
と
い
う
全
て
の
人
種
に
よ
る
公
的
資
金
を
利
用
し
て
、
人
種
差
別
の
奨

励
、
確
立
、
助
成
金
を
支
給
し
、
あ
る
い
は
決
定
な
ど
を
形
づ
く
る
こ
と
に
使
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
要
求
す
る
」
こ
と
を
表
明
し
た
。

（
54
）
Lyndon
Baines
Johnson,1908-1973.第
三
六
代
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
。（
任
期
一
九
六
三
―
六
九
年
）。

（
55
）
当
時
は
、
合
衆
国
憲
法
第
二
条
第
一
節
第
六
項
に
基
づ
く
措
置
で
あ
る
。
一
九
六
七
年
以
降
は
、
合
衆
国
憲
法
修
正
第
二
五
条
第
一
節
に
基
づ
い
て
、
ニ

ク
ソ
ン
大
統
領
の
辞
任
に
よ
り
フ
ォ
ー
ド
副
大
統
が
第
三
八
代
大
統
領
に
昇
格
し
て
い
る
。

（
56
）
T
itle
IV
,42
U
.S.C.§
2000c
etseq.(2012).

（
57
）
T
itle
V
I,42
U
.S.C.§
2000d
etseq.(2012).

（
58
）
一
九
六
四
年
の
経
済
機
会
法
、
後
述
の
一
九
六
五
年
の
初
等
中
等
教
育
法
、
高
等
教
育
法
な
ど
の
一
連
の
補
助
金
政
策
を
含
め
る
と
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統

領
の
「
貧
乏
退
治
」
政
策
の
一
環
で
あ
っ
た
。
上
原
・
前
掲
注
（
51
）・
一
六
五
―
六
六
頁
、
深
堀
聰
子
「
ヘ
ッ
ド
ス
タ
ー
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
H
ead
Start

Program
）」
ア
メ
リ
カ
教
育
学
会
編
『
現
代
ア
メ
リ
カ
教
育
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
東
信
堂

二
〇
一
〇
年
）
一
八
八
頁
参
照
。

（
59
）
Cooper
v.A
aron,358
U
.S.1
(1958).
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（
60
）
G
riffin
v.County
Schoolboard
ofPrince
E
dw
ard
County,377
U
.S.218
(1964).

（
61
）
G
ossv.Bd.O
fE
duc.,373
U
.S.683
(1963).

（
62
）
R
ogersv.Paul,382
U
.S.198
(1965).

（
63
）
後
述
の
‶gifted"
に
関
連
す
る
。

（
64
）
391
U
.S.430
(1968).

（
65
）
Ibid.at439.

（
66
）
Ibid.at435.

（
67
）
第
一
五
代
首
席
裁
判
官
。
W
arren
EarlBurger,1907-1995.（
任
期
一
九
六
九
―
八
六
年
）
の
時
代
。

（
68
）
402
U
.S.1
(1971).

（
69
）
Richard
M
ilhous
N
ixon,1913-1994.第
三
七
代
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
。（
任
期
は
一
九
六
九
―
七
四
年
）。

（
70
）
Pub.L.92-318,title
IX
,§
901,June.23,1972,86
stat.373
(codified
at20
U
.S.C
§
1601-1688).

（
71
）
Gerald
Rudolph
‶Jerry"
Ford,Jr.,1913-2006.第
三
八
代
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
（
任
期
一
九
七
四
―
七
七
年
）。
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
が
辞
任
し

た
こ
と
を
う
け
て
、
一
九
七
四
年
八
月
九
日
に
修
正
第
二
五
条
に
基
づ
き
昇
格
し
、
同
年
九
月
八
日
に
は
ニ
ク
ソ
ン
元
大
統
領
に
特
別
恩
赦
を
与
え
て
い
る
。

（
72
）
413
U
.S.189
(1973).

（
73
）
Ibid.at198.

（
74
）
418
U
.S.717
(1974).

（
75
）
427
U
.S.424
(1976).

（
76
）
433
U
.S.267
(1977).

（
77
）
438U
.S.265(1978).判
例
解
説
は
、
高
橋
一
修
「
逆
差
別
」
藤
倉
皓
一
郎
（
他
）（
編
）『
英
米
判
例
百
選
（
第
三
版
）』（
有
斐
閣

一
九
九
六
年
）
六
六

頁
参
照
。

（
78
）
Jam
es
Earl‶Jim
m
y"
Carter,Jr.,1924-
.第
三
九
代
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
（
任
期
一
九
七
七
―
八
一
年
）。

（
79
）
連
邦
教
育
省
は
、
職
員
約
五
〇
〇
〇
人
の
最
小
規
模
の
連
邦
機
関
で
あ
る
。
ま
た
、
権
限
に
関
し
て
も
、
教
育
局
の
時
代
か
ら
さ
ほ
ど
の
変
化
が
な
く
、

修
正
第
一
〇
条
に
基
づ
き
、
教
育
は
州
の
専
権
事
項
、
と
い
う
原
則
が
あ
る
た
め
、
連
邦
基
金
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
、
連
邦
法
に
基
づ
く
政
策
の
実
施
に
と

ど
ま
る
。
ま
た
、
教
育
長
官
は
、
大
統
領
権
限
の
継
承
順
位
が
一
六
番
目
か
つ
大
統
領
へ
の
昇
格
が
な
い
地
位
に
あ
る
。
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（
80
）
こ
の
Executive
O
rder（
大
統
領
令
）
と
は
、
大
統
領
に
よ
る
命
令
で
あ
り
、
法
律
と
同
等
の
効
果
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
81
）
Pub.L.N
o.93-112,Sept.26,1973,87
Stat.394
(codified
at29.U
.S.C.§
701).

（
82
）
Ronald
W
ilson
Reagan
(1911-2004).第
四
〇
代
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
（
任
期
一
九
八
一
―
八
九
年
）。

（
83
）
島
田
和
幸
「
移
民
教
育
政
策
」
ア
メ
リ
カ
教
育
学
会
編
『
現
代
ア
メ
リ
カ
教
育
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
東
信
社

二
〇
一
〇
年
）
一
〇
頁
参
照
。

（
84
）
458
U
.S.527
(1982).バ
ス
通
学
を
問
題
に
し
た
事
案
で
あ
る
。
改
正
案
は
、
修
正
第
一
四
条
に
違
反
し
な
い
と
判
示
し
た
。

（
85
）
458
U
.S.457
(1982).人
種
分
離
廃
止
の
た
め
に
大
規
模
な
強
制
バ
ス
通
学
の
利
用
を
生
じ
さ
せ
る
提
案
三
五
〇
は
、
人
種
分
離
が
人
種
以
外
の
分
離
の

よ
う
に
平
等
保
護
条
項
を
否
定
す
る
に
は
厳
重
な
正
当
化
理
由
を
課
さ
れ
る
と
し
た
H
unter事
件
（
393U
.S.385(1969)）
の
原
則
に
従
い
修
正
第
一
四
条

違
反
と
判
示
し
た
。

（
86
）
第
一
六
代
首
席
裁
判
官
RehnquistW
illiam
H
ubbs,1924-2005.（
任
期

一
九
八
六
―
二
〇
〇
五
年
）
の
時
代
。
連
邦
最
高
裁
判
所
裁
判
官
（
任
期
一

九
七
六
―
八
六
年
）
か
ら
昇
格
就
任
し
た
。

（
87
）
476
U
.S.267
(1986).人
員
整
理
前
に
雇
わ
れ
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
教
師
の
割
合
を
保
つ
た
め
の
一
時
的
解
雇
に
基
づ
い
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
教
師
に
優
先
権

の
あ
る
保
障
を
与
え
る
と
す
る
学
校
区
の
取
り
決
め
た
協
約
を
無
効
に
し
た
。
裁
判
所
は
、
厳
格
審
査
基
準
を
採
用
し
、
解
雇
の
実
施
が
修
正
一
四
条
に
違

反
し
た
と
結
論
し
、
そ
し
て
ま
た
、
異
議
を
申
し
立
て
た
職
員
解
雇
政
策
に
つ
い
て
の
正
当
と
す
る
証
拠
―
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
模
範
の
要
求
―
が
や
む

に
や
ま
れ
ぬ
利
益
の
必
要
条
件
を
欠
い
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
差
別
的
な
一
時
的
解
雇
が
緻
密
に
誂
え
た
も
の
で
は
な
い
と
結
論
を
下
し
た
。

（
88
）
495
U
.S.33
(1990).

（
89
）
498
U
.S.237
(1991).

（
90
）
503U
.S.467(1992).判
例
解
説
は
、
毛
利
透
「
公
立
学
校
に
お
け
る
人
種
分
離
撤
廃
訴
訟
の
部
分
的
終
了
」
憲
法
訴
訟
研
究
会

芦
別
信
喜
（
編
）『
ア
メ

リ
カ
憲
法
判
例
』（
有
斐
閣

一
九
九
八
年
）
二
二
〇
頁
参
照
。

（
91
）
Ibid.at491.

（
92
）
515U
.S.70(1995).本
件
は
、
一
八
年
間
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
改
善
、
包
括
的
な
マ
グ
ネ
ッ
ト
・
ス
ク
ー
ル
、
輸
送
手
段
、
資
金
改
善
、
お
よ
び
給
与
援
助
に

お
い
て
州
お
よ
び
国
に
財
源
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
五
億
ド
ル
の
出
資
を
命
令
し
た
カ
ン
ザ
ス
・
シ
テ
ィ
の
分
離
廃
止
命
令
の
歴
史
を
評
価
し
、
本

件
連
邦
地
裁
の
命
令
が
救
済
権
限
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
事
案
で
あ
る
。
判
例
解
説
は
、
藤
倉
晧
一
郎
「
裁
判
所
に
よ
る
人
種
別
学
解
消
措
置
の
限

界
」
藤
倉
皓
一
郎
（
他
）（
編
）『
英
米
判
例
百
選

第
三
版
』（
有
斐
閣

一
九
九
六
年
）
七
〇
頁
参
照
。

（
93
）
連
邦
最
高
裁
判
所
の
考
え
は
、
監
督
権
を
返
還
し
て
も
、
再
び
人
種
分
離
が
見
つ
か
れ
ば
、
そ
の
時
に
再
び
監
督
権
を
あ
ず
か
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
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あ
る
と
解
せ
る
。

（
94
）
司
法
権
の
監
督
終
了
を
示
す
下
級
審
判
決
と
し
て
、
People
W
ho
Care
v.R
ockford
Bd.ofE
duc.,246
F.3d
1073
(7th
Cir.2001);M
anning
v.

Sch.Bd.,244
F.3d
927
(11th
Cir.2001)。
対
照
的
に
監
督
を
継
続
す
る
こ
と
を
示
し
た
下
級
審
判
決
は
、
LittleR
ock
Sch.D
ist.v.N
.LittleR
ock,

461
F.3d
743
(8th
Cir.2009);Little
R
ock
Sch.D
ist.v.A
rk.,664
F.3d
738
(8th
Cir.2011)。

（
95
）
D
epertm
entofJustice,http://w
w
w
.justice.gov/crt/about/cor/13160.php,accessed
O
ctober
1,2013.

（
96
）
D
epertm
entofJustice,http://w
w
w
.justice.gov/crt/about/cor/13166.php,accessed
O
ctober
1,2013.

（
97
）
539U
.S.306(2003).本
件
は
、
白
人
女
性
受
験
者
が
一
九
九
六
年
に
ミ
シ
ガ
ン
州
立
大
学
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
に
応
募
し
た
と
こ
ろ
、
人
種
を
用
い
た
入
学

選
考
基
準
に
よ
り
不
合
格
に
な
っ
た
と
し
て
、
修
正
第
一
四
条
、
一
九
六
四
年
公
民
権
法
第
六
編
お
よ
び
42U
.S.C.§
1981の
下
で
提
訴
し
た
事
件
で
あ
る
。

判
例
解
説
は
、
𠮷
田
仁
美
「
人
種
優
遇
策
（
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
）」
樋
口
範
雄
（
他
）（
編
）『
ア
メ
リ
カ
法
判
例
百
選
』（
有
斐
閣

二
〇

一
二
年
）
八
四
頁
、
大
沢
秀
介
「
高
等
教
育
機
関
入
試
に
お
け
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」
憲
法
訴
訟
研
究
会

戸
松
秀
典
（
編
）『
続
・
ア
メ

リ
カ
憲
法
判
例
』（
有
斐
閣

二
〇
一
四
年
）
二
一
九
頁
参
照
。

（
98
）
539
U
.S.244
(2003).

（
99
）
第
一
七
代
首
席
裁
判
官
John
Glover
Roberts,Jr.1955-（
任
期
二
〇
〇
五
―
現
職
）。

（
100
）
ParentsInvolved
in
Com
m
unitySchoolsv.SeattleSch.D
ist.N
o.1,551U
.S.701(2007).判
例
解
説
は
、
芹
澤
英
明
「
人
種
別
学
解
消
と
合
衆
国

憲
法
」
樋
口
範
雄
（
他
）（
編
）『
ア
メ
リ
カ
法
判
例
百
選
』（
有
斐
閣

二
〇
一
二
年
）
七
八
頁
参
照
、
𠮷
田
仁
美
「
初
等
・
中
等
教
育
に
お
け
る
人
種
差
別

撤
廃
」
憲
法
訴
訟
研
究
会

戸
松
秀
典
（
編
）『
続
・
ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例
』（
有
斐
閣

二
〇
一
四
年
）
二
三
六
頁
参
照
。
筆
者
は
、
本
事
案
に
お
け
る
裁

判
官
の
賛
否
の
比
率
と
そ
の
理
由
が
、
第
三
章
に
お
い
て
取
り
扱
う
H
ornev.Flores,557U
.S.433,129S.Ct.2579(2009).に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と

考
え
て
い
る
。

（
101
）
Ibid.at708-48.

（
102
）
Ibid.at725-33,735-45.ト
ー
マ
ス
判
事
は
、
人
種
を
用
い
る
こ
と
が
違
憲
と
強
調
し
て
い
る
。
Ibid.at782.参
照
。

（
103
）
ケ
ネ
デ
ィ
意
見
は
、
Ibid.at782-98.参
照
。
反
対
意
見
は
、
Ibid.at798-868.参
照
。
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第
二
節

教
育
の
機
会
均
等
と
人
種
を
基
準
に
し
な
い
生
徒
・
学
生
の
分
離

人
種
分
離
は
、
厳
格
審
査
基
準
を
適
用
す
る
最
も
重
要
な
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
性
別
、
年
齢
、
お
よ
び
能
力

に
お
け
る
差
別
と
区
別
の
問
題
は
、
人
種
分
離
の
問
題
に
並
行
し
て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
と
人
種
分
離
が
異
な
る
理
由
は
、
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
四
条
が
黒
人
奴
隷
の
廃
止
を
目
的
に
制
定
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
こ
と

に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
六
四
年
に
公
民
権
法
を
改
正
し
た
こ
と
は
、
後
に
平
等
条
項
に
よ
る
保
護
を
人
種
以
外
の
領
域
に
拡
大
し
て

適
用
を
可
能
に
す
る
契
機
に
な
っ
た
。
本
節
は
、
言
語
に
基
づ
く
差
別
が
法
律
問
題
と
し
て
出
現
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
考
察
す
る
際
の
参
考

に
す
る
た
め
、
性
別
、
年
齢
、
お
よ
び
能
力
に
基
づ
く
分
類
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
は
、
性
差
別
に

つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

第
一
項

教
育
の
機
会
均
等
と
性
差
別

性
差
別
は
、
人
種
分
離
廃
止
と
同
時
期
か
ら
確
認
可
能
で
あ
り
、
特
に
黒
人
女
性
差
別
が
深
刻
な
状
況
だ
っ
た
（
1
）。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か

ら
公
教
育
に
お
け
る
性
差
別
は
当
然
の
よ
う
に
存
在
し
、
学
校
教
育
が
実
現
し
た
時
に
は
す
で
に
確
認
さ
れ
て
い
た
（
2
）。

そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
近
年
ま
で
法
的
取
り
組
み
が
弱
か
っ
た
理
由
は
、
奴
隷
制
度
廃
止
と
人
種
分
離
廃
止
が
大
き
な
関
心
事
だ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
六
四
年
の
公
民
権
法
改
正
は
、
人
種
分
離
廃
止
に
と
ど
ま
ら
ず
性
差
別
に
対
す
る
法
的
な
取
組
み
の
転
換
期
に
な
っ

た
。
そ
の
お
か
げ
で
、
最
近
約
四
〇
年
間
は
、
人
種
分
離
廃
止
に
適
用
さ
れ
る
「
厳
格
審
査
基
準
」
よ
り
も
緩
や
か
な
審
査
基
準
に
基
づ

き
、
社
会
進
出
に
関
連
し
た
一
方
の
性
別
に
対
す
る
差
別
的
地
位
を
解
消
す
る
連
邦
政
府
の
取
り
組
み
を
通
じ
て
発
展
し
て
き
た
。
も
っ

と
も
、
今
日
の
性
差
別
は
、
そ
の
内
容
が
、
見
た
目
（
外
見
、
あ
る
い
は
容
姿
）
だ
け
に
限
ら
れ
ず
、
同
性
に
よ
る
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
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ス
メ
ン
ト
、
性
同
一
性
障
害
、
お
よ
び
性
的
指
向
の
違
い
な
ど
、
一
見
し
て
判
断
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
複
雑
か
つ
多
様
な
様
相
を
呈
し
、

見
た
目
に
基
づ
く
単
純
な
男
女
の
平
等
な
機
会
の
み
を
論
じ
る
問
題
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

本
項
で
は
、
教
育
の
機
会
均
等
と
い
う
観
点
か
ら
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
て
、
先
ず
性
差
別
に
取
り
組
む
連
邦
裁
判

所
の
取
り
組
み
を
概
観
し
、
次
に
生
物
学
上
の
性
別
に
限
定
し
た
男
女
別
学
お
よ
び
入
学
後
の
学
校
活
動
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
、
女
性

の
婚
姻
と
妊
娠
を
理
由
に
す
る
場
合
は
、
個
人
の
尊
厳
の
領
域
に
分
類
さ
れ
て
い
る
た
め
、
政
府
側
に
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
事
情
」
お
よ

び
「
綿
密
に
誂
え
ら
れ
た
も
の
」
の
証
明
を
要
求
す
る
厳
格
審
査
基
準
を
適
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
述
の
基
本
的
権
利
で
述
べ
る
（
3
）。

1

性
差
別
禁
止
の
法
的
根
拠

性
差
別
禁
止
法
制
が
整
う
以
前
の
性
差
別
案
件
は
、
提
訴
し
て
も
男
性
と
女
性
の
生
物
学
上
の
違
い
か
ら
特
権
免
除
条
項
の
議
論

だ
っ
た
（
4
）。

し
か
し
な
が
ら
、
私
企
業
に
お
け
る
男
女
平
等
が
問
わ
れ
た
一
九
〇
八
年
M
ullerv.O
regon事
件
判
決
（
5
）以

降
は
、
個
人
の
自
由

権
の
侵
害
に
よ
せ
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
6
）。

そ
の
後
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
一
九
二
〇
年
に
修
正
第
一
九
条
の
制
定
に
よ
り
女

性
の
参
政
権
が
実
現
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
四
八
年
ま
で
修
正
第
一
四
条
の
平
等
条
項
の
適
用
は
な
か
っ
た
が
（
7
）、

一
九
七
一
年

Reed
v.Reed事
件
判
決
（
8
）に

お
い
て
緩
や
か
な
基
準
に
従
い
な
が
ら
厳
格
に
審
査
を
行
い
、
性
差
別
が
「
疑
わ
し
い
区
分
」
に
含
ま
れ
る
可

能
性
を
示
唆
し
た
。
現
在
の
原
則
は
、「
準
じ
て
疑
わ
し
い
区
分
（
quasisuspectclassification）」
を
適
用
す
る
中
間
審
査
基
準
な
い
し

は
厳
格
な
合
理
性
の
基
準
（
interm
ediatescrutiny）
に
よ
る
審
査
で
あ
る
。
こ
の
基
準
は
、
重
要
な
政
府
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、

お
よ
び
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
政
府
の
処
置
の
正
当
性
の
証
明
の
二
つ
を
必
要
条
件
に
す
る
が
、
事
実
上
、
裁
判
所
は
特
に
女
性
に

向
け
ら
れ
た
差
別
と
疑
わ
れ
る
も
の
に
関
し
て
政
府
側
に
重
い
立
証
責
任
を
要
求
し
て
厳
し
い
態
度
を
も
っ
て
判
断
し
て
い
る
。

学
校
教
育
に
お
い
て
性
別
に
基
づ
き
分
離
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
て
い
る
場
合
、
学
問
と
課
外
授
業
活
動
の
両
方
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は
性
別
で
制
限
さ
れ
た
状
態
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
に
対
す
る
訴
え
は
、
女
性
達
が
原
告
に
な
り
、
修
正
第
一
四
条
、
あ
る
い
は
一

九
七
二
年
教
育
修
正
条
項
第
九
編
を
根
拠
に
違
法
性
の
証
明
を
試
み
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
第
九
編
は
、
連
邦
資
金
受
取
人
は
、

性
別
を
理
由
に
何
人
の
恩
恵
を
受
け
る
事
を
差
別
し
た
り
、
除
外
し
た
り
、
あ
る
い
は
拒
否
し
た
り
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
条
項
で
あ
り
、

さ
ら
に
、
後
述
す
る
よ
う
に
生
徒
と
ス
タ
ッ
フ
の
弁
護
を
し
た
こ
と
を
理
由
に
弁
護
者
を
不
当
に
扱
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
元
々
の
差

別
の
標
的
に
な
っ
て
い
な
い
弁
護
者
を
不
利
に
扱
う
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。

2

男
女
別
学

公
立
学
校
の
男
女
別
学
は
、
男
子
校
あ
る
い
は
女
子
校
と
い
う
一
方
の
性
別
の
み
の
入
学
を
認
め
る
職
業
訓
練
学
校
へ
の
入
学
、
お
よ

び
履
修
可
能
科
目
な
ど
を
巡
り
提
訴
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、「
分
離
す
れ
ど
も
平
等
」
の
原
則
が
修
正
第
一
四
条
違
反
を
訴
え
る
事
件
で

適
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
公
立
学
校
当
局
が
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
用
い
た
分
離
基
準
を
正
当
化
す
る
根
拠
の
証
明
を
必

要
条
件
に
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
第
九
編
が
適
応
年
齢
に
基
づ
き
実
施
す
る
初
等
お
よ
び
中
等
学
校
教
育

の
児
童
・
生
徒
の
実
態
に
基
づ
き
実
施
し
て
き
た
当
局
の
入
学
政
策
を
除
外
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
（
9
）。

け
れ
ど
も
連
邦
資
金
受
領
者
た
る

学
校
区
は
、
適
応
年
齢
に
よ
る
場
合
と
異
な
り
、
す
べ
て
の
学
校
区
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
参
加
し
て
利
益
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
権
利

を
有
す
る
生
徒
を
拒
否
す
る
た
め
に
、
生
徒
の
性
別
を
理
由
に
一
方
の
性
別
を
拒
否
し
た
入
学
政
策
を
実
施
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た

と
え
ば
、
一
方
の
性
別
の
公
立
学
校
の
み
が
学
校
区
唯
一
の
舞
台
芸
術
科
を
設
置
運
営
し
て
い
る
な
ら
ば
、
学
校
区
当
局
は
、
他
方
の
性

別
の
学
生
の
入
学
を
認
め
る
か
、
あ
る
い
は
ど
こ
か
ほ
か
に
同
等
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
編
成
の
あ
る
公
立
学
校
を
用
意
す
る
責
務
を
負
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

単
純
に
同
じ
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
有
す
る
男
子
校
と
女
子
校
の
入
学
に
つ
い
て
は
、
次
の
事
案
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
七
七
年
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に
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
は
、
V
orchheim
erv.Sch.D
ist.ofPhiladelphia事
件
判
決
（
10
）に
お
い
て
、
入
学
は
自
発
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
、
お
よ
び
実
質
的
に
平
等
な
教
育
を
提
供
す
る
歴
史
的
に
性
別
を
分
離
し
た
二
つ
の
公
立
高
等
学
校
（
男
子
校
、
お
よ
び
女
子
校
）

の
運
営
が
平
等
保
護
条
項
、
第
九
編
、
お
よ
び
教
育
機
会
均
等
法
の
下
で
許
さ
れ
る
と
し
た
第
三
巡
回
区
の
判
断
を
支
持
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
公
民
権
法
第
七
編
に
係
わ
る
職
業
資
格
取
得
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
例
え
ば
医
療
従
事
者
資
格
の
う
ち
で
も
女
性
に
限
定
さ
れ
る
必
要
の
あ

る
助
産
師
資
格
な
ど
を
除
く
）
に
お
い
て
一
般
的
に
見
て
両
性
が
就
任
で
き
る
職
業
訓
練
を
行
う
男
女
別
学
校
の
事
案
で
は
、
裁
判
所
は

次
の
よ
う
に
ど
ち
ら
か
一
方
の
性
別
を
排
除
し
て
い
る
場
合
に
厳
し
く
対
応
す
る
。
ま
ず
は
、
男
性
が
女
子
校
へ
の
入
学
を
争
っ
た
事
案

で
あ
る
（
11
）。
一
九
八
二
年
に
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
は
、
M
iss.U
niv.forW
om
en
v.H
ogan事
件
判
決
（
12
）に
お
い
て
中
間
審
査
基
準
を
採
用
し

て
、
男
性
に
同
種
の
機
会
を
提
供
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
学
校
側
が
、
表
面
上
区
別
し
て
性
別
を
分
け
る
こ
と
が
重
要
な
政
府
の
目
的
を

満
た
す
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
区
別
の
集
団
が
そ
れ
ら
目
的
の
達
成
に
実
体
的
に
関
連
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
証
明
責
任
を
怠
っ

た
と
し
て
、
女
性
の
資
格
取
得
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
い
て
入
学
試
験
を
制
限
し
た
看
護
師
学
校
の
入
学
方
針
を
無
効
に
し
た
の
で
あ
る
（
13
）。

次
は
、
一
九
九
六
年
に
レ
ン
キ
ス
ト
・
コ
ー
ト
が
同
等
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
存
在
に
言
及
し
て
い
る
男
性
限
定
の
入
学
政
策
を
取
り
扱
っ

た
、
U
.S.v.V
irginia事
件
判
決
（
14
）を

見
て
み
よ
う
。
レ
ン
キ
ス
ト
・
コ
ー
ト
は
、
私
立
メ
リ
ー
・
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
大
学
（
M
ary
Baldw
in

College（
M
BC
（
15
）））

に
州
が
用
意
し
た
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
立
軍
事
学
校
（
V
irginiaM
ilitary
Institute（
V
M
I
（
16
）））

と
同
種
の
新
し
い
プ

ロ
グ
ラ
ム
が
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
に
V
M
Iと
同
等
の
教
育
内
容
お
よ
び
教
育
の
質
を
達
成
で
き
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
、
V
M
Iに
対
し

て
は
、
女
性
の
排
除
が
高
等
教
育
機
関
に
お
い
て
多
様
性
を
提
供
す
る
と
い
う
目
的
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
こ
と
、
あ
き
ら
か
に
男
女
区

別
す
べ
き
と
い
う
教
育
方
法
と
技
術
が
ほ
と
ん
ど
変
更
し
な
く
て
も
、
あ
る
い
は
変
更
が
必
要
な
場
合
も
わ
ず
か
に
変
更
す
る
こ
と
で
利

用
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
を
解
決
で
き
る
こ
と
、
の
三
つ
を
理
由
に
挙
げ
て
、
V
M
Iの
提
出
し
た

証
拠
の
間
違
い
を
証
明
し
差
し
戻
し
た
う
え
で
、
州
が
陸
軍
訓
練
地
域
の
女
性
に
つ
い
て
平
等
な
機
会
を
提
供
し
な
い
こ
と
を
修
正
第
一
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四
条
違
反
と
判
示
し
た
（
17
）。
こ
れ
ら
の
事
件
に
関
連
し
て
、
一
方
の
性
別
の
生
徒
・
学
生
の
み
で
構
成
さ
れ
る
私
立
学
校
に
つ
い
て
は
、
一

九
九
一
年
に
連
邦
地
裁
レ
ベ
ル
の
判
決
に
お
い
て
性
別
を
分
離
し
た
私
立
高
校
に
お
い
て
よ
り
効
果
的
な
学
習
環
境
を
望
む
若
者
の
存
在

を
理
由
に
認
め
ら
れ
て
い
る
（
18
）。

こ
の
よ
う
に
、
男
女
別
学
の
問
題
は
、
公
立
の
高
等
教
育
機
関
で
問
題
に
さ
れ
る
。
理
由
は
、
私
立
学
校
に
要
請
し
た
だ
け
の
代
替
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
は
満
た
さ
れ
な
い
こ
と
、
お
よ
び
高
等
教
育
に
は
多
様
性
が
必
要
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
等
教
育
は
、
同
様

の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
準
備
で
き
た
と
し
て
も
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
内
容
に
関
す
る
代
替
手
段
が
存
在
し
な
い
た
め
、
逆
に
言
え
ば
、
ア
カ

デ
ミ
ッ
ク
・
フ
リ
ー
ダ
ム
に
関
連
し
な
い
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
、
あ
る
い
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ら
ば
区
別
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

3

生
徒
・
学
生
の
ス
ポ
ー
ツ
競
技
会
開
催
と
性
差
別

学
校
対
抗
の
ス
ポ
ー
ツ
に
関
連
し
た
性
差
別
訴
訟
は
、
主
要
な
テ
ー
マ
が
ふ
た
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
性
別
の
統
合
、
も
う
一
つ
は
、

男
性
と
女
性
の
不
公
平
な
取
扱
い
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
高
校
レ
ベ
ル
の
運
動
競
技
に
関
す
る
問
題
の
う
ち
、
男
女
が
一
緒
に
コ
ン
タ
ク

ト
・
ス
ポ
ー
ツ
（
19
）の

競
技
会
に
参
加
す
る
と
い
う
場
面
に
現
れ
や
す
い
。
そ
し
て
第
九
編
は
、
連
邦
法
レ
ベ
ル
で
コ
ン
タ
ク
ト
・
ス
ポ
ー
ツ

に
参
加
す
る
生
徒
を
性
別
に
基
づ
い
て
分
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
（
20
）。

こ
の
こ
と
は
、
一
九
八
一
年
に
第
六
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
が
、
Y
ellow
SprigsExem
pted
V
ill.Sch.D
ist.v.O
haio
H
i.Sch.A
thl.

A
ssn.事
件
判
決
（
21
）に

お
い
て
、
第
九
編
は
男
女
に
平
等
な
体
育
の
機
会
を
提
供
す
る
際
に
コ
ン
タ
ク
ト
ス
ポ
ー
ツ
の
同
時
参
加
の
決
定
権

を
体
育
協
会
よ
り
も
む
し
ろ
個
々
の
学
校
区
に
与
え
た
法
で
あ
る
、
と
解
釈
し
た
。
そ
れ
か
ら
約
一
八
年
後
に
レ
ン
キ
ス
ト
・
コ
ー
ト
は
、

N
CA
A
v.Sm
ith事
件
判
決
（
22
）に

お
い
て
、
制
定
法
の
明
白
な
言
葉
が
体
育
協
会
に
連
邦
資
金
援
助
の
直
接
、
あ
る
い
は
間
接
の
受
取
人
の

ど
ち
ら
か
一
方
と
し
て
の
資
格
が
な
い
間
は
、
学
校
区
を
保
護
す
る
こ
と
で
第
九
編
に
基
づ
く
訴
訟
か
ら
免
除
し
て
い
る
こ
と
を
判
示
し
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た
。
さ
ら
に
二
年
後
に
レ
ン
キ
ス
ト
・
コ
ー
ト
は
、
Brentw
ood
A
cad.v.T
ennessee
Sec.Sch.A
thl.A
ssn.事
件
判
決
（
23
）に
お
い
て
、

学
校
対
抗
競
技
会
を
規
定
す
る
多
く
の
体
育
協
会
が
私
的
団
体
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
協
会
が
州
政
府
と
協
同
し
て
い
る
こ
と
、
お

よ
び
そ
れ
ゆ
え
に
ス
テ
イ
ト
・
ア
ク
シ
ョ
ン
に
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
を
見
つ
け
た
こ
と
に
よ
り
、
男
女
同
時
参
加
に
お
け
る
ス
ポ
ー
ツ

の
機
会
を
否
定
さ
れ
る
ア
ス
リ
ー
ト
ら
が
そ
の
境
遇
に
関
す
る
憲
法
違
反
に
つ
い
て
機
会
を
否
定
し
て
い
る
学
校
区
と
州
体
育
協
会
の
両

方
を
提
訴
で
き
る
資
格
が
あ
る
と
し
て
第
六
巡
回
区
裁
判
所
に
差
し
戻
し
た
。

そ
の
後
二
〇
〇
五
年
に
レ
ン
キ
ス
ト
・
コ
ー
ト
は
、
Jackson
v.Birm
ingham
Bd.ofEduc.事
件
判
決
（
24
）に

お
い
て
、
教
育
委
員
会
に

よ
る
意
図
的
な
差
別
的
取
扱
い
に
反
対
し
た
コ
ー
チ
が
申
立
て
た
事
実
が
、
第
九
編
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
た
も
の
で
コ
ー
チ
の
行
為
に

合
理
性
が
あ
る
と
述
べ
て
、
コ
ー
チ
の
差
別
に
関
す
る
申
立
て
を
理
由
に
し
た
解
任
が
、
実
際
に
解
任
の
要
因
を
証
明
で
き
る
だ
け
の
こ

と
だ
っ
た
の
か
を
再
検
討
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
差
し
戻
し
た
。

救
済
の
根
拠
と
な
る
修
正
第
一
四
条
は
、
第
九
編
の
解
釈
に
基
づ
い
た
性
別
ご
と
の
チ
ー
ム
を
認
め
て
お
り
、
特
に
コ
ン
タ
ク
ト
・
ス

ポ
ー
ツ
は
統
一
を
必
須
に
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
学
校
区
は
、
参
加
の
機
会
に
不
公
平
を
見
つ
け
た
場
合
、
コ
ン
タ
ク
ト
・
ス
ポ
ー
ツ

を
含
む
伝
統
的
な
男
子
チ
ー
ム
に
女
子
ア
ス
リ
ー
ト
の
参
加
を
許
可
す
る
よ
う
に
命
じ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
は
、
一
部
の
教
育
の
機
会
均
等
と
性
差
別
を
確
認
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
当
初
は
、
白
人
学
校
へ
の
黒
人
入
学
の

場
合
と
同
様
に
最
終
的
に
女
性
の
入
学
を
認
め
た
と
し
て
も
、
設
備
や
教
育
内
容
が
分
離
さ
れ
て
い
た
り
、
大
会
の
開
催
季
節
が
不
適
切

だ
っ
た
り
、
な
お
か
つ
不
十
分
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
近
年
は
、
公
立
学
校
に
お
け
る
設
備
お
よ
び
教
育
内
容
の
性
別
に
基

づ
く
差
別
は
、
前
述
の
一
九
九
六
年
V
irginia事
件
判
決
以
降
、
女
性
へ
の
配
慮
を
強
化
す
る
処
置
を
講
じ
る
こ
と
で
改
善
し
つ
つ
あ
り
（
25
）、

読
み
書
き
と
い
う
点
に
限
れ
ば
、
教
育
の
機
会
均
等
が
実
現
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ス
ポ
ー
ツ
に
注
目
す
れ
ば
、
性
別
に
基
づ
く

分
離
は
、
連
邦
法
に
例
外
規
定
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
例
え
ば
筋
力
差
の
あ
る
相
手
の
身
体
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
可
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能
性
が
高
い
コ
ン
タ
ク
ト
・
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
、
一
般
的
に
考
え
て
そ
の
競
技
の
性
格
、
な
ら
び
に
男
女
の
生
物
学
的
か
つ
生
理
的
な
能
力

に
基
づ
き
身
体
の
危
険
が
存
在
す
る
場
合
に
そ
の
分
離
措
置
は
合
理
的
な
理
由
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
ス
ポ
ー
ツ
の
機

会
な
ら
び
に
設
備
そ
の
も
の
は
均
等
に
提
供
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
26
）。

第
二
項

教
育
の
機
会
均
等
と
年
齢
・
能
力
に
基
づ
く
区
別

前
項
ま
で
は
、
容
姿
に
基
づ
く
差
別
の
な
か
で
も
、
人
種
、
肌
の
色
、
性
別
な
ど
と
い
っ
た
特
に
〝
見
た
目
〞
に
よ
り
左
右
さ
れ
る
も

の
を
中
心
に
扱
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
性
差
別
で
検
討
し
た
ス
ポ
ー
ツ
は
、
専
門
的
な
診
断
を
し
な
い
と
わ
か
り
に
く
い
身
体
能
力
の

問
題
を
含
み
、
容
姿
に
基
づ
く
差
別
か
ら
や
や
距
離
を
置
く
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
項
は
、〝
年
齢
〞
お
よ
び
〝
能
力
〞
と
い
う
、
見
た
だ
け

で
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
時
間
お
よ
び
能
力
の
判
断
基
準
な
ど
を
設
け
る
こ
と
で
可
視
化
を
可
能
に
し
た
区
別
を
検
討
す
る
（
27
）。

平
等
審
査
基
準
は
、
疑
わ
し
い
区
分
、
基
本
的
権
利
、
準
じ
て
疑
わ
し
い
区
分
の
い
ず
れ
も
適
用
さ
れ
な
い
場
合
、
緩
や
か
な
審
査
基

準
・
合
理
性
の
基
準
（
rationalbasistest）
を
適
用
す
る
。
一
般
的
に
裁
判
所
は
、
障
害
者
の
区
別
あ
る
い
は
年
齢
の
区
別
に
対
し
て
緩

や
か
な
基
準
を
適
用
し
て
い
る
。
こ
の
審
査
基
準
は
、
主
に
、
立
法
府
が
社
会
的
、
経
済
的
理
由
を
も
っ
て
制
定
し
た
法
に
基
づ
く
行
為

を
尊
重
す
る
傾
向
が
あ
り
、
違
憲
判
断
を
示
す
確
率
の
低
い
基
準
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
財
源
の
配
分
、
貧
困
者
の
生
存
保
障
な
ど
が
こ

れ
に
あ
た
る
。
一
般
的
に
、
緩
や
か
な
審
査
基
準
は
、「
牙
の
な
い
（
toothless）」
審
査
と
呼
ば
れ
て
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
合
憲
と
判
断
さ
れ

る
が
、
稀
に
違
憲
の
結
論
を
導
く
こ
と
か
ら
「
牙
の
あ
る
（
w
ith
abite）」
審
査
と
い
う
事
案
が
生
じ
る
（
28
）。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
緩
や

か
な
審
査
基
準
と
は
、
正
当
な
立
法
目
的
と
合
理
的
関
連
性
を
判
断
す
る
伝
統
的
な
議
会
尊
重
の
審
査
方
法
で
あ
る
。
教
育
に
関
す
る
分

離
の
問
題
は
、
制
定
法
を
根
拠
に
し
て
連
邦
資
金
に
基
づ
く
教
育
政
策
の
違
法
性
を
論
じ
る
た
め
に
こ
の
審
査
を
と
る
可
能
性
が
大
き
く

な
る
の
で
あ
る
。
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1

年
齢
に
基
づ
く
区
別

年
齢
に
基
づ
く
区
別
は
、
免
許
の
取
得
、
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
の
購
入
、
映
画
鑑
賞
、
年
金
、
お
よ
び
選
挙
権
の
行
使
な
ど
、
一
定
水
準

を
設
け
る
場
合
の
必
要
条
件
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
学
校
教
育
に
お
け
る
年
齢
に
基
づ
く
区
別
、
主
と
し
て
就
学
年
齢
制
限
（
29
）は

、
州
ご
と

に
異
な
り
、
公
立
学
校
出
席
へ
の
州
の
財
産
権
（
資
金
活
用
）
な
ら
び
に
合
衆
国
憲
法
上
の
権
利
の
ど
ち
ら
に
も
関
連
し
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
年
齢
に
よ
る
区
別
を
争
う
場
合
は
、
連
邦
資
金
の
受
領
者
に
適
用
さ
れ
る
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
四
条
、
な
ら
び
に
年
齢
待

遇
法
（
30
）（

A
geD
iscrim
ination
A
ctof1975）
を
根
拠
法
に
す
る
。
年
齢
待
遇
法
は
、
稀
に
利
用
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
仮
に
同
法
を
根
拠
に

請
求
し
て
も
、
原
告
側
が
高
等
教
育
機
関
に
お
い
て
飛
び
入
学
や
早
期
入
学
を
拒
否
す
る
根
拠
に
年
齢
を
用
い
ら
れ
た
と
い
う
入
学
許
可

を
求
め
る
ケ
ー
ス
に
お
け
る
裁
判
所
命
令
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
（
31
）、

普
通
教
育
機
関
に
関
連
し
た
入
学
時
期
（
32
）や

科
目
の
受
講
に
だ
け
注
目
し

て
原
告
の
主
張
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
（
33
）。

年
齢
に
基
づ
く
区
別
が
適
法
と
認
め
ら
れ
や
す
い
理
由
は
、
年
齢
を
基
準
に
設
け
る
こ
と
で
、
入
学
に
関
わ
る
行
政
の
責
務
の
円
滑
な

履
行
、
個
人
の
広
い
要
望
へ
の
対
処
、
特
別
な
事
情
に
よ
り
優
先
入
学
が
認
め
ら
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
為
の
特
別
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ら

び
に
課
外
課
程
（
専
門
課
程
な
ど
）、
な
ら
び
に
こ
れ
ら
を
含
む
学
習
環
境
整
備
に
か
か
る
費
用
な
ど
、
人
種
分
離
廃
止
を
め
ぐ
る
議
論
で

築
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
〝
だ
れ
し
も
が
〞
画
一
的
な
教
育
を
受
け
る
機
会
を
均
等
に
実
現
す
る
為
に
は
避
け
ら
れ
な
い
合
理
的
に
区
別
で

き
る
唯
一
の
基
準
に
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、出
場
年
齢
に
制
限
を
設
け
た
ス
ポ
ー
ツ
競
技
会
な
ど
は
、性
差
別
の
コ
ン
タ
ク
ト
・

ス
ポ
ー
ツ
と
同
様
の
合
理
性
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
年
齢
に
基
づ
く
区
別
の
問
題
は
、
基
本
的
に
は
年
齢
の
み
を
根

拠
に
提
訴
さ
れ
な
い
領
域
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
年
齢
は
、
能
力
を
判
別
す
る
た
め
の
基
準
の
ひ
と
つ
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

次
に
見
る
〝
能
力
に
基
づ
く
区
別
〞
に
深
く
関
係
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
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2

能
力
に
基
づ
く
区
別

能
力
に
基
づ
く
グ
ル
ー
プ
分
け
は
、
教
師
ら
の
指
導
へ
の
取
り
組
み
を
認
め
る
こ
と
で
、
よ
り
効
果
的
か
つ
能
率
的
な
も
の
に
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
能
力
も
し
く
は
成
績
を
利
用
す
る
グ
ル
ー
プ
分
け
は
、
一
般
ク
ラ
ス
、
お
よ
び
特
別
な
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
児
童

の
配
置
を
判
断
す
る
た
め
に
、
規
格
化
さ
れ
た
学
力
テ
ス
ト
の
使
用
を
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
34
）。

こ
の
判
断
方
法
に
対
す
る
訴
訟
は
、
学
力

テ
ス
ト
が
人
種
や
文
化
に
偏
見
を
持
た
せ
る
と
い
う
こ
と
、
な
ら
び
に
児
童
を
分
類
あ
る
い
は
能
力
別
ク
ラ
ス
を
編
成
す
る
こ
と
へ
の
学

力
テ
ス
ト
を
使
用
す
る
こ
と
が
、
能
力
の
劣
る
人
種
と
い
う
烙
印
を
押
さ
れ
た
子
ど
も
を
つ
く
り
だ
し
て
間
違
っ
た
配
置
を
し
た
結
果
で

あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

a
：
能
力
別
学
級
編
成

人
間
の
能
力
の
判
定
に
は
、
様
々
な
フ
ァ
ク
タ
ー
が
存
在
す
る
た
め
に
非
常
に
難
し
い
側
面
の
あ
る
一
方
で
、
特
定
の
集
団
に
お
い
て

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
よ
り
も
明
ら
か
に
何
ら
か
の
能
力
が
劣
る
と
い
う
偏
見
に
晒
さ
れ
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
一
九

六
七
年
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
地
裁
は
、
H
obson
v.H
ansen事
件
判
決
（
35
）に

お
い
て
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
子
ど
も
に
不
利
に
反
映
さ
せ
た

ワ
シ
ン
ト
ン
D
.C.の
統
一
テ
ス
ト
の
成
績
を
利
用
し
て
い
る
生
徒
の
能
力
別
学
級
編
成
が
本
質
的
に
人
種
分
離
に
該
当
す
る
と
い
う
こ

と
、
そ
し
て
ま
た
、
運
営
者
側
に
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
ご
と
に
異
な
る
教
育
を
提
供
す
る
資
格
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
ぞ

れ
が
別
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
、
特
定
の
人
種
を
優
遇
す
る
テ
ス
ト
の
成
績
を
学
級
編
成
に
用
い
る
こ
と
が
差
別
で
あ
っ
て

違
憲
で
あ
る
と
の
判
断
を
下
し
た
一
方
で
、
教
育
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
利
用
は
、
分
離
さ
れ
た
集
団
の
子
ど
も
に
不
利
な
差
別
の
結

果
を
招
く
場
合
を
除
き
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
た
（
36
）。

一
九
七
四
年
教
育
機
会
均
等
法
の
制
定
以
降
、
一
九
八
一
年
に
第
五
巡
回
控
訴
裁
判
所
は
、
Castaneda
v.Pickard（
Castaneda
I）
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事
件
判
決
（
37
）に
お
い
て
、
政
策
に
よ
り
人
種
差
別
が
生
じ
て
も
、
条
例
が
差
別
目
的
な
し
に
教
育
上
の
関
心
事
を
も
つ
こ
と
を
純
粋
に
証
明

で
き
れ
ば
、
能
力
に
よ
る
分
類
を
利
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
一
九
八
五
年
に
第
一
一
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、

Ga.StateConferenceofBranchesofN
A
A
CP
v.Georgia事
件
判
決
（
38
）に

お
い
て
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
生
徒
を
能
力
に
基
づ
き

グ
ル
ー
プ
分
け
す
る
こ
と
が
、
よ
り
よ
い
機
会
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
証
拠
に
基
づ
き
、
た
と
え
そ
れ
ら
が
分
離
廃
止
を
達
成
し

て
い
な
く
と
も
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
の
い
く
つ
か
の
学
校
区
の
中
の
グ
ル
ー
プ
分
け
の
実
施
を
是
認
し
た
。

子
ど
も
ら
が
能
力
で
グ
ル
ー
プ
分
け
が
許
さ
れ
る
と
き
に
は
、
現
実
の
、
か
つ
潜
在
的
な
能
力
の
発
達
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
、
信
頼
、

合
法
、
か
つ
公
平
な
統
一
学
力
テ
ス
ト
の
手
段
が
不
可
欠
で
あ
る
。
逆
を
い
え
ば
、
人
種
差
別
を
す
る
た
め
に
能
力
お
よ
び
理
解
力
を
判

定
す
る
こ
と
を
目
的
に
潜
ま
せ
た
国
家
ま
た
は
民
間
機
関
作
成
の
統
一
学
力
テ
ス
ト
の
実
施
お
よ
び
利
用
は
、
違
法
な
も
の
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

b
：
天
授
者
の
教
育

「
天
賦
の
才
能
の
あ
る
（
gifted）」
あ
る
い
は
「
優
れ
た
才
能
の
あ
る
（
talented）」
と
し
て
分
類
さ
れ
た
生
徒
・
学
生
達
（
以
下
、
こ

の
よ
う
な
生
徒
・
学
生
達
を
本
研
究
の
便
宜
上
「
天
授
者
」
あ
る
い
は
「
天
授
児
」
と
す
る
。）
が
い
る
（
39
）。

か
つ
て
天
授
者
は
、
例
え
ば
、

聡
明
な
、
創
造
的
な
、
芸
術
的
な
、
あ
る
い
は
指
導
的
な
能
力
の
よ
う
な
分
野
の
中
で
、
ま
た
は
特
別
な
学
問
的
領
域
に
お
い
て
高
い
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
能
力
を
認
め
ら
れ
る
生
徒
達
と
同
じ
環
境
で
ひ
と
に
ぎ
り
に
指
導
さ
れ
て
き
た
。
近
年
の
、
天
授
者
は
、
教
育
に
つ
い
て

限
ら
れ
た
連
邦
政
府
援
助
が
提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
ま
り
、
そ
し
て
ま
た
、
障
害
者
と
異
な
り
連
邦
制
定
法
上
の
特
殊
な
実
体
的
権

利
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
用
途
の
限
ら
れ
て
い
な
い
資
金
は
、
事
前
に
か
つ
現
職
中
に
行
わ
れ
る
訓
練
の
定
着
、
モ
デ
ル

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
お
よ
び
模
範
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
発
展
と
運
営
、
先
導
役
及
び
援
助
を
提
供
す
る
高
等
教
育
お
よ
び
州
の
教
育
機
関
と
機
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構
の
性
能
を
強
化
す
る
、
技
術
的
援
助
と
情
報
普
及
を
提
供
す
る
、
研
究
の
完
成
、
評
価
を
行
う
、
と
い
う
こ
と
に
使
用
さ
れ
て
き
た
。

天
授
者
の
権
利
を
問
う
際
の
根
拠
は
、
連
邦
の
援
助
に
基
づ
く
州
法
お
よ
び
地
方
教
育
委
員
会
の
政
策
で
あ
る
。
天
授
者
の
為
の
特
別

な
学
習
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
当
局
が
障
害
者
教
育
法
を
根
拠
に
し
て
与
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
は
、
天
授
者
の
要
求
が
指
導
の
個

別
プ
ラ
ン
を
通
じ
て
障
害
者
の
要
求
の
扱
い
と
ほ
ぼ
同
様
の
方
法
で
争
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
一
部
の
州
で
は
、
裁
判
所
命
令
に
基
づ

く
人
種
分
離
廃
止
命
令
に
賛
同
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
に
伴
い
前
述
の
障
害
者
と
の
狭
間
に
お
か
れ
た
天
授
者
を
把
握
し
よ
う
と
す
ら
し

て
い
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
、
一
九
八
五
年
に
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
州
上
訴
裁
判
所
は
、
Bennettv.City
Sch.D
ist.事
件
判
決
（
40
）に
お
い
て
、
学
校
区
が
天

賦
の
才
能
の
あ
る
生
徒
の
最
大
限
の
発
達
を
援
助
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
つ
く
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
州
法
の
条
文
に
つ
い
て
、
天
賦
の
才

能
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
は
選
択
で
あ
り
命
令
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
、
学
校
区
が
才
能
あ
り
と
認
め
た
生
徒
の
一
部
に
限
り
供

給
す
る
こ
と
、
お
よ
び
抽
選
制
度
を
経
て
生
徒
を
選
抜
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
も
の
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
す
で
に
天
授
者
に
関

連
し
た
命
令
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
い
て
指
導
す
る
州
法
を
備
え
て
い
た
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
で
は
（
41
）、

一
九
八
八
年
に
同
州
最
高
裁
判
所

が
、
CentennialSch.D
ist.v.Com
m
onw
ealth
D
ept.ofEduc.事
件
判
決
（
42
）に

お
い
て
、
州
法
が
、
学
校
区
に
対
し
て
子
ど
も
の
能
力
を

全
体
的
に
強
化
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
よ
り
も
さ
ら
に
、
天
授
者
の
個
別
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
設
定
す
る
強
制
的
な
責
務
に
就
か
せ
て
い
る
と
し

た
う
え
で
、
州
法
が
学
校
区
の
既
存
の
、
不
変
の
、
お
よ
び
特
別
の
教
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
提
供
の
範
囲
外
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
以
上
に
排

他
的
な
個
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
要
求
せ
ず
、
子
ど
も
の
能
力
を
最
大
に
す
る
義
務
を
課
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
判

決
に
よ
っ
て
、
州
や
学
校
区
は
、
天
授
者
の
親
が
大
学
の
授
業
に
対
し
て
賠
償
請
求
を
し
て
も
、
拒
否
す
る
権
限
を
持
つ
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
親
た
ち
の
請
求
は
続
い
て
い
る
。
一
九
九
四
年
に
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州
最
高
裁
判
所
は
、
Broadley
v.Bd.

ofEduc.事
件
判
決
（
43
）に

お
い
て
、
天
授
者
の
特
異
性
を
満
た
す
個
人
専
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
要
求
す
る
親
た
ち
の
請
求
を
退
け
て
生
徒
に
特
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別
教
育
の
資
格
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
州
が
こ
れ
ま
で
に
も
こ
の
権
利
の
拡
大
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
最
後
に
、

特
別
教
育
が
障
害
者
に
限
り
提
供
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
州
の
障
害
者
個
人
に
供
給
す
る
行
為
が
平
等
保
護
違
反
に
な
ら
な

い
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
高
等
教
育
の
学
費
支
払
い
義
務
に
関
す
る
同
様
の
事
件
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
六
年
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
控
訴

裁
判
所
は
、
Leviv.O
’Connel事
件
判
決
（
44
）に

お
い
て
、
一
六
歳
未
満
の
「
極
端
な
」
天
授
者
の
親
が
、
州
に
対
し
て
自
分
の
子
ど
も
の
大

学
教
育
の
費
用
負
担
を
要
求
を
退
け
、
た
と
え
必
修
の
就
学
年
齢
で
あ
っ
て
も
、
子
ど
も
の
大
学
教
育
に
つ
い
て
州
が
学
費
を
支
払
う
義

務
を
負
っ
た
と
い
う
連
邦
法
お
よ
び
州
法
が
一
つ
も
な
い
と
判
示
し
て
た
。
こ
の
よ
う
に
天
授
者
は
、
親
た
ち
が
天
授
者
と
呼
ば
れ
る
特

殊
な
存
在
の
た
め
に
能
力
や
年
齢
を
根
拠
に
普
通
教
育
課
程
の
資
格
を
持
ち
出
し
て
も
、
特
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
為
の
金
銭
的
保
護
の
請
求

を
、
法
律
に
基
づ
き
退
け
る
傾
向
が
強
い
の
で
あ
る
（
45
）。

こ
こ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
見
た
目
で
判
別
が
可
能
な
人
種
、
性
別
、
お
よ
び
年
齢
に
つ
い
て
は
、
人
種
あ
る
い
は
、
性
別
を
基

準
に
す
る
こ
と
は
裁
判
所
の
命
令
が
な
い
限
り
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
年
齢
は
、
生
徒
が
置
か
れ

る
だ
ろ
う
環
境
に
応
じ
て
入
学
基
準
に
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
比
べ
て
、
見
た
目
に
よ
る
直
接
判
断

が
難
し
い
能
力
に
つ
い
て
は
、
優
先
待
遇
が
長
く
十
分
な
手
続
き
の
下
で
取
り
組
み
続
け
る
こ
と
に
よ
り
得
る
利
益
の
証
明
、
あ
る
い
は

こ
の
優
先
待
遇
が
緻
密
に
誂
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
裁
判
所
に
慎
重
な
判
断
を
す
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。

（
1
）
歴
史
的
に
は
、
白
人
女
性
と
黒
人
女
性
の
人
種
差
別
が
同
時
に
疑
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
強
姦
等
の
性
的
暴
行
が
含
ま
れ
て
お
り
、
性
的
暴
行
を
要
因
に
生

ま
れ
た
混
血
児
が
白
人
な
の
か
、
そ
れ
と
も
黒
人
な
の
か
、
と
い
う
見
た
目
だ
け
で
は
片
づ
け
ら
れ
な
い
差
別
問
題
を
産
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

（
2
）
建
国
初
期
の
州
レ
ベ
ル
の
事
案
で
は
、
親
が
女
児
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
就
学
さ
せ
な
い
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
極
わ
ず
か
な
性
差
別
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
政
府
側
（
公
権
力
）
と
親
の
教
育
の
自
由
、
あ
る
い
は
宗
教
の
自
由
な
ど
と
い
っ
た
自
由
権
侵
害
の
問
題
と
混
在
し
て

い
る
。
事
案
に
よ
っ
て
は
、
非
常
に
希
薄
な
も
の
で
気
が
付
き
に
く
い
も
の
も
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
資
料
を
客
観
的
に
見
直
す
こ
と
は
、
今
後
の
研
究
で
必
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要
な
材
料
を
得
る
機
会
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
R
ulison
v.Post,79
Ill.567
(Ill.1875);State
v.Sch.D
ist.,48
N
.W
.393
(N
eb.1891);

Statev.Ferguson,144
N
.W
.1039
(N
eb.1914).こ
れ
ら
の
判
例
解
説
は
、
佐
藤
全
『
米
国
教
育
課
程
関
係
判
例
の
研
究
』（
風
間
書
房

一
九
八
四
年
）

一
〇
六
頁
以
下
第
一
章
参
照
。

（
3
）
教
師
の
雇
用
に
関
す
る
性
差
別
は
、
公
民
権
法
第
七
編
の
雇
用
に
お
け
る
性
差
別
の
取
り
扱
い
に
な
る
た
め
、
主
要
な
テ
キ
ス
ト
で
は
、
雇
用
問
題
の
独

立
し
た
章
を
設
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
生
徒
・
学
生
の
人
種
分
離
廃
止
と
一
緒
に
取
り
扱
う
こ
と
に
慎
重
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
教
師
の
雇

用
・
配
置
は
、
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
編
成
お
よ
び
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
質
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
生
徒
・
学
生
の
学
習
・
学
問
に

影
響
が
及
ぶ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
検
討
し
て
も
明
ら
か
に
な
る
事
柄
が
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が

あ
り
、
こ
れ
は
、
ど
う
い
っ
た
、
ま
た
は
ど
の
よ
う
な
性
質
の
自
由
権
な
の
か
、
ま
た
、
こ
の
見
出
さ
れ
た
自
由
権
に
関
す
る
規
範
力
の
程
度
、
射
程
の
範

囲
、
全
体
に
お
け
る
密
度
の
割
合
な
ど
に
つ
い
て
、
教
師
の
教
育
の
自
由
な
ら
び
に
教
師
以
外
の
教
育
の
自
由
の
主
体
と
の
関
係
な
ど
、
細
か
く
精
査
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
事
柄
が
多
く
含
ま
れ
る
。
こ
の
抽
出
作
業
は
、
今
後
の
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
。

（
4
）
合
衆
国
憲
法
第
四
章
第
二
節
、
お
よ
び
修
正
第
一
四
条
第
一
節
の
文
言
に
含
ま
れ
る
「
特
権
（
privilege）」
と
「
免
除
（
im
m
unity）」
に
由
来
し
、

privilegeand
im
m
unity
clauseと
呼
ば
れ
る
（
樋
口
「
ア
メ
リ
カ
憲
法
」
二
一
九
頁
以
下
参
照
）。
修
正
第
一
四
条
制
定
以
降
に
連
邦
最
高
裁
が
取
り
扱
っ

た
も
の
と
し
て
は
、専
門
的
職
業
：
Bradw
ellv.StateofIllinois,83U
.S.(16W
all.)130(1873)、参
政
権
：
M
inorv.H
apperesett,88U
.S.162(1874)、

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
判
決
は
、
特
権
免
除
に
は
当
た
ら
な
い
と
し
て
、
女
性
の
訴
え
を
退
け
て
い
た
。

（
5
）
208U
.S.412(1908).連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
職
業
に
関
す
る
契
約
を
結
ぶ
一
般
的
権
利
が
個
人
の
自
由
の
一
部
で
あ
っ
て
、
女
性
は
男
性
と
同
様
に
修
正

第
一
四
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
平
等
な
契
約
上
の
権
利
お
よ
び
個
人
的
権
利
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
権
利
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
州

は
修
正
第
一
四
条
に
違
反
す
る
こ
と
な
く
個
人
の
契
約
の
権
利
を
規
制
で
き
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
最
近
の
判
例
解
説
は
、
柴
田
直
子
「
経
済
的
自
由
と

デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
（
2
）」
樋
口
範
雄
（
他
）（
編
）『
ア
メ
リ
カ
法
判
例
百
選
』（
有
斐
閣

二
〇
一
二
年
）
九
二
頁
参
照
。

（
6
）
こ
れ
ら
判
決
は
、
国
家
お
よ
び
州
権
力
が
介
入
す
る
こ
と
で
労
働
者
の
契
約
の
自
由
を
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
欧
州
に
お
け
る
社
会
権
の
保
障
が

実
現
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
に
類
似
し
た
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
7
）
G
oesaertv.Cleary,335U
.S.464(1948).こ
の
他
に
、
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
フ
リ
ー
ダ
ム
に
関

連
し
て
修
正
第
一
条
と
結
び
つ
い
た
事
案
：
Cohen
v.SBV
C,883
F.Supp.1407
(C.D
.Cal.1955)が
あ
る
。

（
8
）
404
U
.S.71
(1971).本
判
決
よ
り
も
先
に
、
両
性
の
雇
用
機
会
の
平
等
に
つ
い
て
公
民
権
法
第
七
編
違
反
を
判
示
し
た
事
案
：
Phillips
v.M
artin

M
arietta
Co.,400
U
.S.542
(1971)が
あ
る
。
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（
9
）
年
齢
に
基
づ
く
区
別
と
関
連
性
の
あ
る
問
題
で
あ
る
。

（
10
）
430U
.S.703(1977).第
三
巡
回
区
審
判
決
（
532F.2d
880(3d
Cir.1976)）
に
お
い
て
Gibbons裁
判
官
は
、
学
校
区
の
政
策
が
EEO
A
違
反
で
あ
る
と

い
う
反
対
意
見
を
付
し
て
い
る
。

（
11
）
近
年
は
、
性
同
一
性
障
害
（
ト
ラ
ン
ス
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
）
へ
の
社
会
の
関
心
が
集
ま
り
つ
つ
あ
り
、
一
方
の
性
別
に
限
定
さ
れ
た
職
業
に
就
こ
う
と
す
る

場
合
に
戸
籍
上
の
性
別
だ
け
で
は
考
慮
し
き
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
12
）
458U
.S.718(1982).最
近
の
判
例
解
説
は
、
青
柳
幸
一
「
州
立
女
子
大
学
の
違
憲
性
」
憲
法
訴
訟
研
究
会

芦
部
信
喜
（
編
）『
ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例
』（
有

斐
閣

一
九
九
八
年
）
二
〇
五
頁
参
照
。

（
13
）
筆
者
は
、〝
希
望
す
る
職
業
に
就
く
た
め
に
必
要
な
教
育
を
う
け
る
権
利
が
あ
る
〞
と
い
う
場
合
に
は
、
受
け
入
れ
側
に
対
し
て
①
学
問
（
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
）

に
由
来
す
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
、
そ
れ
と
も
②
経
済
活
動
に
関
す
る
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
、
③
一
方
の
性
別
に
限
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
〔
や
む
に
や

ま
れ
ぬ
理
由
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
証
明
〕
が
必
要
に
な
り
、
さ
ら
に
④
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
一
方
の
性
別
で
な
け
れ
ば
達
成
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
、
つ

ま
り
生
物
学
上
の
雌
雄
を
理
由
に
〔
緻
密
に
誂
え
ら
れ
て
い
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
こ
と
の
証
明
〕
が
必
要
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

（
14
）
518U
.S.515(1996).最
近
の
判
例
解
説
は
、
岡
田
信
弘
「
州
立
男
子
『
軍
人
養
成
』
大
学
の
違
憲
性
」
憲
法
訴
訟
研
究
会

戸
松
秀
典
（
編
）『
続
・
ア
メ

リ
カ
憲
法
判
例
』（
有
斐
閣

二
〇
一
四
年
）
一
七
三
頁
参
照
。

（
15
）
M
BCは
、
一
八
四
二
年
に
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
で
A
ugusta
Fem
ale
Sem
inaryと
し
て
創
立
し
た
私
立
女
子
大
学
で
あ
る
。
一
八
九
五
年
か
ら
M
ary

Baldw
in
Sem
inary、そ
の
後
一
九
二
三
年
に
現
在
の
学
校
名
に
改
称
し
た
。
一
九
六
三
年
ま
で
は
、白
人
女
性
に
限
り
受
け
入
れ
を
し
て
い
た
。
同
校
は
、

Staunton
M
ilitary
A
cadem
y（
SM
A
）（
一
八
六
〇
年
創
立
の
私
立
男
子
大
学
、
SM
A
の
名
称
は
一
八
八
四
年
以
降
）
が
一
九
七
六
年
に
閉
校
し
た
こ
と

を
う
け
て
、
女
子
校
の
ま
ま
、
そ
の
土
地
と
設
備
（
軍
隊
訓
練
施
設
を
含
む
）
を
譲
り
受
け
て
当
時
の
お
よ
そ
三
倍
の
規
模
に
な
っ
た
。
本
件
事
案
に
つ
い

て
は
、
一
九
九
二
年
に
第
四
巡
回
区
が
、
女
性
に
同
等
の
機
会
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
V
irginiaM
ilitary
Institute（
V
M
I）
に
関
す
る
入
学
方
針
の
中

に
平
等
保
護
条
項
違
反
を
見
つ
け
た
（
U
.S.v.V
irginia,976
F.2d
890
(4th
Cir.1992)）。
一
九
九
五
年
に
同
巡
回
区
裁
判
所
が
、
男
性
限
定
プ
ロ
グ
ラ

ム
で
あ
る
V
M
I側
の
主
張
が
女
性
を
排
除
し
な
い
高
等
教
育
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
多
様
性
を
規
定
し
た
と
判
決
し
、
①
女
性
の
入
学
、
②
女
性
の
た
め

に
対
応
し
た
機
構
の
設
立
、
③
V
M
Iに
関
す
る
支
援
の
停
止
、
と
い
っ
た
三
つ
の
選
択
肢
を
提
供
し
、
州
が
、
州
の
ご
く
わ
ず
か
な
私
立
の
女
性
限
定
学
校

で
あ
る
M
BCに
、
同
種
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
設
立
す
る
選
択
を
し
、
そ
の
決
定
を
支
持
し
て
い
た
（
U
.S.v.V
irginia,44
F.3d
1229
(4th
Cir.1995)）。

M
BCは
、
一
九
九
五
年
に
州
の
要
請
を
う
け
て
‶T
he
V
irginia
W
om
en’sInstitute
forLeadership（
V
W
IL）"
を
掲
げ
て
、
そ
の
中
の
一
つ
と
し
て

軍
隊
士
官
養
成
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
も
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
実
施
さ
れ
て
い
る
。
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（
16
）
一
八
三
九
年
創
立
の
州
立
大
学
で
あ
る
。
V
M
Iは
軍
隊
士
官
養
成
所
と
い
う
性
格
を
理
由
に
全
寮
制
を
採
用
し
て
お
り
、
本
判
決
以
降
は
、
女
子
学
生
の

入
学
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
17
）
本
件
事
案
は
、
単
純
に
男
女
平
等
な
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
な
設
備
の
質
に
言
及
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
公
立
校
と
私
立
校
の
設
置
者
の
責

務
の
違
い
に
ま
で
迫
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
18
）
G
arrettv.Board
ofE
ducation,775
F.Supp.1004
(E.D
.M
ich.1991).

（
19
）
レ
ス
リ
ン
グ
、
ラ
グ
ビ
ー
、
ア
イ
ス
ホ
ッ
ケ
ー
、
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
、
お
よ
び
そ
の
他
の
激
し
い
フ
ィ
ジ
カ
ル
（
も
し
く
は
ボ
デ
ィ
）
コ
ン

タ
ク
ト
の
あ
る
ス
ポ
ー
ツ
の
こ
と
で
あ
る
。

（
20
）
34
C.F.R.§
106.41(b)(2012).

（
21
）
647
F.2d
651
(6th
Cir.1981).

（
22
）
N
CA
A
v.Sm
ith,525
U
.S.459
(1999).

（
23
）
531
U
.S.288
(2001).

（
24
）
544U
.S.167(2005).性
差
別
に
基
づ
き
女
性
が
不
適
切
な
境
遇
に
あ
る
場
合
に
男
性
が
弁
護
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
公
平
な
資
金
、
公
平
な
設
備
と
備
品

の
利
用
な
ど
を
受
け
て
い
な
い
女
子
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
競
技
会
開
催
に
つ
い
て
、
男
性
の
教
師
兼
コ
ー
チ
の
不
満
を
理
由
と
し
た
申
立
て
が
あ
っ
た
こ
と

を
理
由
に
、
彼
を
コ
ー
チ
の
地
位
か
ら
解
任
し
た
。
こ
の
他
に
は
、
体
育
協
会
に
よ
る
男
子
高
校
生
と
同
じ
種
目
の
女
子
高
校
生
の
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
不
適

切
な
開
催
季
節
の
事
案
と
し
て
、
In
Com
m
unitiesfor
E
quity
v.M
ichigan
H
igh
Sch.A
thletic
A
ssn.,459
F.3d
676
(6th
Cir.2006).が
あ
る
。

（
25
）
本
研
究
は
検
討
の
対
象
外
に
し
て
い
る
の
だ
が
、﹇
公
共
機
関
・
教
師
・
生
徒
・
学
生
﹈
―
﹇
生
徒
・
学
生
﹈
の
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
疑
わ
れ

る
場
合
は
、
一
九
七
二
年
教
育
修
正
条
項
第
九
編
と
42
U
.S.C.§
1983を
結
び
つ
け
て
訴
え
ら
れ
る
。
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ク
ー
ス
は
、
G
ebserv.Lago
V
ista

Ind.Sch.D
ist.,524
U
.S.274
(1998).参
照
。
判
例
解
説
は
、
青
柳
幸
一
「
教
師
に
よ
る
生
徒
へ
の
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
学
校
区
の
責
任
」

憲
法
訴
訟
研
究
会

戸
松
秀
典
（
編
）『
続
・
ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例
』（
有
斐
閣

二
〇
一
四
年
）
四
〇
八
頁
参
照
。

（
26
）
ス
ポ
ー
ツ
は
、
相
手
の
能
力
を
破
壊
し
て
奪
い
再
起
不
能
に
す
る
こ
と
や
、
生
命
に
危
険
を
及
ぼ
す
こ
と
を
認
め
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
コ

ン
タ
ク
ト
・
ス
ポ
ー
ツ
は
、
意
図
に
か
か
わ
ら
ず
不
慮
の
事
故
に
よ
り
生
命
お
よ
び
身
体
に
危
険
を
及
ぼ
す
場
合
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
性
別
に
よ
り
分

離
す
る
こ
と
で
予
想
さ
れ
る
危
険
を
少
し
で
も
回
避
し
よ
う
と
す
る
試
み
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ス
ポ
ー
ツ
は
、
興
業
的
側
面
を
備
え
て
い
る
場
合
が
あ
り
、

後
述
の
年
齢
及
び
能
力
に
基
づ
く
区
別
の
問
題
に
も
関
与
す
る
。

（
27
）
例
え
ば
、
誕
生
日
、
学
力
テ
ス
ト
な
ど
。
ま
た
、
障
害
者
な
ど
の
特
殊
な
事
情
が
存
在
す
る
と
さ
れ
る
も
の
に
関
し
て
は
、
本
稿
で
は
取
り
扱
わ
ず
に
今
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後
の
研
究
課
題
と
す
る
。

（
28
）
樋
口
範
雄
『
ア
メ
リ
カ
憲
法
』（
弘
文
堂

二
〇
一
一
年
）
四
八
八
頁
参
照
。

（
29
）
多
く
の
州
の
生
徒
は
、
普
通
教
育
学
校
に
六
歳
か
ら
一
六
歳
の
間
で
出
席
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
就
学
義
務
、
ま
た
は
三
歳
か
ら
二
一
歳
の
間
で

出
席
し
て
よ
い
と
い
う
少
し
余
裕
の
あ
る
就
学
義
務
の
な
か
で
学
年
・
学
級
別
に
分
類
さ
れ
る
。
ま
た
、
生
徒
の
実
力
に
応
じ
て
飛
び
級
、
留
年
が
あ
る
。

（
30
）
Pub.L.94-135,title
III,§
302,89
Stat.728
(1975).(codified
at42
U
.S.C.§
6101-6107).

（
31
）
州
立
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
へ
の
飛
び
入
学
：
H
om
olav.Southern
IllinoisU
niversity,1993W
L
525849,1993U
.S.A
pp.Lexis34465(7th
Cir.1993);

高
齢
者
の
入
学
：
H
arrisv.M
em
bersofthe
Bd.ofG
overnors,2011
U
.S.D
ist.Lexis
96010
(E.D
.M
ich.2011).

（
32
）
九
月
一
日
時
点
で
入
学
年
齢
六
歳
に
達
し
な
い
場
合
の
一
年
生
へ
の
飛
び
入
学
：
W
rightv.E
ctor
County
I.S.D
.,867
S.W
.2d
863
(T
ex.A
pp.

1994).

（
33
）
42U
.S.C.§
6107(4)(B)は
、
42U
.S.C.§
6103(b)の
‶program
oractivity"
に
つ
い
て
（
ⅰ
）
高
等
教
育
と
（
ⅱ
）
そ
れ
以
外
の
教
育
と
い
う
よ
う
に

分
け
て
考
え
て
い
る
。

（
34
）
性
差
別
で
概
観
し
た
ス
ポ
ー
ツ
は
、
こ
こ
に
当
て
は
ま
る
部
分
が
あ
る
（
コ
ン
タ
ク
ト
ス
ポ
ー
ツ
の
場
合
な
ど
）。

（
35
）
269F.Supp.401(D
.D
.C.1967).判
例
解
説
は
、
船
木
正
文
「
ア
メ
リ
カ
の
能
力
別
編
成
と
教
育
の
平
等
（
5
）」
大
東
文
化
大
学
紀
要
三
三
号
（
一
九

九
四
年
）
一
三
一
頁
以
下
参
照
。

（
36
）
合
憲
に
な
る
試
験
結
果
の
利
用
：
Singleton
v.Jackson
M
un.Separate
Sch.D
ist.,419
F.2d
1211
(5th
Cir.1969).

（
37
）
648
F.2d
989
(5th
Cir.1981).本
件
事
案
は
、
第
三
章
に
お
い
て
詳
し
く
検
討
す
る
。

（
38
）
775
F.2d
1403
(11th
Cir.1985).

（
39
）
‶gifted"
は
、
学
術
用
語
で
あ
る
も
の
の
、
定
義
が
難
し
く
、
欧
米
で
は
宗
教
観
に
基
づ
き
天
か
ら
特
別
に
与
え
ら
れ
た
能
力
と
い
う
意
味
が
あ
っ
て
、
全

般
的
、
あ
る
い
は
学
術
的
才
能
を
対
象
に
し
て
い
る
。
‶talented"
は
、
一
般
的
に
は
‶gifted"
と
同
意
に
さ
れ
て
い
る
が
、
主
に
芸
術
的
才
能
を
対
象
に

す
る
。
但
し
、
日
本
で
言
う
「
天
才
」
と
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
‶gifted"
お
よ
び
‶talented"
は
、
英
才
児
、
天
才
児
と
も
呼
ば

れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
は
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群
、
発
達
障
害
を
含
む
障
害
者
の
た
め
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
本
研
究
で
は

事
例
に
基
づ
い
て
障
害
者
と
は
異
に
す
る
と
い
う
理
解
の
下
で
「
天
授
者
」
あ
る
い
は
「
天
授
児
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。
例
え
ば
、
‶gifted"
と
さ
れ
る
の

は
、
物
理
学
者
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（
A
lbertEinstein）
や
博
学
者
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ビ
ン
チ
（
LeonardodaV
inci）
な
ど
の
よ
う
な

人
が
相
当
す
る
。
参
照
し
や
す
い
も
の
と
し
て
、
松
村
暢
隆
「
才
能
教
育
（
Gifted
and
T
alented
Education）」
ア
メ
リ
カ
教
育
学
会
編
『
現
代
ア
メ
リ
カ
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教
育
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
東
信
堂

二
〇
一
〇
年
）
一
〇
七
頁
参
照
、
合
田
美
穂
「
香
港
に
お
け
る
ギ
フ
テ
ッ
ド
教
育
の
歴
史
・
政
策
・
課
題
」『
甲
南
女
子

大
学
研
究
紀
要

人
間
科
学
編
』
第
四
六
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
一
―
三
二
頁
参
照
。
ポ
ー
タ
ー
倫
子
「
ア
メ
リ
カ
の
ギ
フ
テ
ッ
ド
事
情
」：
C
H
ILD

RESEA
RCH
N
ET
,http://w
w
w
blog.crn.or.jp/report/02/130.htm
l,accessed
A
pril30,2015.

（
40
）
Bennettv.City
Sch.D
ist.,497
N
.Y
.S.2d
72(A
pp.D
iv.1985).

（
41
）
24
Pa.ST
A
T
.A
N
N
.§
13-1371(1)(2012).

（
42
）
CentennialSch.D
ist.v.Com
m
onw
ealth
D
ep’tofE
duc.,539
A
.2d
785
(Pa.1988).

（
43
）
Broadley
v.Bd.ofE
duc.,639
A
.2d
502(Conn.1994).

（
44
）
50
Cal.Rptr.3d
691
(app.Ct.2006).

（
45
）
N
ew
Brighton
A
rea
Sch.D
ist.v.M
attehew
Z.,697
A
.2d
1056
(Pa.Com
m
w
.Ct.1997);Brow
nsvilleA
rea
Sch.D
ist.v.StudentX
,729
A
.

2d
198
(Pa.Com
m
w
.Ct.1999);Saucon
V
alley
Sch.D
ist.v.R
obertO
.,785
A
.2d
1069
(Pa.Com
m
w
.Ct.2001).

第
三
節

教
育
の
機
会
均
等
と
基
本
的
権
利

第
三
節
は
、
言
語
に
基
づ
く
差
別
の
合
衆
国
憲
法
上
の
取
り
扱
い
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
準
備
と
し
て
、
合
衆
国
憲
法
に
お
い
て
明

文
保
障
さ
れ
て
い
な
い
基
本
的
権
利
の
平
等
保
護
に
つ
い
て
、
教
育
を
う
け
る
権
利
と
女
性
特
有
の
問
題
に
対
応
す
る
連
邦
最
高
裁
判
所

の
解
釈
を
若
干
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

基
本
的
権
利
に
関
わ
る
審
査
は
、〝
疑
わ
し
い
分
類
〞
と
は
別
に
、
侵
害
さ
れ
て
い
る
権
利
そ
の
も
の
が
〝
基
本
的
権
利
〞
と
認
め
ら
れ

れ
ば
、
厳
格
審
査
の
基
準
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
一
般
的
に
差
別
の
問
題
は
、
憲
法
上
の
実
体
的
権
利
に

関
わ
り
審
査
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
次
に
み
る
よ
う
に
性
差
別
は
、
性
別
特
有
の
問
題
が
、
憲
法
に
列
挙
さ
れ
て
は
い
な
い
基
本
的
権

利
の
問
題
と
し
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
で
審
査
基
準
の
厳
格
さ
を
引
き
上
げ
て
い
る
。
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第
一
項

女
性
の
婚
姻
と
妊
娠
に
基
づ
く
学
校
の
配
慮

一
九
六
〇
年
以
降
、
結
婚
と
妊
娠
し
た
生
徒
に
関
す
る
法
の
原
則
は
、
劇
的
に
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
分
野
の
法
律
の
発
展
か
ら
見
え

て
く
る
こ
と
は
、
生
徒
が
不
利
な
分
類
方
法
に
よ
っ
て
教
育
を
う
け
る
機
会
を
奪
わ
れ
る
こ
と
か
ら
保
護
す
る
と
い
う
司
法
権
の
責
任
の

限
界
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
公
立
学
校
生
徒
が
結
婚
を
理
由
に
分
離
さ
れ
た
場
合
は
、
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
四
条
お
よ
び

教
育
修
正
条
項
第
九
編
に
基
づ
き
違
法
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
一
九
七
八
年
に
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
が
、
Zablockiv.Redhail事
件

判
決
（
1
）に

お
い
て
、
結
婚
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
結
び
付
け
て
基
本
的
権
利
の
性
格
を
与
え
て
平
等
保
護
条
項
の
厳
格
審
査
基
準
を
適

用
し
た
。
つ
ま
り
、
州
は
、
結
婚
し
た
生
徒
を
分
離
し
た
こ
と
に
つ
い
て
違
憲
に
な
ら
な
い
理
由
を
満
た
す
た
め
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利

益
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
2
）。

妊
娠
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
領
域
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
学
校
教
育
に
お
け
る
生
徒
・
学
生
の
妊
婦
と
い
う
領
域
に
限
れ
ば
、

第
九
編
は
、
資
金
受
領
人
が
生
徒
の
親
、
家
族
、
あ
る
い
は
婚
姻
に
関
連
し
て
性
別
に
基
づ
き
異
な
る
取
扱
い
を
す
る
ル
ー
ル
を
適
用
す

る
こ
と
を
明
確
に
禁
止
し
て
お
り
、
妊
娠
、
出
産
、
想
像
妊
娠
、
妊
娠
中
絶
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
結
果
失
っ
た
も
の
へ
の
回
復
に
基
づ

く
差
別
を
禁
止
す
る
（
3
）。

さ
ら
に
い
え
ば
、
生
徒
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
、
成
人
の
場
合
と
同
様
に
、
修
正
第
一
四
条
に
関
係
し
て
州
お
よ
び

連
邦
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
。

妊
娠
し
た
生
徒
に
特
別
措
置
を
施
す
場
合
は
、
生
徒
が
積
極
的
に
参
加
を
申
し
出
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
が
、
学
校
側
が
生
徒
の
同
意

な
く
参
加
さ
せ
た
り
、
ま
た
は
強
制
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
学
校
区
は
、
生
徒
が
通
常
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

に
就
学
可
能
だ
と
い
う
内
科
医
の
診
断
証
明
な
ど
、
専
門
家
の
意
見
書
の
提
出
を
生
徒
に
要
請
で
き
る
。
そ
し
て
、
特
別
措
置
は
、
プ
ロ

グ
ラ
ム
お
よ
び
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
一
般
生
徒
の
も
の
と
同
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
一
九
六
六
年
に
テ
キ
サ
ス
州
民
事
控
訴

裁
判
所
は
、
A
lvin.Ind.Sch.D
ist.v.Cooper事
件
判
決
（
4
）に

お
い
て
、
母
親
で
あ
る
生
徒
を
他
の
生
徒
と
一
緒
の
授
業
に
出
席
す
る
こ
と
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を
妨
げ
て
い
た
公
立
学
校
規
則
を
無
効
に
し
た
。
ま
た
、
一
九
七
一
年
に
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
連
邦
地
裁
は
、
O
rdw
ay
v.

H
argraves事
件
判
決
（
5
）に

お
い
て
、
妊
娠
し
た
生
徒
が
他
の
生
徒
と
一
緒
に
授
業
に
出
席
す
る
憲
法
上
の
権
利
が
あ
り
、
妊
娠
中
の
生
徒

に
対
す
る
特
別
な
取
扱
い
を
す
る
教
育
上
の
理
由
が
な
け
れ
ば
学
校
当
局
は
生
徒
を
特
別
扱
い
に
で
き
ず
、
通
常
の
高
校
授
業
か
ら
妊
娠

中
の
未
婚
の
生
徒
を
学
校
当
局
が
追
放
す
る
よ
う
な
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
他
の
裁
判
所
は
、
二
一
歳
以
上
の
生
徒

に
向
け
ら
れ
た
成
人
の
普
通
教
育
ク
ラ
ス
に
出
席
さ
せ
る
政
策
が
、
妊
娠
し
た
生
徒
の
公
立
学
校
教
育
を
受
け
る
権
利
に
違
反
す
る
と
し

て
お
り
（
6
）、

別
の
裁
判
所
で
も
、
結
果
と
し
て
容
認
で
き
な
い
差
別
に
な
る
と
い
う
理
由
で
課
外
活
動
か
ら
結
婚
し
た
生
徒
の
排
除
を
無
効

に
し
て
憲
法
の
平
等
保
護
に
違
反
す
る
と
し
て
い
る
（
7
）。

し
た
が
っ
て
、
女
性
の
結
婚
、
お
よ
び
妊
娠
の
よ
う
に
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と
考
え
ら
れ
て
い
る
領
域
は
、
憲
法
上
の
基
本

的
権
利
と
し
て
扱
う
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
に
結
び
付
け
て
厳
格
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。

第
二
項

合
衆
国
憲
法
に
お
け
る
教
育
を
う
け
る
権
利
の
性
格

今
日
ま
で
、
合
衆
国
憲
法
に
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
権
利
は
、
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
保
証
さ
れ
な
い
と
い
う
原
則
の
下
、
修
正
第
一
四

条
の
解
釈
を
通
じ
て
権
利
の
保
障
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
特
に
Brow
n事
件
判
決
以
降
、
憲
法
に
明
文
規
定
の
無
い
教
育
は
、
人
種
分
離

廃
止
の
解
釈
に
大
き
く
関
わ
り
な
が
ら
検
討
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
教
育
の
機
会
均
等
と
密
接
に
関
わ
る
教
育
を
う
け
る
権
利
は
、
厳

格
審
査
基
準
を
適
用
す
る
基
本
的
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

教
育
を
う
け
る
権
利
の
合
衆
国
憲
法
上
の
性
格
は
、
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
が
一
九
七
三
年
に
San
A
ntonio
Ind.Sch.D
ist.v.

Rodriguez事
件
判
決
（
8
）に

お
い
て
示
し
た
。
本
件
は
、
原
告
が
、
テ
キ
サ
ス
の
公
教
育
資
金
制
度
に
つ
い
て
、
地
域
に
よ
っ
て
資
金
の
提
供

額
に
格
差
が
あ
り
、
平
等
条
項
と
の
関
係
で
貧
し
い
子
ど
も
を
不
利
に
し
て
い
る
と
主
張
し
て
不
服
申
し
立
て
を
し
、
教
育
が
憲
法
上
の
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基
本
的
な
権
利
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
加
え
て
テ
キ
サ
ス
の
資
金
制
度
を
裁
判
所
が
厳
格
に
調
べ
る
よ
う
求
め
た
。
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト

は
、
教
育
は
、
合
衆
国
憲
法
が
保
障
す
る
権
利
で
は
な
く
、
ま
た
無
条
件
に
保
護
さ
れ
て
い
る
と
い
う
基
準
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
と
い

う
こ
と
（
9
）、

人
口
が
原
因
の
経
済
（
財
源
）
の
格
差
は
平
等
保
護
条
項
の
合
理
性
の
審
査
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
（
10
）、

な
ら
び
に
地

域
の
根
本
的
な
貧
富
に
よ
る
予
算
の
格
差
は
平
等
保
護
条
項
違
反
と
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
（
11
）、

教
育
が
ア
メ
リ
カ
憲
法
に
基
づ
い

て
保
障
さ
れ
る
基
本
的
権
利
で
は
な
い
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。
つ
ま
り
、
教
育
を
う
け
る
権
利
は
、
ア
メ
リ
カ
憲
法
の
下
で
明
確
に
保

護
さ
れ
た
権
利
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
バ
ー
ガ
ー
・
コ
ー
ト
は
、
Rodriguez事
件
か
ら
九
年
後
に
、
同
じ
く
テ
キ
サ
ス
州
が
舞
台
の
Plyler
v.D
oe事
件

判
決
（
12
）に

お
い
て
、
教
育
を
う
け
る
権
利
が
合
衆
国
憲
法
の
保
障
す
る
基
本
的
権
利
で
は
な
い
と
し
て
州
の
資
金
制
度
を
合
憲
と
し
な
が
ら

も
、
不
法
移
民
の
子
ど
も
の
教
育
を
う
け
る
権
利
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
不
法
移
民
の
子
ど
も
を
す
ご
く
不
利
な
立
場
に
し
て
い

た
州
の
教
育
法
が
、
テ
キ
サ
ス
州
が
州
の
教
育
法
で
禁
止
す
る
だ
け
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
州
の
利
益
を
満
た
す
だ
け
の
立
証
が
で
き
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
（
13
）、

不
法
移
民
お
よ
び
そ
の
子
ど
も
が
修
正
第
一
四
条
規
定
の
〝
何
人
〞
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
同
条
項
の
保
護
を
与
え

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
（
14
）、

州
教
育
法
を
違
憲
無
効
に
し
て
不
法
移
民
の
子
ど
も
が
無
償
の
公
教
育
に
参
加
す
る
こ
と
を
認
め
た
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
最
高
裁
は
、
教
育
を
う
け
る
権
利
が
合
衆
国
憲
法
の
保
障
す
る
基
本
的
権
利
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
の
で

あ
る
（
15
）。

本
件
の
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
は
、ア
メ
リ
カ
市
民
と
み
な
さ
れ
な
い
不
法
移
民
の
子
ど
も
が
対
象
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

合
衆
国
憲
法
に
基
づ
く
平
等
保
護
の
考
え
方
に
お
い
て
、
外
国
人
の
子
ど
も
は
、「
疑
わ
し
い
分
類
」
が
適
用
さ
れ
る
た
め
、
本
来
な
ら
ば

厳
格
審
査
基
準
が
該
当
す
る
。
ま
た
、
原
則
と
し
て
合
衆
国
憲
法
の
保
障
は
、
ア
メ
リ
カ
市
民
に
限
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
争
点
の
教
育
を

う
け
る
権
利
が
合
衆
国
憲
法
上
の
基
本
的
権
利
と
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
基
に
し
て
、
教
育
を
う
け
る
権
利
の
法
的
性
格
の
説
明
を
導
く
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こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。

加
え
て
、
Plyler事
件
後
に
発
効
さ
れ
た
『
子
ど
も
の
権
利
条
約
』
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
く
と
、
ア
メ
リ
カ
は
、
署
名
を
し
た
も
の
の
、

今
日
に
至
っ
て
も
批
准
を
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
移
民
の
子
で
は
な
く
正
式
な
ア
メ
リ
カ
市
民
の
子
ど
も
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
子
ど

も
の
教
育
を
う
け
る
権
利
は
、
連
邦
上
の
基
本
的
権
利
で
あ
る
可
能
性
が
十
分
に
残
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
よ
う
（
16
）。

（
1
）
434
U
.S.374
(1972).

（
2
）
も
っ
と
も
、
家
族
に
関
わ
る
問
題
の
全
て
が
基
本
的
権
利
の
厳
格
審
査
基
準
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
Lyng
v.Castillo,477
U
.

S.635
(1986);Bow
en
v.G
illiard,483
U
.S.587
(1987).

（
3
）
34
C.F.R.§
106.40
(2012).

（
4
）
404
S.W
.2d
76
(T
ex.Civ.A
pp.1966).

（
5
）
323
F.Supp.1155
(D
.M
ass.1971).

（
6
）
Beeson
v.K
iow
a
County
Sch.D
ist.R
E
-1,567
P.2d
801
(Colo.A
pp.1977).

（
7
）
Bellv.Lone
O
ak
Ind.Sch.D
ist.,507
S.W
.2d
636
(T
ex.Civ.A
pp.1974).

（
8
）
411
U
.S.1
(1973).

（
9
）
Ibid.at29-39.

（
10
）
Ibid.at18-28.

（
11
）
Ibid.at40-55.

（
12
）
457
U
.S.202
(1982).判
例
解
説
は
、
川
口
彰
義
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
不
法
入
国
自
動
の
教
育
へ
の
権
利
―
PLY
LER
v.D
O
E,457
U
.S.202,

102
S.Ct.2382
(1982)」『
愛
知
県
立
大
学
文
学
部
論
集

児
童
教
育
学
科
編
』
第
四
三
号
（
一
九
九
四
年
）
二
五
―
三
五
頁
参
照
。

（
13
）
Ibid.at210-15.

（
14
）
Ibid.at216-30.

（
15
）
Ibid.at221-23.に
お
い
て
、
Rodriguez事
件
判
決
を
引
用
し
て
、「
公
教
育
は
憲
法
が
個
人
に
付
与
し
た
権
利
で
は
な
い
」
(411.U
.S.1,35.(1973))と
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述
べ
て
い
る
が
、
Brow
n事
件
判
決
を
引
用
し
て
教
育
の
重
要
性
と
す
べ
て
の
人
の
対
等
な
利
用
の
機
会
(347.U
.S.483,493
(1954))を
重
視
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
教
育
を
う
け
る
権
利
が
基
本
的
権
利
の
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
16
）
Rodriguez事
件
判
決
、
Plyler事
件
判
決
に
直
接
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
Roperv.Sim
m
ons,543U
.S.551(2005)は
、
未
成
年
者
の
憲
法
解
釈

に
応
用
し
て
い
る
（
第
四
節
注
（
21
）
参
照
）。
そ
の
他
、
外
国
人
未
成
年
の
基
本
的
権
利
に
つ
い
て
述
べ
た
Renov.Flores,507U
.S.292(1993)判
例
解

説
は
、
荻
原
重
夫
「
外
国
人
青
少
年
の
拘
禁
―
実
質
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
」
憲
法
訴
訟
研
究
会

芦
部
信
喜
（
編
）『
ア
メ
リ
カ
憲
法
判
例
』（
有
斐
閣

一

九
九
八
年
）
三
〇
三
頁
参
照
。

第
四
節

ま
と
め

以
上
、
第
二
章
は
、
教
育
の
機
会
均
等
の
場
面
に
お
け
る
差
別
・
区
別
を
検
討
し
て
き
た
。
ま
ず
は
、
教
育
の
機
会
均
等
と
差
別
に
つ

い
て
ま
と
め
て
い
こ
う
。

1

奴
隷
制
度
廃
止
と
人
種
分
離
廃
止

ア
メ
リ
カ
の
人
権
保
障
の
考
え
方
は
、
区
別
の
廃
止
を
目
指
す
二
つ
の
法
理
に
よ
っ
て
一
部
が
成
り
立
つ
と
解
せ
る
。
ひ
と
つ
は
、
隷

属
支
配
を
取
り
除
き
不
当
な
支
配
を
う
け
な
い
同
じ
自
由
を
享
有
す
る
人
間
と
し
て
扱
う
と
い
う
、
南
北
戦
争
の
直
後
に
追
加
さ
れ
た
合

衆
国
憲
法
修
正
条
項
に
よ
っ
て
実
現
し
た
と
こ
ろ
の
奴
隷
制
度
廃
止
に
基
づ
く
平
等
の
法
理
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
形
式
的
な
設
備

が
整
っ
て
い
れ
ば
見
た
目
で
区
別
し
て
も
よ
い
と
い
う
、
同
じ
自
由
を
享
有
す
る
人
間
（
白
人
と
有
色
人
種
）
な
ら
ば
同
じ
公
共
サ
ー
ビ

ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
を
う
け
る
機
会
の
均
等
の
法
理
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
法
理
は
、
お
互
い
の
理
論
を
同

一
視
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
を
別
領
域
の
問
題
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
た
。
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2

教
育
の
機
会
機
会
と
分
離
す
れ
ど
も
平
等

公
教
育
に
お
け
る
教
育
の
機
会
均
等
は
、
人
種
分
離
廃
止
に
係
わ
る
問
題
と
極
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
Plessy事

件
判
決
（
1
）に

基
づ
き
「
分
離
す
れ
ど
も
平
等
」
の
法
理
の
時
代
の
特
徴
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
充
実
度
や
質
の
良
し
悪
し
よ
り
も
人
種
で
分
離

さ
れ
て
い
て
も
学
校
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
の
み
注
目
す
る
な
ら
ば
、当
時
の
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
四
条
に
基
づ
く
解
釈
は
、

設
備
が
あ
れ
ば
教
育
を
う
け
る
機
会
は
平
等
に
実
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、当
時
の
教
育
を
う
け
る
機
会
は
、

人
種
差
別
の
法
律
問
題
に
付
随
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
り
、
ま
た
は
傍
論
で
あ
っ
た
り
と
い
う
よ
う
に
、
学
校
に
お
け
る
人
種
分
離
の
適
法

性
が
問
わ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
段
階
で
は
、
ま
だ
ま
だ
公
立
学
校
教
育
の
教
育
内
容
の
質
の
問
題
と
し
て
直

接
論
じ
る
と
い
う
意
味
の
教
育
法
問
題
と
ま
で
は
言
え
ず
、
現
代
に
い
う
教
育
内
容
に
ま
で
注
目
し
よ
う
と
す
る
教
育
法
問
題
と
し
て
完

全
に
分
類
で
き
る
も
の
で
も
な
く
、
合
衆
国
憲
法
の
平
等
保
護
に
関
連
し
た
人
種
分
離
問
題
の
一
つ
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

3

教
育
の
機
会
均
等
と
迅
速
な
分
離
廃
止
措
置

人
種
分
離
問
題
は
、
Brow
n事
件
判
決
（
2
）が

出
さ
れ
た
こ
と
で
原
則
と
し
て
学
校
人
種
分
離
は
不
平
等
で
あ
り
、
同
質
設
備
の
整
備
と
利

用
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
差
別
に
な
る
こ
と
か
ら
迅
速
に
学
校
人
種
分
離
廃
止
を
実
施
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
加
え
て
、
一
九
五
四
年

お
よ
び
一
九
五
八
年
の
三
つ
の
判
決
（
3
）は

、
連
邦
お
よ
び
州
の
管
轄
す
る
す
べ
て
の
施
設
に
お
い
て
、
合
衆
国
憲
法
に
基
づ
く
平
等
保
護
が

国
内
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
人
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
州
と
地
方
の
専
権
事
項
で
あ
る
教
育
権
限
を
司
法
権
の
監
督
下

に
置
く
こ
と
、
さ
ら
に
修
正
第
一
四
条
に
基
づ
い
て
連
邦
政
府
の
資
金
を
通
じ
た
積
極
的
な
関
与
に
よ
る
是
正
を
行
う
こ
と
を
可
能
に
し

て
、
学
校
人
種
分
離
廃
止
に
新
し
い
局
面
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

北研 51 (1・144) 144

論 説



4

裁
判
所
に
よ
る
教
育
自
治
権
の
監
督
強
化

と
こ
ろ
が
複
雑
な
社
会
情
勢
は
、
積
極
的
な
強
制
力
と
管
理
を
伴
っ
て
人
種
統
合
を
実
現
す
る
方
向
に
シ
フ
ト
し
て
連
邦
と
司
法
権
の

関
与
を
さ
ら
に
強
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
連
邦
資
金
の
利
用
に
基
づ
く
新
し
い
差
別
の
問
題
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
連
邦
最
高

裁
判
所
は
、
Green事
件
判
決
（
4
）の

六
要
素
お
よ
び
Sw
ann事
件
判
決
（
5
）の

合
理
的
な
人
種
構
成
比
率
に
基
づ
く
二
段
基
準
、
K
eys事
件
判
決
（
6
）

の
意
図
的
な
国
家
行
為
の
証
明
に
よ
る
違
法
な
分
離
の
発
見
を
提
案
し
た
。
そ
し
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
M
illiken
I事
件
判
決
（
7
）に
お

い
て
裁
判
所
が
憲
法
で
保
障
さ
れ
る
以
上
に
救
済
の
範
囲
を
広
く
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
こ
と
、
Spangler事
件
判
決
（
8
）に

お
い
て
裁
判
所

の
有
す
る
監
督
権
限
の
逸
脱
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
M
illiken
II事
件
判
決
（
9
）に
お
い
て
裁
判
所

監
督
の
解
除
の
た
め
の
学
校
当
局
の
任
務
の
た
め
の
枠
組
み
基
準
を
明
ら
か
に
し
、
Bakke事
件
判
決
（
10
）に

お
い
て
厳
格
審
査
を
適
用
し
多

様
性
の
あ
る
学
生
集
団
を
確
保
す
る
た
め
に
と
い
う
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
を
認
め
る
に
し
て
も
、
特
定
の
人
種
に
対
し
て
明
確
な
数
字

で
特
別
枠
を
割
り
当
て
る
こ
と
自
体
が
違
憲
に
な
る
と
述
べ
て
具
体
的
な
裁
判
所
の
権
限
の
範
囲
を
示
し
た
。
こ
う
し
て
先
例
が
整
っ
た

こ
と
で
Craw
ford事
件
判
決
（
11
）で

は
、
州
憲
法
を
含
む
州
の
法
令
が
修
正
第
一
四
条
の
平
等
保
護
条
項
に
従
っ
て
い
な
け
れ
ば
違
憲
の
判

断
を
下
せ
る
と
判
示
し
て
、
下
級
裁
判
所
が
積
極
的
に
学
校
人
種
分
離
に
対
し
て
違
憲
判
決
を
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

5

教
育
自
治
権
の
回
復
と
学
校
人
種
分
離
の
廃
止
の
実
現

積
極
的
に
違
憲
判
決
を
出
せ
る
環
境
は
、
教
育
権
の
全
権
が
司
法
権
に
属
す
る
も
の
と
誤
解
さ
せ
、
下
級
裁
判
所
が
学
校
人
種
分
離
廃

止
を
実
現
し
た
学
校
区
の
監
督
を
解
除
せ
ず
に
増
税
命
令
を
下
す
ま
で
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
D
ow
ell事
件

判
決
（
12
）に

お
い
て
厳
格
審
査
基
準
の
限
界
、
平
等
条
項
に
従
っ
た
学
校
区
運
営
か
つ
以
前
の
分
離
プ
ラ
ン
に
戻
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と

を
述
べ
、
教
育
委
員
会
の
取
り
組
み
に
え
こ
ひ
い
き
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
に
限
り
、
裁
判
所
に
よ
る
監
督
を
終
了
さ
せ
る
と
し
て
、
学
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校
区
の
教
育
自
治
権
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
Green事
件
判
決
の
六
要
素
に
基
づ
く
評
価
を
す
る
こ
と
、
お
よ
び
オ
ク
ラ
ホ
マ
・
シ
テ
ィ

に
お
け
る
現
実
の
住
所
に
基
づ
く
分
離
が
民
間
決
定
に
基
づ
き
製
作
さ
れ
た
経
済
活
動
の
結
果
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
ま
で
の
学
校
人
種
分

離
の
形
跡
が
あ
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
再
検
討
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
さ
ら
に
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
学
校
区

が
遵
守
す
べ
き
こ
と
、
お
よ
び
評
価
す
べ
き
点
に
つ
い
て
、
Jenkins
III事
件
判
決
（
13
）が

Freem
an事
件
判
決
（
14
）の

裁
判
所
の
監
督
を
解
除
す

る
た
め
の
下
級
裁
判
所
が
審
査
す
る
た
め
の
三
つ
の
判
断
基
準
を
適
用
し
て
、
学
校
区
を
監
督
す
る
下
級
裁
判
所
は
、
学
校
区
が
連
邦
最

高
裁
判
所
の
示
し
て
き
た
学
校
人
種
分
離
廃
止
基
準
に
従
っ
て
人
種
分
離
廃
止
を
達
成
し
て
い
る
な
ら
ば
、
州
お
よ
び
学
校
区
に
教
育
自

治
権
を
返
還
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
判
示
す
る
ま
で
に
至
っ
た
。

つ
ま
り
、
学
校
人
種
分
離
は
、
学
校
区
の
教
育
自
治
権
が
回
復
し
た
と
こ
ろ
で
人
種
分
離
が
廃
止
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
い

か
え
れ
ば
、
Brow
n事
件
判
決
の
法
理
は
、
裁
判
所
の
監
督
下
に
あ
る
学
校
区
に
教
育
自
治
権
が
返
還
さ
れ
た
時
点
で
役
目
を
終
え
て
教

育
の
機
会
均
等
が
実
現
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
、
ま
た
、
人
種
分
離
廃
止
以
外
へ
の
適
用
が
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

6

人
種
の
多
様
性
の
維
持
と
人
種
分
離
廃
止

し
か
し
な
が
ら
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
Gruttr事
件
判
決
（
15
）に

お
い
て
高
等
教
育
に
お
け
る
多
様
な
学
生
集
団
の
う
み
出
す
教
育
上
の

利
益
が
非
常
に
重
要
な
利
益
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
人
種
を
入
学
選
考
基
準
に
加
え
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
と
し
、
Gratz事
件
判
決
（
16
）に

お
い
て
多
様
性
確
保
を
理
由
に
す
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
優
遇
の
入
試
時
の
加
点
処
置
が
違
法
な
選
考
方
法
で
あ
る
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
新

し
い
首
席
判
事
が
着
任
し
た
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
Seattle事
件
判
決
（
17
）に

お
い
て
普
通
教
育
レ
ベ
ル
に
お
い
て
人
種
を
均
衡
化
す
る
よ
り

も
広
い
基
準
を
必
要
と
す
る
多
様
な
生
徒
集
団
の
形
成
は
、
厳
格
審
査
基
準
に
沿
っ
た
割
当
方
法
で
な
け
れ
ば
Grutter事
件
判
決
を
適

用
し
な
い
と
述
べ
て
違
憲
判
断
を
下
し
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
高
等
教
育
の
機
会
均
等
と
普
通
教
育
の
機
会
均
等
の
意
味
が
違
う
と
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い
う
こ
と
を
示
め
し
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
Brow
n事
件
判
決
が
Plessy事
件
判
決
を
覆
す
ま
で
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
は
、
高
等
教
育
機
関
の
人
種
分
離
廃
止
の
法
理
が

修
正
第
一
四
条
を
通
じ
て
普
通
教
育
機
関
に
取
り
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
で
実
現
し
た
。
そ
の
後
、
Brow
n事
件
判
決
の
目
標
は
、
三
〇
年

後
に
Jenkins
III事
件
判
決
が
普
通
教
育
課
程
の
教
育
自
治
権
の
回
復
と
人
種
分
離
廃
止
を
結
び
付
け
た
こ
と
で
達
成
し
た
。
つ
ま
り
、

Brow
n事
件
判
決
は
、
普
通
教
育
を
う
け
る
機
会
の
均
等
を
行
き
亘
ら
せ
る
た
め
に
人
種
を
統
合
す
る
こ
と
が
目
標
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
人
種
の
多
様
性
に
注
目
し
は
じ
め
た
こ
と
に
よ
り
、
Brow
n事
件
判
決
の
考
え
方
を
生
か
し
た
ま
ま
、
Grutter事
件
お
よ
び
Seatlle

事
件
の
パ
タ
ー
ン
に
た
ど
り
着
い
た
。
Brow
n事
件
判
決
は
、
高
等
教
育
機
関
の
事
案
を
解
釈
し
て
普
通
教
育
課
程
に
適
用
で
き
る
部
分

が
あ
る
と
し
て
分
離
を
廃
止
す
る
為
に
迅
速
な
取
り
組
み
を
促
し
た
判
決
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、人
種
の
多
様
性
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、

人
種
が
基
準
に
な
る
方
法
に
頼
る
他
な
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
人
種
の
多
様
性
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
人
種
が
利
用
さ
れ
て
も
厳

格
審
査
基
準
を
採
用
せ
ず
に
緩
や
か
な
基
準
の
Plessy事
件
判
決
が
明
ら
か
に
し
た
「
分
離
す
れ
ど
も
平
等
」
を
今
後
応
用
す
る
可
能
性

が
あ
る
。

7

性
別
と
教
育
の
機
会
均
等

一
方
で
男
女
別
学
の
事
案
で
は
、
白
人
学
校
へ
の
黒
人
入
学
の
場
合
と
同
様
に
男
子
校
な
ら
び
に
女
子
校
、
お
よ
び
公
立
学
校
な
ら
び

に
私
立
学
校
に
お
い
て
形
式
的
に
同
様
の
設
備
が
存
在
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
男
女
の
平
等
な
機
会
を
達
成
で
き
て
い
な
か
っ
た
が
、
一

九
九
六
年
V
irginia事
件
判
決
（
18
）以

降
は
読
み
書
き
の
教
育
の
機
会
が
均
等
に
提
供
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
競
技
会
の
事
案
は
、
資
金
が
十

分
で
な
い
こ
と
、
大
会
の
開
催
季
節
が
適
切
で
は
な
い
こ
と
、
な
お
か
つ
十
分
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
な
い
こ
と
な
ど
、
同
じ
環
境
で
競
技

に
参
加
す
る
機
会
を
提
供
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
分
離
は
、
連
邦
法
の
例
外
規
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定
を
根
拠
に
、
一
般
的
に
考
え
て
そ
の
競
技
の
性
格
、
な
ら
び
に
男
女
の
生
物
学
的
か
つ
生
理
的
な
能
力
に
基
づ
き
身
体
の
危
険
が
存
在

す
る
場
合
に
は
、
そ
の
分
離
措
置
は
合
理
的
な
理
由
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
競
技
参
加
の
機
会
は
均

等
に
提
供
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
「
分
離
す
れ
ど
も
平
等
」
な
ら
び
に
「
分
離
を
是
正
す
る
為

の
迅
速
な
取
り
組
み
」
は
、
教
育
設
備
の
質
や
教
育
内
容
に
ま
で
迫
り
、
男
女
の
生
理
的
特
長
に
由
来
し
た
分
離
が
可
能
で
あ
り
、
達
成

度
ま
で
を
考
慮
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
婚
姻
お
よ
び
妊
娠
を
理
由
に
す
る
女
性
の
分
離
は
、
個
人
の
尊

厳
と
し
て
基
本
的
権
利
の
扱
い
に
な
る
こ
と
か
ら
厳
格
審
査
基
準
を
採
用
す
る
。

つ
ま
り
、
性
差
別
と
機
会
均
等
の
関
係
は
、
身
体
能
力
が
問
題
に
な
る
場
合
は
中
間
審
査
基
準
の
下
で
厳
格
な
審
査
を
受
け
る
こ
と
に

な
り
、
女
性
特
有
の
個
人
の
尊
厳
を
含
む
場
合
は
厳
格
審
査
基
準
に
基
づ
く
審
査
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
も
の
の
、
明
ら
か
に
生
命
に
危

険
が
及
ぶ
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
事
情
が
存
在
す
る
と
判
断
さ
れ
て
違
法
に
な
ら
な
い
。
性
差
別
は
、
い
か
な
る

審
査
基
準
が
該
当
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
存
在
し
て
い
る
た
め
に
判
断
す
る
難
し
さ
が
存
在
し
て
い
る
。

8

年
齢
お
よ
び
能
力
と
教
育
の
機
会
均
等

年
齢
は
、
人
間
の
成
長
を
判
別
す
る
基
準
と
い
う
こ
と
か
ら
就
学
や
出
場
に
年
齢
制
限
を
設
け
る
こ
と
で
〝
だ
れ
し
も
が
〞
画
一
的
な

参
加
を
実
現
す
る
為
の
基
準
に
さ
れ
て
き
た
。
提
訴
の
際
は
、
成
長
、
発
達
と
能
力
を
組
み
合
わ
す
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
、
基
本
的
に
年

齢
の
み
を
根
拠
に
提
訴
し
て
も
適
法
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
能
力
と
関
連
付
け
て
論
じ
ら
れ
る
。

能
力
は
、
学
級
編
成
の
為
の
テ
ス
ト
、
あ
る
い
は
天
授
者
の
教
育
に
注
目
し
た
。
前
者
は
、
一
方
で
特
定
の
人
種
集
団
を
差
別
す
る
目

的
が
あ
れ
ば
違
法
に
な
る
が
、
他
方
で
特
定
の
人
種
集
団
の
よ
り
良
い
機
会
に
な
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
な
ら
ば
合
法
に
な
り
、
特
定
の

人
種
を
優
遇
し
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
後
者
は
、
天
授
者
が
障
害
者
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
州
お
よ
び
学
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校
区
は
飛
び
級
し
た
天
授
者
の
大
学
授
業
料
の
支
払
い
う
義
務
が
な
い
こ
と
、
専
用
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
は
選
択
で
あ
っ
て
命
令
で
は
な

い
と
さ
れ
、
す
な
わ
ち
、
能
力
に
備
わ
っ
た
機
会
を
与
え
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
優
遇
は
認
め
な
い
ゆ
え
に
措
置
を
講
じ
な
く
て
も
違

法
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
年
齢
お
よ
び
能
力
の
問
題
は
、
裁
判
所
が
、
分
離
し
な
い
こ
と
が
当
事
者
の
不
利
益
に
つ
な
が
る
と
い
う
点
に
合
理
性
を
見

出
し
て
お
り
、
特
に
、
容
姿
に
左
右
さ
れ
な
く
直
接
判
断
が
難
し
い
能
力
に
基
づ
く
区
別
を
違
法
と
判
断
す
る
際
に
は
、
緩
や
か
な
基
準

に
従
っ
た
う
え
で
「
分
離
す
れ
ど
も
平
等
」
な
教
育
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
利
益
、
お
よ
び
優
先
待
遇
が
緻
密
に
誂
ら
れ
た
も
の
か
を
証

明
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
厳
格
に
判
断
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

9

教
育
を
う
け
る
権
利

教
育
を
う
け
る
権
利
は
、
Rodriguez事
件
判
決
（
19
）に

お
い
て
合
衆
国
憲
法
の
保
障
す
る
基
本
的
権
利
で
は
な
い
と
判
示
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
Plyler事
件
判
決
（
20
）は

、
Rodriguez事
件
判
決
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
不
法
移
民
の
子
ど
も
が
修
正
第
一
四
条
の
〝
何
人
〞
に
該
当

す
る
こ
と
を
認
め
て
連
邦
資
金
の
投
入
さ
れ
る
無
償
の
公
教
育
に
誰
し
も
が
参
加
す
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
連
邦
最
高

裁
判
所
が
不
法
移
民
の
子
ど
も
を
〝
何
人
〞
に
該
当
す
る
と
し
て
人
種
分
離
廃
止
の
対
象
に
認
め
た
こ
と
は
、
教
育
を
う
け
る
権
利
が
合

衆
国
憲
法
の
保
障
す
る
基
本
的
権
利
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
教
育
を
う
け
る
権
利
は
、「
疑
わ
し
い
分
類
」
が

存
在
し
、
Plessy事
件
判
決
の
「
分
離
す
れ
ど
も
平
等
」
が
存
在
せ
ず
、
学
校
区
に
Brow
n事
件
判
決
の
「
迅
速
な
取
り
組
み
」
を
強
制
し

て
い
る
と
い
う
点
が
な
い
た
め
に
今
後
の
十
分
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
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10

審
査
基
準
の
発
展
過
程
と
基
本
的
人
権
の
保
障
の
関
係

本
章
の
検
討
を
通
じ
て
気
が
付
い
た
こ
と
は
、
人
間
同
士
の
何
か
し
ら
の
違
い
が
、
法
的
類
別
を
可
能
に
し
た
段
階
で
、
差
別
が
是
正

さ
れ
始
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
差
別
廃
止
の
取
り
組
み
は
、
法
定
さ
れ
る
だ
け
の
理
由
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
「
緩
や
か
な
基
準
」

を
採
用
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
肌
の
色
が
違
え
ど
も
同
じ
人
間
で
あ
る
と
い
う
実
態
に
伴
い
不
当
な
分
離
を
憲
法
が
厳
し
く
取
り

締
ま
る
と
い
う
意
味
で
「
厳
格
審
査
基
準
」
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
つ
の
時
も
憲
法
が
差
別
廃
止
に
取
り
組
も
う
と
す
る
と
き
、

は
じ
め
か
ら
厳
格
な
基
準
を
も
っ
て
対
応
せ
ず
、
緩
や
か
な
基
準
に
基
づ
い
て
取
り
組
み
を
は
じ
め
て
い
る
。
そ
の
時
に
考
慮
さ
れ
て
い

る
審
査
基
準
が
緩
や
か
な
基
準
か
、
あ
る
い
は
、
厳
格
な
基
準
か
と
い
う
問
題
は
、
憲
法
解
釈
の
問
題
と
し
て
ど
れ
く
ら
い
ま
で
成
熟
し

た
の
か
、
そ
れ
と
も
ま
だ
法
律
論
の
段
階
に
あ
る
の
か
否
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
り
、
憲
法
レ
ベ
ル
の
人
権
保
障
が
ど
れ
だ
け
発
展
し
て

い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
た
め
の
〝
物
差
〞
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
新
し
く
現
れ
た
差
別
は
、
①
サ
ー
ビ
ス
の
格
差
の
是
正
を
求
め
る
弱
者
の
訴
え
か
ら
始
ま
り
、
議
員
選
挙
の
結
果
に
伴
っ
て

法
制
化
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
当
事
者
適
格
を
得
て
裁
判
で
審
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
、
②
差
別
を
疑
わ
れ
る
状
況
が
法
律
あ
る
い
は
法
律

に
基
づ
く
行
為
と
し
て
正
当
か
不
当
か
を
法
律
論
と
し
て
議
論
す
る
、
③
こ
れ
ま
で
の
法
律
論
の
議
論
が
成
熟
す
る
こ
と
で
厳
格
審
査
基

準
を
採
用
す
る
か
否
か
の
憲
法
論
が
可
能
に
な
る
、
④
憲
法
が
世
界
人
権
宣
言
に
基
づ
く
基
本
的
人
権
の
保
障
を
意
識
し
て
い
る
も
の
か

ど
う
か
が
判
断
の
重
要
な
要
素
と
し
て
審
議
さ
れ
る
が
、
国
内
問
題
は
、
条
約
よ
り
も
憲
法
が
優
先
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

ア
メ
リ
カ
は
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
に
批
准
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
が
考
慮
に
加
え
て
き
て
い
る
（
21
）。

す
な
わ
ち
、
①
人
種
差
別
は
、
憲
法
保
障
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
い
が
可
能
で
あ
る
、
②
性
差
別
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
別
の
本
質
の
保

護
に
関
わ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
厳
格
審
査
基
準
の
適
用
、
緩
や
か
な
基
準
の
適
用
、
こ
の
間
の
中
間
審
査
の
基
準
の
適
用
と
い
う
よ
う

に
完
全
な
憲
法
保
障
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
③
年
齢
や
能
力
は
、
現
在
は
ま
だ
、
法
律
論
の
領
域
に
と
ど
ま
っ
て
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い
る
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
は
、
付
随
型
違
憲
審
査
制
を
採
用
し
、
憲
法
解
釈
は
司
法
権
が
行
う
も
の
と
さ
れ
、
そ
こ
に
教
育
の
機
会
均

等
と
い
う
問
題
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
的
問
題
に
付
随
し
て
教
育
の
機
会
均
等
の
理
論
が
発
展
し
て
い
く
の
で

あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
章
の
検
討
で
明
ら
か
と
な
っ
た
憲
法
が
不
当
な
差
別
を
認
め
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
憲
法
の
平
等
保
護
条
項
に
基
づ
く
厳

格
審
査
基
準
を
適
用
で
き
る
議
論
に
ま
で
達
し
て
い
る
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
章
は
、
言
語
に
基
づ
く
差
別
が
厳
格
審
査
基

準
の
適
用
さ
れ
る
憲
法
保
障
を
可
能
に
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
注
目
し
て
検
討
し
て
い
こ
う
。

（
1
）
163
U
.S.537
(1896).

（
2
）
Brow
n
I,347
U
.S.483
(1954);Brow
n
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U
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（
3
）
Bolling
v.Sharpe,347
U
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v.T
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U
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v.A
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413
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418
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427
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433
U
.S.267
(1977).

（
10
）
438
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458
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（
15
）
539
U
.S.306
(2003).

（
16
）
539
U
.S.244
(2003).

（
17
）
551
U
.S.701
(2007).

（
18
）
518
U
.S.515
(1996).

（
19
）
411
U
.S.1
(1973).

（
20
）
457
U
.S.202
(1982).

（
21
）
未
成
年
の
死
刑
に
関
す
る
修
正
第
八
条
案
件
で
あ
る
、
Roperv.Sim
m
ons,543U
.S.551(2005)は
、
国
際
人
権
法
を
憲
法
解
釈
の
手
段
に
用
い
た
。
判

例
解
説
は
、
斉
藤
功
高
「
米
国
最
高
裁
ロ
ー
パ
ー
対
サ
イ
モ
ン
ズ
判
決
に
お
け
る
国
際
人
権
法
の
影
響
」
文
教
大
学
国
際
学
部
紀
要
第
一
八
巻
一
号
（
二
〇

〇
七
年
）
二
五
―
四
七
頁
参
照
。

付
記

本
稿
（
1
）
に
お
い
て
重
要
な
誤
記
が
あ
り
ま
し
た
の
で
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

法
学
研
究
第
50
巻
第
3
―
4
号
三
七
頁
注
（
10
）
三
行
目

誤

尾
崎
は
、
鈴
木
敬
和
『
言
語
権
の
構
造
―
英
米
法
圏
を
中
心
と
し
て
』（
成
文
堂

二
〇
〇
八
年
）
八
頁
…

正

尾
崎
は
、
鈴
木
敏
和
『
言
語
権
の
構
造
―
英
米
法
圏
を
中
心
と
し
て
』（
成
文
堂

二
〇
〇
〇
年
）
八
頁
…

法
学
研
究
第
50
巻
第
3
―
4
号
三
七
頁
注
（
10
）
一
二
行
目

誤

鈴
木
敬
和
の
…

正

鈴
木
敏
和
の
…
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